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1 人口減少社会への流れを変える対策の推進について

《提案・要望の内容》

O 今後、確実に進む人口減少社会が到来する可能性を見据え、人口減少対策や大都市へ

の一極集中の是正など、固として積極的に必要な対策を推進すること。

0 地方が地域の実態に応じた、少子化対策、移住促進、地域コミュニティの再構築等の

取り組みが確実に実施されるよう、必要な財政支援や規制緩和を行うこと。

<参考>鳥取県独自の対策

(少子化対策)

-不妊治療費等支援事業

国の助成基準を超えて特定不妊治療を行う際における年間助成回数の上限を撤廃

.森のようちえん等に対する運営費助成モデ、ル事業

鳥取型の新しい認証制度の創設に向け野外保育等を行う事業者をモデル支援、効果検証

・中山間地域市町村保育料無償化等モテ、ル事業

中山間地域の市町村が保育料の無償化(軽i成)を行う場合における経費を支援

.鳥取県多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業

多子世帯(3人以上の児童がいる世帯)の保育料を軽減する市町村を支援

.子育てしやすい企業支援事業

父親の育児休暇等の取得促進につながる休暇取得を促進した事業主へ奨励金を交付

(移住促進)

・移住 2000人達成事業

移住者を増やすための情報発信、移住体験ツアー等受入環境の整備を支援

.鳥取県移住定住推進交付金

相談員の設置、空き家等を活用した移住者向け住宅施設支援

(地域コミュニティの再構築)

-若者定住等による集落活性化総合対策事業

小規模高齢化集落の限界化に歯止めをかける移住促進や、地域活性化の支援を行う

NPO等の団体の支援を行う。

・中山間集落見守り活動支援事業

中山間地域等で、事業活動を行っている事業者と、市町村、県との聞で協定を結び高齢者

を見守る活動を推進。

-とっとり支え愛体制づくり事業

地域での安心・安全な生活の実現を目指した住民相互の日常的な助け合いや NPO法人

等による生活支援サービスを通じ、援護を必要とする人を地域で支えるための取り組みを支援
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2 「国のかたち」を変える地方分権改革の推進について

《提案‘要望の内容》

O東京一極集中の中央集権構造を是正するため、固と地方の役割分担の抜本的見直しに

よる構造改革を進め、園出先機関改革のみならず、中央府省を含む国から地方への事

務・権限の移譲を一層のスピード感をもって実行するなど、「国のかたち」を変える

地方分権改革を推進すること。

[第4次一括法に伴う対応】

0第4次一括法の成立を受け、事務・権限の移譲が円滑に行われるよう、確実な財源措

置、移譲等のスケジュールの調整、研修の実施、マニュアルの整備等を早期に実施す

ること。

【地方分権改革の推進】

0今回の事務・権限の移譲等の見直しでは移譲されなかったが、ハローワークをはじめ

地方からの要望の強い事務・権限については、引き続き移譲に向けた検討を着実に進

めること。

0義務付け・枠付けの見直しについても、地域の実情に応じた施設の設置・運営に支障

をきたしている「従うべき基準」を廃止文は「参酌すべき基準Jへ移行するなどして、

地方の自由度を実質的に高めること。

【道州制の検討】

O道州制は、中央府省の解体再編を含めた統治機構の抜本的な改革を伴うものでなけれ

ばならず、その検討に当たっては、重要事項の検討をすべて国民会議に委ねるのでは

なく、地方と十分協議し、当事者たる地方の意見を十分に反映すべきであり、拙速に

進めることなく、国民的な議論を十分に尽くすことが前提であること。
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3 r地方分権改革に関する提案募集」に係る提案の実現について

《提案・要望の内容》

o r地方分権改革に関する提案募集」にあたっては、地方の発意や多様性を尊重し、地

方からの制度改正に関する提案を真撃に受け止めるとともに、事務・権限の移譲や規

制緩和の実現を前向きに検討すること。

0本県からの提案及び本県が参加する関西広域連合や中園地方 5県による共同提案を

採択すること。

<参考>

※「地方分権改革に関する提案募集Jについては、内閣府が7月 15日を期限に全国か

ら提案を募っており、本県においても提案項目を検討しているところである。

※以下は、検討中の項目である。

【事務・権限の移譲】

0地域課題の解消に向け、自治体施策との完全一体運用が行えるよう、ハローワーク

の行う無料職業紹介事業圃雇用保険手続を希望する都道府県へ移管すること。

し一陥附叩?策右一な叩i述出凶凶土針叫山J担削包町f什l… … 昼f川日…ツ丹叩一一の叫岬川叩地刷酬山…j域糊或州副

[日矧別lリl一るーと|一連j}\;lì)，'~ Umm対策)に留まり川一 世

いていない。ひいては地域の最重要課題である人 11減対策ω有効な取組となっていない。

【規制緩和】

O都道府県の喫緊の課題に対応できるよう、医療機関が新増設することを必要とする

病床数について都道府県の裁量により決定できるようにすること。

おり …一政附一策鰍叩課制題で……N期馴山…り別則阻~J[K 1Jl川氾帥山|医凶附豆DJ:W療附な一 帥凶山叩……j機附酬附兎矧制仙|閲伽羽伽…泊がM川t泌明叩必伺即要駅とオ一る羽叩一刊病献附叶床枇叶
を4] 〔附附附叩百計訓削山[n阿H阿l

設i佐[丘立できない状J汎J児tにある。

qd 



4 地方税財政の充実・強化について

《提案・要望の内容》

0少子高齢化社会が進む中で、今後、地方の役割が増大していく一方で、常態化

している地方の財源不足を解消するため、地方交付税の法定率引上げを行うこ

と。

0地域の実情に応じて行う地方単独事業についても的確に財政需要に反映させる

とともに、安定的な財政運営が可能となるよう、歳出特別枠、別枠加算を堅持

するなど、交付税総額を確保すること。

0法人住民税の一部を原資化して平成 27年度から措置される交付税の配分にあ

たっては、制度創設の趣旨に則り、財政力の弱い自治体に、より一層配慮した

仕組みとすること。

0法人実効税率の引下げの検討等を行う場合には、地方の歳入に影響を与えるこ

とのないよう、大企業についての外形標準課税の拡大や政策減税の抜本的な見

直しによる課税ベースの拡大などの代替措置により、必要な地方税財源を確保

することを併せて検討すること。

0市町村合併に伴う普通交付税の特例措置の終了については、合併市町村の財政

運営に支障を生じることのないよう、市町村合併による行政区域の広域化に伴

い生じる財政需要等を考慮した普通交付税措置を講じること。また、合併を行

わなかった市町村においても、過疎化や人口減少が進展する中で持続可能な行

政サービス体制構築のために必要な普通交付税措置を講じること。

。自動車関連諸税の簡素化舗グリーン化に際しては、安定的な地方税源を確保す

ること。また、地方環境税(仮称)の創設や「地球温暖化対策のための税」の

使途に森林吸収源対策を位置づけるなど、森林吸収源対策及び地球温暖化対策

における地方の果たす役割を適切に反映した地方税財源を確保する仕組みを構

築すること。
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5 高速道路ネットワークの早期整備について

《提案・要望の内容》

本県の産業・経済の基盤強化と大規模自然災害に備えた国土の全域にわた
る強靭な国づくりに向けて、西日本の日本海国土軸を形成する山陰道、山陰
近畿自動車道等の高速道路ネットワークの早期完成は県民の悲願であり、事
業中区間の整備促進とともに、ミッシングリンクの解消に向け未事業化区間
の調査・検討を進めること。

o r鳥取西道路」全線の平成29年度一体的供用

「鳥取西道路(鳥取西 IC~青谷 1 C) Jについては、平成 29年度供用予
定が公表された「吉岡温泉 IC~青谷 1 C J とともに、「鳥取西 IC~吉岡温
泉 1C Jについても一体的な供用が図られるよう、埋蔵文化財調査の集中的・
計画的な実施に加え、調査が完了した区間においては速やかに工事着手し、整
備を促進すること。

o r北条道路」の交通安全対策事業の早期整備及び全線自動車専用道路としての
早期事業再開に向けた計画段階評価の促進

「北条道路」については、近年重大な交通事故が頻発していることから、交
通安全対策事業(湯梨浜・北栄地区の交差点立体化)の早期整備を図るととも
に、全線自動車専用道路としての早期事業再開に向けて、早急に計画段階評価
を進めること。

o r山陰道~鳥取市福部町」の計画段階評価に向けた調査の促進

未事業化区間の『山陰近畿自動車道「山陰道~鳥取市福部町J~ については、
平成25年度に官民連携による勉強会において、『山陰道』・『鳥取自動車道』・『山
陰近畿自動車道』の 3本の路線を連結させる必要性等が示され、今後、国・県
・市による協議機関を設置し事業化への進展を図ることとしており、当該区間
の早期事業化のための計画段階評価に向けた調査を進めること。

o r米子市~境港」の道路のあり方の検討促進

「米子市~境港Jの渋滞緩和、物流の効率化、「米子鬼太郎空港Jr境港Jか
ら観光地等へのアクセス向上など広域的な道路ネットワークの充実・機能強化
の観点から、主要な幹線道路等のあり方の方向付けに向けて、引き続き必要な
検討を進めること。

o ~鳥取自動車道』における付加追越車線の早期供用
『鳥取自動車道』については、高速道路本来の定時性・安全性を十分に発揮

させるため、現在整備中の 4区間の付加追越車線を早期に供用すること。

o ~米子自動車道』・「米子道路」の 4車線化及び「米子道路J における付加追越草
線の早期供用

高速道路本来の定時性・安全性の確保を図るため、『米子自動車道(蒜山 IC
~米子 1C)~ ・「米子道路」について 4 車線化を行うこと。
また、「米子道路」については、現在整備中の日野川東 IC~米子南 IC 聞

の付加追越車線を早期に供用すること。

0地域高規格道路の整備促進

高速道路ネットワークを補完する地域高規格道路については、 1日も早い供
用を図るため、 トンネル等の大規模構造物の進捗状況に応じた重点的な予算配
分を行うこと。
「岩美道路」 一一一一一『山陰近畿自動車道』
「倉言道路j、「倉吉関金道路J--------~北条湯原道路』
「鍵掛峠道路」、「江府道路」一一一 『江府三次道路』
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「鳥取西道路(鳥取酋IC-青谷IG)Jについては、平成29年度供用予定が公表された「吉岡温泉

ICe"'"青谷ICJとともに、「鳥取西IC-吉岡温泉ICJについても一体的な供用が図られるよう、埋蔵

文化財調査の集中的，計画的な実施に加え、調査が完了した区間においては速やかに工事着

手し、整備促進を図ること。
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本線部については、

平成2年度から用地買収
(旧北条町域のみ)に着手し、

横断構造物や路体盛土
工事等を行っていたが、
平成19年度以降は

予算計上なし

交差点部を中心l乙近年死亡事故が頻発

無信号を含む平面
交差点を中心に重大
事故が頻発しており、

J 交通事故致死率(9.8%) 

は全国平均(0.6%)

や県内の他区間(1.6%) 

と比べて非常に高い。

「北条道路J~こついては、近年重大な交通事故が頻発していることから、交通安全対策事業
(交差点立体化)の早期整備を図るとともに、全線自動車専用道路としての早期事業再開

に向けて、早急に計画段階評価を進めること。
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〉物流、観光業手主席のための移動時閣の短縮

〉鳥取rtp潜や鳥取港、県寸申安病院との

産盤丘血上

〉国道)9呂 f平代*周切)の~ì南円酒イ日

〉ル トについで 1;1:，貫一西方向、東一商方同

恒Tれの移動もスムーズ|ζな弓ょう連結的置の

バランスlζも配慮ガ必L要

山陰近畿自動車道と山陰道、鳥取自動車道の3本の路線を連結させることで整備効果を相乗的

に向上させるとともに、現道区間の慢性的な交通渋滞を緩和するため、未事業化区間の山陰近畿

自動車道「山陰道~鳥取市福部町J'こついて、計画段階評価に向けた調査を促進すること。
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我国唯一の環日本海定期貨客船

' 米子市~境港聞の渋滞緩和、物流の効率化カ課題
高速道路までの距離は日本海側拠点港の中で 「境港」と米子自動車道を結ぶ

下境港jが最長一一一一一一一「 国道431号は慢性的に渋滞

「米子市~境港」の渋滞緩和、物流の効率化、「米子鬼太郎空港Jr境港」から観光地等へのア

クセス向上、緊急時の避難経路確保なと広域的な道路ネットワークの充実・機能強化の観点から、

主要な幹線道路等のあり方の方向付けに向けて、引き続き必要な検討を進めること。
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「松江自動車道」の状況>
71. 6km<三次JCT-宍道JCT)の
うち4箇所で追越車線を設置
出f松江自動車道』も「鳥取自動車道」

と同じく新直轄方式で施行

全線62.3kmのうち追越車線が僅か1箇所しかないことから、
高速道路本来の速達性・定時性が十分発揮できていない。

対面交通lζ起因する重大事故の防止

対面交通は、衝突事故をはじめとする重大事故の要因
となるとともに、事故発生時には長時間の通行止を伴う。

平成24年度に暫定2車線で全線供用した鳥取自動車道CL=62.3km)については、

追越車線が僅か1箇所しかないことから、高速道路本来の定時性、安全性を十分に発揮させ

るため、当面の対策として早期に付加追越車線を供用すること。
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唖E東海圃釜山回国ウラジオストク圃園上海

年々悪化す否交通渋滞の解消

主壬道路では、変通量の増加により

通勤僻間帯を中心に変通渋滞が発生

平成22年2月14日、米手自動車道[伯奮町金厘谷)

で発生した正面衝突事故で、大学生3名が死亡の

高速道路本来の定時性・安全性の確保を図るため、『米子自動車道(蒜山IC-米子ICU
及び「米子道路」について4車線化を行うこと。

また、「米子道路」については、当面の対策として、早期に付加追越車線を供用すること。



6 北東アジアゲートウェイ「境港」の重点整備について

《提案幽要望の内容》

我が国の経済再生や国土強靭化を推進し、日本海国土軸を形成するため、

北東アジアゲートウェイ「境港Jの重点整備を実施すること

0竹内南地区複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル整備事業〔直轄事業〕

の事業化を実現すること

0中野地区国際物流ターミナル整備事業〔直轄事業〕を重点実施により早期

完成すること

<参考>

重要港湾「境港」は、北東アジアゲートワェイとして日本海周辺アジア地域との地理的特性

を生かし、その著しい経済発展を我が国の成長に取り込み、「国際競争力の強化J、「観光立国

の実現」の 助を成すとともに、大規模災害時の代替性を確保するための「日本海国土軸形成」

のー裂を担うなど国土強靭化を推進寸る上で、益々その重要性が高まってし、る。

よって、我が国の経済再生や地域の活性化のためには、境港の港湾機能をさらに充実する重

点整備が必要であるの

|竹内南地区複合一貫輸送に対応した貨客船ターミナル整備事業|

我が国唯一の環日本海定期貨客船は、旅客・貨物とも年々増加するなど安定就航している。

また、 2011年のアジアクルーズターミナル協会への加盟を契機に、クルーズ船の寄港が

急増し、多くの観光客訪問が期待される。

しかしながら、環日本海定期貨客船は、貨物ふ頭に設置した仮設の旅客ターミナルを使用し、

大型クルーズ船は原木などを取り扱う岸壁に係留せざるを得ないことから、景観・異臭の問題

や入国手続きに時間がかかる CIQ体制など、乗客の受入体制lが十分ではない状況である O

さらに、境港は、今後想定される太平洋但Ijの地震・津波が発生した場合の人流・物流の代替

港湾として高いポテンシヤノレを有しており、このターミナルの整備は、国土強靭化、防災・減

災ニューディーノレの実現に不可欠である。

昨年 6月に採択された国の先導的官民連携支援事業では、竹内南地区における「みなと」

を核とした賑わいづくりと防災拠点機能を両立できる新たな貨客船ターミブル等港湾機能のあ

り方について、魅力ある「みなとJのプランを官民一体となって検討し、先般2月21日の最

終検討委員会において施設・ CIQ規模を決定したところであるG

このため、専用岸壁となる貨客船タ ミナル整備事業(直轄事業)の事業化を実現すること。

1中野地区国際物流ターミナル整備事業!

境港では、大型船に対応する係留施設の不足から喫水調整や沖待ちが生じ、また、取扱貨

物量の増加によるふ頭用地不足から、原木等の横持ち運搬が必要となるなどコスト高となっ

ている。一方、現在、国内シェア 16%を占める境港背後の木材関連企業は、平成 26年には

増産体制を整える予定で原木輸入の増加を見込んでおり、 1日も早い岸壁整備を強く望んでい

る。また、昨年 10月 13日には岸壁整備等の本体工事に着手する運びとなり、これを記念し

て着工記念式典を開催したところである。

このため、国際物流ターミナル(直轄事業)を重点実施により早期完成の必要がある。

なお、岸壁背後のふ頭用地の確保も急がれることから、当県としても、これまで補正予算に

よるふ頭用地造成の前倒し等で整備促進を図り、平成 26年度には概成する見込みである。
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』早期事業化を!I幽圃睦覇雇輔輯堕輔里担

貨物船(原木、チップ)とクルーズ船が同 岸壁を利用
(H26年はチップ取扱量も対前年の1.4倍の見込み)

課題 環日本海定期貨客船やクルーズ船に対応

する専用岸壁がなく、大型クルーズ船寄港の際は

原木等を取扱う岸壁に係留せざるを得ない状況。

このため、「景観・異臭なと‘の問題」、「貨物船との係

船調整(沖待ち)J、rCIO体制が不十分(入国手続き
に時聞がかかる)Jなどの問題が生じている。

0現状の暫定対応
大型クルーズ船(約25，000トン級以上)の場合、昭和南
地区にしか着岸できないが、仮設9ーミナルと離れてい
る(約2km)ため、船内での仮入国手続きを行っている。

【CIO体制が不十分】

0入国手続きを2時間程度で終えることが不可欠
O現在の出入国審査7ブースでは、

船内仮入国手続きでは、「船内での仮設備設置に時間
がかかるJr船内の震源が安定しないJr船内のためス
ペースが狭い』などの問題により、手続きに時間がか
企':)'CL'金。

大型クルーズ船の円iなCIQ対応 が
可能なターミナル整備が急務!

2014年には新たに世界最大手の客船会社
(ロイヤルカリビアン社)から 13万トン級
(乗客3， 000人級)大型クルーズ船の寄港

予定も 10回程度あり、 2013年の寄港

回数を上回る勢い!

しかしながら、 2014年の大型クルーズ船

の寄港については、貨物船と係留が重複す

るため、寄港を断らざるを得ないn
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7 外航クルーズ船寄港および国際航空蕗線の拡充等に伴う CIQ体制の充実

について

《提案・要望の内容》

0地方における外航クルーズ船や国際チャーター便の就航について、円滑な受入

れを行うため、 crQ体制の充実を図ること。

f ※地方における外航クノレース船、国|政両/L~:~路線の円滑な辺市uこ(士、 CIQ体制が↑一分にli'{1i保さ、

れることが不可欠むある。特に、本年 201 4年には境港への世界最大級(来客 3，000人

ii&)のクノレーズ船:-r，y港が予定されており、 20回限度の寄港で来客主主は約3万人を見込んで

いる。 しかし、 JJU亡の休HiIJ では入|司手続きにI!~J'附j を I良一し、来治:が|、向けするまでに、大きく H寺

f/U を'i~やすことが予想される。

※このため、沈潜へのCJQに係る人l二iや訴査機探のMdhl等、 CJQ休制の充'人を[g[るとともに、

).:Jlly空港等地方の手["j貴校飛行場においても人員体WiJのプ口実が必裂である。 ノ

〈参考〉鳥取県の取組状況

l 玉玉県では、境泌がアジアクノレーズターミサノレ|品会に力Ilm:，J.し、アジア地域の1['1回、有湾、将|到など、

外航クノレーズ紛の誘致を積極的に行っている。

0平成25年(2013年)の国際定期便の運航状況 (平成26年 3月末現在)

区分 路線・運航H 利用者数 利用率

空路 0米子鬼太郎2空港~仁川l国際ZE泌(斡同) (28， 378) (55， 5) 

。似週日・火・金曜日連航 24， 381人 47.5 % 

航 路 Ol}~itt~}:n海沿 (l咋国)~ウフジオストク地(ロシア) (24，940) 

0旬:迎金・(土)nl'r!日運航 23， 888人

※上段( )はriii年実総

0平成25年(2013年)の外航クル ズ船・国際チャ 9一便の運航実績 (平成26年3月末現在)

13:分 {史数 JI凶t実fh

境 I品 171史 [タトIIAクノレース船1(11間来客数 10，896人) 1 7回

鳥取空港 1 01史 [航空便]台湾 1 0 使、香込今 44使、ロシア 6使

米子鬼太郎空港 5 01史

7 71史

2 今後も、 IJr[怠11庄 の国際航空路線である米子~ソウノレ使に次く、将来の新たな国際定期便就航を肌

んで、香港、台湾、 Cr'園、ロシア沿海地方等東アシア地j戒をターゲットに、インハウンド国|燦チャー

ター(更の就航を働きかけ、木県への外国人観光誘存を-W，¥促進する。

O平成26年度(2014年)の外航クル ズ船・国際チャ 9一便の運航予定

区分 便 数 il凶IL'T'定

境 n主 201¥l! [外航クノレーズ船1乗客3，000人級の大型クノレーズ船等が境

，烏llj(2:~ì{t 8 l'更 治に入浴し、年間乗客数は過去最高で 1万J 、を突破した平

米子鬼太郎空港 4 81'史 成 25年の記録を大幅にL:JEilる約 3万人を見込んでいる。

7 6 l'児 [航空便]香浴、台湾、ロシア、タイなど
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8 県民の安全安心を守る治水事業(直轄事業)の推進について

《提案・要望の内容》

0県民の安全 a 安心を確保するため、浸水被害や土砂災害の危険度の高い地域な
どにおける直轄事業を推進すること。

【河川事業】中海湖岸堤短期整備箇所の促進並びに短中期整備箇所の前倒し着
手、青木地区の整備促進等を行うこと。

斐伊川且盗温岸堤整備箇所
短期事業中渡漁港(築堤、樋門)、米子空港南(築堤)、

貯木場(築堤)、旗ヶ崎承水路(樋門)
恒皇劃未着手 5箇所(米子港(防波堤、ポンプ場前)ほか)
伸矧未着手 3箇所(米子空港北ほか)

日野川 青木地区(河道掘削<流下能力向上>J、河川整備計画策定
天神JII:小鴨地区、米積地区外(河道掘削<流下能力向よ>、侵食対策)
千代川 佐貫~用瀬区間外(河道掘削<流下能力向上>、堰改修)

徳吉地区(河道掘削<流下能力向よ>J

【砂防事業】三の沢箇所外等の土砂流出防止を促進すること。
日野川流域 三の沢箇所外(土砂流出防止)
天神川流域 野添箇所外(土砂流出防止)

【海岸事業】皆生工区の景観保全(施設改良)や、両三柳工区の侵食対策等の
促進を図ること。

皆生海岸 皆生工区(施設改良)、両三柳工区(侵食対策)
富益工区(養浜工)、境港工区(サンドリサイクル)

※近年、全国各地でゲリラ豪雨など、甚大な被害をもたらす集中豪雨が多発しており、

鳥取県内でも平成 23年9月の台風 12号では、大山で総雨量 1，000mmを記録。

※平成25年7月豪雨では、江府町江尾で観測史上最大の時間雨量 87mmを記録したほ

か、 9月豪雨では、鳥取市の大路川において 15，200人 (5，290世帯)に避難勧告が発令

されるなど、住民の安全・安心確保のためには着実な治水対策が急務。

※皆生海岸では、鳥取県内初の海岸水防警報が発令された平成 25年 10月の台風26

号の波浪により浜崖が発生しており、早急に侵食対策の検討が必要。
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<参考>

【河川事業】

・日野川(青木箇所)〔一 9引川山一…J凡仰川川一l川川山の吋州台剖!
σの〉米 F市 T背?木l地也区で没ノ水'J，く;被1司波t皮ti空!1が発λ生佐したほか、 fμ法出1，μ、i/勝日除;汗4寺f川沿いの向剖部:1山川川111川11川1りrJ涜党却j地也[区豆で浸水十担被}皮史=苦主が | 

予発白当 (川床d:9戸、 I床1末ミ卜'15日;--1り) し、 P県l己LUi道宜がi通邑行 I1めとなり、 -イ引11昨与集i'1惇午が{孤)肌A立した。)

-斐伊川(中海湖岸堤)

(大橋川改修に先行し ，+，海抑制の短期的刷所(全叩)の促進と 続く奴榊山中制叫j

所守等j;nカが1川町順t白!次!前而倒して3桔着E首昔;手ニ手できるよう、 |関F羽矧H係系機I闘夕列wびの〉調!松!悦控を]進ιめる必必、要がある口 j 

1;担門設1!fi:工事に右手した、自民ヶ附

**IT'告の状況('11成26年3月)
【
一
日
ハ
叫
山
間
匂

間
十
…
承
、

J

岨

崎

ー
~
酌
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【砂防事業1

・日野川流域

[※紗多く一で賑一わ川山一う畑甜国酎立畑一一「山川川大刈刈刈……iJ山山一一Lr川川一一Jι円川」川川巾で叩吋(は土 山一一一雨同剛11一l
( の沢、 二二千の沢、 三の沢) で:土1:石流が発生し、;火三山環状i道藍日路dがi通邑行止めになるなどf観Ij!耳必主光巳 | 

E資主源としての11価!岨困削Ilr値[直色を下げるとともに、下流域の住民は土石流による災寄の不安を抱えているc ) 

<大山南壁下流域土砂流出状況>

【海岸事業】

・皆生工区

[ ~平刊叩ド附山成れ2 5年引刊l川O川叩26η引山にはこヰより皆附叫川川I}川j
i浜兵崖が発生し1たζO

く浜崖の発生状況>

-境港工区

( 日海岸(米子市夜見山梢)岬前北川う沿岸I駒山侵食され 1
北側l末端部に位置する境港公共マリーナ港口に堆積し、航路・泊地が槻没している。)
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9 日本海国土軸を形成する整備新幹線など高速鉄道網の整備について

《提案闘要望の内容》

0日本海国土軸を形成する高速鉄道の整備に向け、山陰新幹線をはじめとする
整備新幹線の整備が遅れている地方に対する在来線を含めた総合的な高速鉄道
網の整備の方向性を示すこと。

※災7L; にリ郎、凶土づくりを進めるためには、高速鉄道の補完巨1: ・イ\)~，什一(リダンダンシー)

を確保することが主要である。

※環境にやさしい大町公共l陥送俄|対としての鉄道機能をより発事1;するためには、全国的な

高速幹線鉄道網の終備が必生l}。

※しかしながら、全IJiI新幹線j:j，j五位制iii去が1970年に制定されて以来約42年終過しているに

もかかわらず、五~:1(計 I'Hi線については、平l 工はもとより制在・計阿の FI i会さえ立ってい

ないのが別状であるが、この|川、|司法は収本的な見直しはされず、また、その他に託、命

的な幹線鉄道百Ii'却は策定されていなし、状況にある。

※また、|坂和 l' ・淡路大浜災や京 1'1本大山災でも明らかlこなったように、 J/~容、貨物輸ili を

隙(~~するためには!t;j j山鉄道、 r:~，ijj車道路などのI7，1jj車交j山制の多品化が不可欠。

<参考>
全国新幹線鉄道網の整備状況

ー一一一営業中の新幹線

ー一一幽ー建設中の新幹線

~-~_.整備計画路線

問--_.整備計画路線(超電導磁気による浮上方式)

国国園田・基本計画路線

戸 20-

新小怖((5<坤) .正申IJII

E月割tfr14[但
て国

知識舵仮称〕

'1¥戸



10 米子鬼太郎空港の機能強化について

《提案・要望の内容》

0スカイマークの新規就航や全日空の増便に伴いターミナルビルの利用者や空

港エプロンのスポット運用が過密状態にあり、空港利用の安全性や円滑運用

を確保する必要があることから、次のとおり米子鬼太郎空港の機能強化を図
ること。

M エプ口ン機能の拡大

・民間事業者が空港施設を拡充する際の補助制度の創設

空港工プ口ン利用状況

※珪)国際チャタ置を運用する場合は調整が必要

※各都市とのアクセスが飛躍的に向上

。スカイマーク

1125/12/20~ 成田 (2便/日)、神戸 (2便/日)、

茨城(神戸経由l使/日)

1126/4/1 ~ 羽田 (2便/日)、新千歳 (1使/日)、

那覇(1便/日)

OANA米子~羽凹{史

6便化 (H25/10/1 ~)、機材大型化 (H26/3/30~) 

O国際チャーター便の就航(香港、高雄、ロシア

等)
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11 斐伊川水系中海の護岸整備及び水質保全対策の推進について

《提案・要望の内容》

0大橋川改修事業を促進するにあたっては、米子・境港両市民の安全・安心を確

保するため、下流域の中海湖岸堤の整備の促進を図ることとし、短期箇所に引

き続き、短中期・中期整備箇所についても順次前倒して着手すること。

【中海湖岸堤の整備箇所】

|短期整備 6箇酬 のち2僅聞読了)

-事業中 渡漁港、米子空港南、貯木場、旗ヶ崎承水路

|短中期整備 5箇所|

E 未 着 手 米子j巷(防波堤、ポンプ場前)、霞津、貯木場北、貯木場南

|中期整備 3箇岡

-未着手 米子空港北、旗ヶ崎、米子港(野積場)

※川lほ・ ，(-7ì似|川県は、仁1'!fI}洲 JfJ訓告仙の1JI!: illi(\;'~に閲し国に求める協定7与を料品fio (平成 21 

Sf'. 1 2月 19日)

※III，j Yf~ は、 9.'行止の水に!具lする訪問題を協議する r，1'海会議JCI司二二交通省、 lti林水産省、鳥

取・日J似阿!!i~、中海沿岸市川l 等)をj役立。("1勺ι22年 4月 22日)

※国は、斐伊川水系河川|整備計凶lに中海湖岸拠の位前促進を明記。(平成 22年日月 30日)

O中海の水質改善に向けて、国レベルで実施された流動や堤防開削に係る影響の

調査等により、汚濁原因等の解明を図ること。

0浅場造成、植生帯の復元に加え、中海の海藻回収による湖底環境の改善など、

新たな対策の検討も含め、具体的な水質浄化対策を積極的に推進すること。

※仁1'mではilllim去に基づく水質保全について、平成元年度から2511三間・ 5WIの水質保全古|阿

をIY..I係機関とJ:li携して推進し、長期的に見れば水質は改普傾向にあるが、環境基準は達成

していなし、。平成26年度は新たに第 6)明 ~H!山lを策定するよう取組みしている。

※平成22年 4)Jに設置したιl'海会議では、中ifIsの水質改活二をi.!主めるため、1i:fU)!I]の強化さ?の;芭:

見が出され、 2411一度に図、品恨!ff~、鳥取県は米子湾流動シミュレーション解析き?を行い、

25年度は[Il~県が底í!l . rr二一地の水質への!形杯前夜等を行い、 61切計岡策定にlムlけ、汚濁機桃

の解明等にも取組んでいる。

※環境省「汽水制託 i査検討会(1123-25・全国調査)Jは、 '1'海の堤防撤去と開削の影響等をま

とめられたが詳細は報告され亡し、ないので、引き続き、国レベルの研究やi{[r化対策の成果

首及と ~!IjJJf、の行う調査・研究等との述J瓜を悶ること。

※国は浅lj5J造成、他生叩復元;~':をì.lliめられているが、小規模て'~JJ '1èは|限定的なので、-)ri'，lの

規模拡大、 白然げ浄ト化機能の!内H

イ化七立対li:策有を紡悩的にJ推住J進ιすること O
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<参考>

O閣が示した「斐伊}II水系前}11整備計画j における湖岸堤の整備計画

ぃ__~J .fr ¥J' '，'; i(jo 15 白州if'， ;JL 1、(m) (t'itJIIJ，f.'r 

(}.1 J<~d!; rlitltj ---L-t[.jj J出(U-j↑、"川上} l ‘ ~I)U 1I11 
伽 iii

見直rhl匂ム主IIIJ出(!li-l~H} i I dii-P円} 二"

tもを市内じ主同地(件 t:n~.riJ ¥ 1(10 llll 

1川j'ili
湾出'，1占 ，1111 I iJ立i佐r!i)

(¥)'， JQi!tdi(!，， 14仲間rI '[: tit.lじ1 日1111 lIi:: 

l'li:("i[:也 I/:i忠 iミ准↑!i(!，.:-iJ]ド1"日l'主，:11:庁;， 「叶'"

(ド.i i~r 肖) l~ !"-r!il''id川史浩司"
I 

:;(1(1 

Ijl;[i} 
r ~ IlιIH '1 ，.市 II~i!t ¥(11.1 IIIT 

fii午 日H;昔
れ(dil¥'ii(t{~.:il 

1 'f: {" r1u 
.1!\'.fJ~ r (-!I1W'，配i( t;'i白川川! ~W I 

i:;¥ l' ，.市桂"阿 GOO D(2 

(~~) " "市緯日l 川、!准 ~flii'叫) 0(11) 日{三

t在主
1: ( di蒋日l川、 j'o告 it，;:;，同地) l(l(j I tY~J Jr~I!， I，) 

1 !)' l、('r!i南，!'jj"(・ j，佐 pjir::J1{i 1_;(_I(_i 11 r 1 

(九) .!~ (. dil'ザ!r (_~咽 L ソ J! ~f I i I i ) '" 1111 

0中海の水質の経年変化

(m.c' 1) CODI全用 75%恒) (me 1) 全窒素(表照年平均値} (rnr. I、 全りん{表照年平均値}

10 1.0 0，10 . _.時四--回ー司--帽『ーーー・同

8 0，8 0，08 
寸令最高値

--"-湖心

6 0，6 0，06 ;備考

0.4 0，04 : r最高値Jと1立、環境

l基i草点白うち、各年

2 ー一自律水質(5.1) 0，2 一一目標水質，0~6; 0，02 ー-13t噴水質(0046) (皮において最も高い

一一環境基筆憧(3 一一環寝基翠埠(04) ー一環唄基準健:003) l地点の{値今。 。。 0，00 
』ーーー----ーーーーーーー-.

EU3B U3 
目立: 。 出

ヱE ヱZ 2凹 2U3 間= 。 由

Rヱ Z工
。目円。 的 。 的 。N 守N 

ヱ :;: ヱ 工 </) </) = ヱ ヱ 主 主
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12 直轄事業における地元企業への優先発注について

《提案・要望の内容》

0公共事業が減少して、厳しい経営環境が続いていることから、より一層、地元
企業の受注機会の拡大及び県産品の優先使用に対して配慮を行うこと。
-建設工事における分離圃分割発注を推進すること。
-本局所在地を県内に限定する工事等について、対象金額や対象工事、対象業
種を拡大すること。

-建設工事における資材調達について、県産品を優先使用すること 0

・建設工事における下請工事について、地元企業を優先すること。

※日正に行ってし、ただいている地z企業の受民機会拡大州市守

O'I[成 21年度~ ・地元金 it~ rriJけ |τJi"U) 拡大(L"Ji金制)

-指名 J占tドに本応限定をJiltけること

. J也川企業所用促進型総合f，fi，lli方式の試IJ なと

O平成 2 2伍皮~ ・鳥取りIL認定グリーン商品の獄似使JIj など

※これらの11見組により、県内企業の受付制につい亡 A:水準は雌f!j.ーされている。

<参考>
直轄工事における県内企業受注状況
「中園地方整備局入札デ一台 jに基づき鳥取県が独自に集計したもの)

(百万円)
建設工事

50.000 100~. 

40.000 76，2". 

74.3'， 

叩 000 ト11 11 

守¢汗 v 
町 1tlH-FW:"~ 1"，，] 1A1NJ/n n n 48，6'目

00: iUlJ J二・土!日:コ川.~...~o"
HIO HII HI2 H13 H14 け15 H16 HI7 HI8 HI9 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

(百万円)
建設コンサルタント業務等

7.000 1 OO~. 

6.00C 

5.000 

4，000 

3.000 

2，000 

1，000 

。 0目

Hl0 Hl1 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 け23 H24 H25 
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13 国土強靭化を推進する防災・安全交付金

及び社会資本整備総合交付金の重点的な配分について

《提案開要望の内容》

0国土の強靭化を推進するため、住民の命と暮らしを守る事前防災・減災対策と暮

らしの安心・地域活性化等について地域の実情に即して確実に取り組むことがで

きるよう、防災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金を、特に財政力の弱い

地方に重点的に配分すること。

※国土の強制化を惟進する事前防災・減災点、j策や暮らしの安心・地域活性化等に"m点、|切に取り
組むことは喫駁の課題である。

・全悶的には、市成 23年の台風 12号や平成 24年の梅雨前線など近年も豪雨によって甚

大な被害が発生している。

-来日本大災災の教訓|から公共交通インフラ当?の耐震化、遡 kする津波に止、jする海岸堤防や

河川堤防の整備などの総合的な地震対策が急務であるとともに、，1'うと自 1VJWi宜・千百二了トン
ネノレ事故によってインフラの老朽化対策の深刻lさがill認識された。

-京都府f立[IYrJm-をはじめとして全凶で州ましい通'}:1li!， 'i'î~l の死亡事故が発生し、早急な通学路

の安全対策も求められているc

※当県においても、平成 23年の台風 12号によって堤防の決壊、約 170棟の床上・床下浸

水や集落が孤立、現在でも土石流対策が行われていない要援護者施設や侵食対策が完了して

いない海岸が残されている。また、平成 25年 7月の大雨によって、浸水常襲地帯において

道路冠水により孤立住宅が発生、更に、緊急輸送道路である国道の法面が崩壊し、広域交通

を支える幹線道路が数日間全面通行禁止になるなど、多大な影響が生じた。

※また、長寿命化計画を策定して橋梁等の安全確保と維持管理コストの縮減に努めているが、

今後急速に進展する老朽化への対策が不可欠であるとともに、大規模地震に備えた橋梁等の

耐震補強、緊急輸送道路の防災対策も急務である。

〈主な箇所〉

[治水対策]

-河川事業 大路川 都市部貫流河川の治水安全度向上(排水機場整備など)

E 砂防事業 西原地区 重要交通網 (JR山陰本線(米子市淀江町))の土砂

災害防止

"海岸事業 湯山海岸:山陰海岸国立公園の海岸侵食対策

[老朽化対策]

・道路施設、河川管理施設、港湾施設等の計画的な維持管理、更新

[大規模地震対策]

橋梁の耐震補強

[防災対策]

緊急輸送道路等の落石防止対策、未改良地区の改良等

[通学路の安全対策]

通学路点検に基づく要対策箇所等

0河川|改良を計画的に推進する傍ら、大型構造物等の改修を行う年度には、別枠で

予算措置を行うこと。
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0浸水常襲地区の浸水被害状況

青木地区では、平成23年台風12号により法勝寺川

本線の水位上昇の影響で県管理の小松谷川沿いの
家屋で浸水被害が発生(床上4戸、床下40戸)。
県道の通行止により集落が孤立。

福部町細川地区では、平成25年B月の降雨により
浸水被害が発生(床上4戸、床下6戸)。
県道の通行止により市民生活に影響。

a'白
冒
・
妻

、也.，i

a

J

E

?

 

.一
7
3
E『

0前線の影響による局地的な集中豪雨によって土石流が発生
(平成25年7月江府町久連(くれ)川平山谷川(かわひらやまたにがわ)) 

0平成25年7月の大雨で緊急輸送道路である国道が寸断
国道沿いの斜面が崩壊し、大量の土砂が道路を覆い尽くした。(国道180号大木屋(おおきゃ)地区)
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0老朽化によりコンクリート面が剥離し鉄筋が露出している橋梁

平成28年度完了予定で橋梁補修事業を実施中(県道袋河八坂線円通寺橋)

0通学路の安全対策

歩道のない1車線の区間や歩道幅員が狭|溢な区間において、児童・生徒が通学する時間帯は通勤
自動車の交通量が多く、危険なため、歩道設置等の安全対策が必要。

0鳥取県内の社会資本の老朽化状況

施設数
建設後50年以上の施設数

施設の種類
2013年 2030年 2040年

(14%) (50号o) (67%) 
橋梁(橋長15m以上) 722:1青

102橋 360橋 483:1青
(5早色) (32%) (51 %) 

トンネル 37施設
2施設 12施設 19施設

(1 7~も) (17%) (83%) 
水門・排水機場 6施設

1施設 1施設 5施設

(3%) (44%) (78%) 
港湾・漁港岸壁 59施設

2施設 26施設 46施設

※県が管理するトンネルや橋梁など多くの社会資本の老朽化が進み、今後、維持管理に要する費用カ吐首大する。
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14 海岸漂着物等処理に係る財源措置について

《提案・要望の内容》

0海岸の景観や環境の保全を図るため、平成 27年度以降も海岸漂着物等の処理

に係る予算を確保し、都道府県に恒久的な財源措置を行うこと。

0財源措置にあたっては、引き続き柔軟かつ機動的な執行が可能な制度設計とす

ること。

※ i~Y{若物等がn!{析する海岸線は広範であり、また、波浪の状況等により j引昔前I所が変動

また、近年|主政廃棄物・ポリタンク等の危険物の件、若 -'J巾l もあり、県民の安全H{éi~，の

ため機動的な対応が必嬰

→l!1ilJ:W'，'[と「にあたっては、これらのjkl，'，に鍛み、柔軟かっ機助的な執行が可能な制度

設日|が必I史

<参考>

海岸漂着物処理費用

事業費

うち基金

回収されたポリ告ンヲ(北条海岸)、医疲系廃棄物(大栄東海岸)

出水後の大量漂着(米子、境港海岸)

(単位千円)

※ 1-124・25年度は決算額、 26年度は予算額ベース
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15 中山間地における生活交通の確保について

《提案・要望の内容》

0中山間地の生活交通を守る観点から、地方の実情に合わせたパス補助制度となる

ょう採択要件を緩和すること。また見直しに際しては地方の意見を十分に反映さ

せること。

※パス路線の維持・確保は社会政策としてとらえるべきだが、国の補助制度は全国

一律に一定の運行規模や経営効率化の指標を基準とするため、乗客数の減少、収

支率の悪化が続く中山間地のパス路線て、は指標が基準を下回り運行赤字の一部が

補助対象外となっている。

※特に中山間地における交通弱者にとってパスは基軸となる交通手段であることか

ら、中山間地における補助要件の緩和について、地方の実情に合わせてパス補助

制度を見直すこと。また見直しに際しては地方の意見を十分に反映させること。

《要件緩和の例》

・補助対象路線の 1 日当たり輸送量。 15~15() 人

→中山間地域は[1 5人以上」の要件を引き下げる

-補助対象経費の対象:平均乗車密度 5人で運行赤字全額、 5人未満は人数按分

して算出

→中山間地域は [5人」の要件を引き下げる

-補助対象経常費用の算出 地域ブロック内の全事業者の平均

→人件費以外の費用の算定は、事業者規模や運行エリア(都市部、中山間部)で

の平均で算出する方法

→燃料代やメンテサンス経費などの車両維持・運行費の算定は、車両保有台数

又は走行キロ/台に基づいて算出する方法

0生活交通確保のために県及び市町村が行う施策に対する特別交付税措置を維持す

ること。

[※市町村営バスの運営、国庫補助対象外の路線パスや過疎地有償還送等の運行補助な I
|ど県及び市町村が行う独自施策に要する経費の 8割が特別交付税措置の対象であり、 | 

し地方の生活交通を守るために必要な財源であることから措置を継続すること。 J

<参考>
O補助要件緩和で期待される効果の例

(( 1日当たり輸送最要件のうち 15人以上の要件の引き下げ》

-利用状況に応じて昼間や土日の運行本数を柔軟に見直すことが司能となるG

((平均乗車密度の 5人の引き下げ》

-県内の国庫補助路線は 2~3 人台がほとんどであり、引き下げにより補助対象範凶が拡大し、

地元(県、市IlIf村)による赤字補!j¥に対する補助が'1藍滅される。

例えば採択要件を 5人から 3人に引き下げると 28路線中、運行赤字全傾対象となるのが 1路

線から 13路線に拡大される。 (H25;!ミー績)
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16 耐震改修促進法の施行に伴う補助制度の拡充等について

《提案・要望の内容》

0建築物の耐震化の一層の促進を図るため、所有者負担の更なる軽減、地方財政

措置の拡充等、国において支援策を講ずること。

※|耐震診断が義務付けられた大規模建築物労については、耐Jλ改修工事への判liD)J制度

を長大で所有者負担を 1/，3まで税減する説、光がされたが、所有者や地方公共同体の

負trt0)大きさがなお殻!包である。ま/こ、 i耐主主診断が義務付けられない建築物は拡充制

度の対象とされていない状況であるG

<参考>

1 .耐震改修工事費の補助制度

0従前

|国|県|開|
115% 15.75%15.克%1

公費 23首

218% 

〈:JL

1/6 

公費 2/3

※義務付け対象外の建築物については従前どおり。

所有者負担

刀%

1/6 

所有者負担

1/3 

※義務付け大規模建築物等で地方補助がない場合、国の補助は11.5目のみ。(所有者負担

は88.5目)

2 鳥取県内の耐震化の状況

策定時(H18年度) I目標値(H27年度末) H24年3月時点

建築物 I 69%  I 89%  I 74.9% 

住宅 I 68% I 86%  I 7 O. 2%  

※目標値は鳥取県耐震改修促進計画(平成18年度策定)において設定
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17 環太平洋経済連携協定 (TP P)及び日豪EPA交渉について

《提案・要望の内容》

OTPP交渉にあたっては、農林水産分野のみならず、国民皆保険制度、食の安全開

安心、政府調達など国民生活のあらゆる分野への影響が想定されるため、国民に

対する情報開示を適切に行い、協定締結に向けた判断について国民的議論を行い

ながら慎重に検討、判断を行うこと。

0また、 TPP、日豪 EPA等の検討に際し、守るべきものは守り、攻めるべきは

攻め、国益にかなう最善の道を追求するという姿勢で交渉に臨んでいただくとと

もに、園内農林水産業への影響に鑑み、競争力強化などに向けた抜本的支援を行

うこと。

【強い農林水産業づくりに向け、求められる対策】

①酪農・肉用牛等の適切な価格安定対策として、肉用肥育経営安定対策事業の

支援内容を拡充するなどの対策を講ずること。

②高品質な農林水産物生産のための生産基盤、施設修繕・整備及び大型機械の

導入等に対する支援(主に農業水利施設・米の乾燥調製施設・畜舎の整備、

森林整備加速化・林業再生事業の拡充・継続、高度衛生管理型の水産市場整備

など)を強化すること。

③漁船の建造、漁業者の収入安定など水産業に対する補助金が、 TPP協定に

おいて原則禁止とされる懸念があることから、水産業を守る対策を講ずるこ

と。

<参考>

T pp参加による鳥取県農林水産業への影響額試算

0国と同様の前提条件で試算

E2産物 219億円(ム 32. 4 %) 

林産物(合板等) 9億円

ノ'Kj主物(属人) 1 8億円(ム 11. 3 %) 

合 計 246億円(ム 25. 0 %) ※(  )内は対県内生産額比
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18 農林水産業の競争力強化に向けた農業改革について

《提案・要望の内容》

0 農業協同組合や農業会議のあり方抜本的見直しなど、改訂後の日本再興戦略に

位置づけられた農業改革については、これらの組織が地域で果たしている役割

などの実態を十分に把握した上で進められるべきであり、農業者や農業団体、

地域住民など現場の意見を踏まえ、慎重に検討すること。

r 

* *'j に、{百JfJ・共済:主J; 業を切り↓推すことについては、 J;~ fifj_物販売や71112指導、 l訂川共済

，J; ;たなど村|互の11)(組みにより単協の経常が成り立っているものであり、相織のWU本に

つながる肢がある。
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19 林業皿木材産業の成長産業化等に向けた予算の確保について

《提案・要望の内容》

0 本県の林業開木材産業の成長産業化や「きのこ王国とっとり」の実現を図る

ためには、川上・川下対策が一体となった総合的な対策が複数年度に渡って計

画的に講じられる必要があるが、森林整備加速化 M 林業再生基金が平成 26年

度限りとされていることから、平成 27年度以降においても継続して予算措置

を講ずること。

<参考>
Oこれま亡、森林笠1，iii)]11速化・林業再生基金を活用し、林内路網の~主1m]や森林J:tz界の印1隊化、木村 JJII 工

流通施設の終備等の)1[1・)11-1マ対策が一体となった総合的な対策を前じてきたことにより、県内の

森林・林業・木材旅業の再生に向けた取組はポ尖にがii!去しているc これを成長産業化に向けて-9::に

進めるととともに、きのこ産業の振興等による llllll資源を有効活用した地域の活性化を進めていく

ためには、同基金のような複数年度に波る計図的な事業に取り組める予算t世間が不可欠。

《本l県の素材生iXii-1AO)-r官干事と今後のド|標》

[]1711.8万m3 → ]-]25 21.4万m3 -) 上132 (日限): :) 8万m3

(H 1 i、2fi 山政相は木村i1~J卜仁り)

《本県における森林笠怖加速化・林業同生基金の運用状況))

Ojl.位 千 円 )

医分 五日当節敗目 運用益 Z局fuB:r仔匂 26年度(予出 辺E51l
、I'i招[~23fl"i]!分 1，003，αxl 15，852 1，780，472 228，280 。
弔jJ忍:4~2&年交分 4，278，7よ4 10， ffi'l 2，636，800 ωjα泊 [， 592，0∞ 
三向必~4tF~主潔主主抱高対策 3， E旧3，9五l 。 3， 803， 95[ 。 。
耳弔慰51f-:fm色紙櫛 1，942，日目3 。 。 1，912，任xl 。

15，0[8，575 25，936 ll， 22[， 23[ 2，231， 280 1，592，αxl 

《木県における森林整備加速化・林業再生基金の実績》

医 分 単位 1121 ~25実績

間伐面的 ha 5， 642 
間1:!i:

打t出材m m3 27，944 

林内路網の整備(作業道開設延長) m 138，306 

森林境界の明確化 ha 3，655 

向性能林業機械の導入 Jロι、 57 

木材加工流通施設の 製材加工脆設、乾燥施設 J正 15 

主主備 合版製造施設、流通施設等 式 16 

用途別内訳 中点 50 

認定こども同 保育所 陳 7 

木造公共施設 医療・社会慎祉問述施設 悦巨 12 

その他 材l 31 

木村佳則hl m3 4，691 
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20 地産地消による学校給食用牛乳の供給について

《提案'要望の内容》

0 学校給食用牛乳の入札制度について、 1県 1乳業という鳥取県の特殊事情

を踏まえ、県内産牛乳による学校給食が実現できるよう、制度の見直しを行

r 

うこと。

t 5月 16日の農林水産大臣政務官への要望では、 1県1乳業という鳥取県の特殊事情

や地産地消の重要性についてご理解をいただき、解決方法を固と県で協議を重ねること

になった。

ー、

<参考>

0乳業工場合併の経緯

-国の方針により、県酪農，肉用牛近代化計画を作成して乳業合理化を図った。

平成元年 5者 → 平成 14年 4者 → 平成 15年 1者

0今年度の経緯

・県内での学校給食用牛乳の供給について、国の要綱圃要領により県の入札が義務づけら

れているため、県外業者を含めた牛乳供給業者の入札を余儀なくされ、平成 26年度に

県西部の 6市町へ県外事業者が納入することになった。

-長年、県内事業者による供給であったこと、県が地産地消を推進していることなどから、

県外事業者へ変更となった市町の教育委員会、保護者等、県民から、多くの意見が寄せ

られ、報道にも大きく取り上げられた。

-今後このような事態が継続すると TPPや EPAの進展とも相まって、県外の乳業メー

カーの参入が益々激化し、学校給食に地元の牛乳を供給することが困難となることが予

想され、生産者も危機感を持っている。

-変更となった市町については、個別に意見交換を行ってきたが、県内産牛乳供給への強

い要望がある。

-本県では、県産品の利用の促進を図り、活力に満ちあふれ、県民が心豊かに安心して生

活できる県の構築を目指し鳥取県産業振興条例を制定するとともに地産地消を推進して

おり、県内酪農の維持発展のため、平成 27年度に向けて県内産原料の学乳が供給でき

る方策を考える必要がある。

-34 -



21 農林水産物等の輸出促進について

《提案・要望の内容》

0海外におけるジャパンブランドの確立を図るため、輸出促進体制構築や輸出環

境整備を積極的に行うこと。

※ジャパンブランドの普及にあたっては、従来築いてきた「二「世紀梨」など

産地プランドを活かす配慮を行うとと。

※コーノレドチェーンの整備、検波交渉などを国において税傾的に進めること c

※国|際規格認記の取得に九lし、国においても支援すること。

※輸出モデノレi也|互については、 l也I戒の災状を担保するとともに、地域の意見を

間1し、たうえで、 flliJ度設討をねうこと ζ

<参考>

1 食のみやこ・フードバレープロジェクト

鳥取県では、食のみやこ・フードバレープロジェクトチームを立ち上げ、高品質な県内

皮林水産物の生産力を高め、戦略的な輸出拡大を図るとともに、県内関係機関とのi主携に

より、農林水産物・加工品の一大生産・供給拠点を目指している。

2 鳥取県農林水産等輸出促進研究会の設立

平成 25年 10月鳥取県内の農林水産 8団体と JETRO鳥取及び県により、輸出促進

に係る情報交換等を目的とした研究会を設立→鳥取県版輸出戦略を策定予定

一年

移一
4
4

推一

2

の
一
成

量
一
平

出輸
丁

の一梨
一
年

紀
一
氾

世
一
上

十
了
河
川

一一宇
q
u
 

平成 23年

(単位 10kg箱)

平成 22年 | 平成 21年

空，796 I 46，381 I 19，776 I 25，759 I 70，084 

*平成 26年 3月ドール・全農とっとり・鳥取県の 3者でパートナー協定を締結。輸出

品目・時期を拡大することを目指している。

4 食品の安全等に関する認証の取得状況(平成 26年 2月)

県内認証取得企業数 計 32社(西部 26社、中部・ 2社、東部。 4社)

[内訳)HACCP: 9社、 GMP(健康食品): 5社、 IS022000:1 8社、 FSSC22000:4社

*重複有り

5 鳥取県の支援制度

。食の安全・安心プロジェクト推進事業補助金(補助率 1/2)

or食のみやこ鳥取県j 輸出促進活動支援事業費補助金(補助率 2/3)
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22 6次産業化の推進に係る予算の確保について

《提案・要望の内容》

o 6次産業化を強力に推進するため、 6次産業化サポートセンターの運営に係

る予算を、十分に確保すること。

※品ll)(県では、|主|の 6次産業化ネットワーク活動交{、l金を Yr~ 川し、 「鳥取 6次産業化サポ

ートセンター」を設置し、日lL全 J戒を対象に日次産業化 (m~n'fj仁iiliHUをjfljjliしている。

※平成 26年度予主;iの史望にあたり、従米と、おりの支肢体:1lI1を刺iド[できる合従!で要望した

が、交付金保!の日l定は全同| 律的な算定 C 、 ~:3{の 6 'iiljj何度しか配分されなかった。

※ 6 次 I~l_;:~~化の HI iiliを重点jjl逃施策に掲げるわ取県としては、サポートセンターのと1I業縮

小を避けたいため、 -~Jr~~ の見直しをした|で、平成 2 6千j_:.)J{につい亡は)}f_JI(を仁乗せし、

辺常することとした。

[ Ifl八の要望主IT] 19， 379'fl斗 [同の肥分限度制]11， 607千円

[~ポートセンター運営~(]1:j ， 255 千|斗(うちり~'，'l'( : 1， 6 4 8千円)

<参考>

1 鳥取 6次産業化サポートセンター(県の委託)

[受託先] (公財)鳥取県産業振興機桃

Uit iili休*'1]{I':岡jjiiili 員(2 名)、~~;:l:Tn運営品、( 1名)

[事業内存l

OJ~~林漁業者等からの相談対応

。各綿布|修会の開催及び交流会(マッチング)に仰せた個別相談会等の開催

。プランナー(専門家)の派遣

06次化・農商工連扶法に基っく事業計岡認定にかかる支援

06 次化・農ドおじ iillH~;法認定事業者のフォローアップ

2 6次産業化ネットワーク活動交付金(支援体制整備事業)

-平成 25ff 9月まで、国が直接、各都道府県にサポートセンターを整備

・6次産業化ネットワーク活動交付金(支援体市11捻備事業 団 10/10) が創設され、平成 25 

年 10 月以降、県が地域の尖↑111にあったすポートセンターを整備することとなった。
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23 農林水産業基盤整備事業予算の確保について

《提案・要望の内容》

0農山漁村地域整備交付金について、平成 26年度の配分額が鳥取県の要望額を

大幅に下回り、事業実施に支障を来しているため、補正予算等により増額する
こと。

鳥取県に対する農山漁村地域整備交付金の H26年度配分額は要望額の約43%
<主な交付金活用事業> (国費ベース 単位千円)

事業内容

謹露日主主鑑錯五、yFJ望華、J本

要望額|配分額 不足額

1，954，979 845，437 1， 109， 542 
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鳥取県の農業農村整備事業に関する予算割当状況 単位千円

平成 26年度 平成27年度 増減

H25補正 H26当初 計 所要見込額
① ② ①+② ③ ③/(①十②)

687，400 1，073，954 1，761，354 1，981，528 113出

<参考>

【本県の状況】

1 農山漁村地域整備交付金

民 ll~県の要望状況(内訳)

分 型? EE 望矧 幸一 な 事 業 内 年当

農業農村分野(段村振興局) 503，637 農業基撚整備、小水力発電、成業集落排水

森 林分野 (林野庁) 1，422，306 林道整備、予防治111、林地荒廃防止

水配分野 (水産庁) 29，036 漁業集落俳水

メ口〉、 言十 1，954，979 

(国針ベース }一件付 千円)

2 農業農村整備事業

( 1 )農村地域防災減災事業

平成 23年 9月の台風 12号災害によるため池決壊や、近年多発する石綿管の破損事故等

を受けて、老朽ため池改修や畑かん管路の更新整備に対する農家要望が高まっており、農村

地域防災減災事業の平成 27年度所要見込額が大幅に伸びている。
また、昨年度、重要ため池(堤高 15m以上)や下流に人家等があり、決壊した場合に甚

大な被害が予想されるため池を対象に耐震性調査を実施したことを踏まえて、本年度、鳥取

大学や農村工学研究所等の専門家を交えた[鳥取県ため池安全対策検討会J(第三者委員会)

を立ち上げ、今後の優先)1町立付けも含めたため池整備方針等を策定する予定である。今後、

耐震対策を目的としたため池整備も増大寸る見込みである。
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(2 )農業競争力強化基盤整備事業

施設のi耐用年数が超過し、劣化が著しい頭首工や取水堰を対象に、計画的に整備・補修を

進めてし、る。さらに、本年度から 2カ年をかけて、農業水利施設の内、特に営農上・防災上

重要な頭首工を中心に機能診断や保全計画策定を行った上で、今後頭首工の長寿命化に取り

~:fi ;tJ>こととしてし、る。

また、近年多発する干ばつを受けて、農家から畑地かんがいの早期整備について5郎、要望

が出されてし、る。

(3 )事業毎の予算内訳

1~.{Ù: 下|斗

]-]26年度 H27年度

事 業 名 H25補正 ]-]26当字刀 百十 所要見込傾 (iffi 考

① ② ①+② 

ホため池や制約
jf:村山j攻防災減災卒業 313，000 563，848 876，848 1， 163， 728 告の整備吏新

会;

f終J2業的競事争業力強化法政 *州かんやtt業
374，400 510， 106 884， 506 817，800 水干IJ施設の整

的!J:: rJr~i;

メ円下、
r-i-! 687，400 1，073，954 1，761，354 1，981， 528 

※事業1'，'ペース(リT111可十日|体営)で、訓空t:'J工業を合む
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24 日本型直接支払の法制化に伴う制度設計について

《提案・要望の内容》

0 日本型直接支払制度について、平成 27年4月からの法制化に伴い、補助金

交付ルートが市町村への間接補助に一本化され、これまでよりも市町村の業務

量が増大することから、市町村に対する推進事務費を十分に確保すること。

ヰ日木型直接支払制度の法制化に伴い、多面的機能支払につい亡は、中山間地

域等直接支払や環境保全型農業直接支払と同様、補助金交付ノレートが市町村

に一本化されることに伴い、これまで、活動組織への補助金事務等を行ってき

た地域協議会から市町村に業務が移行し、市町村の事務負担が増大すること

から、それに見合う推進事務費を十分に確保すること。

0 本事業の運用に当たっては、地域の実状に応じて、事業の普及啓発や活動組

織への指導・助言等、業務の一部を地域協議会等に外部委託できるような柔軟

な仕組みにするとともに、市町村や農業者が取り組みやすい制度とすること。

<参考>

ホ市町村は近年の行政改革で職員数が減り、マンパワー不足から日本型直接支

払制度の円滑な実施に支障を来す恐れがある。このため、市町村の実状に応

じて、事業の普及啓発や活動組織への指導・助言等、業務の一部を地域協議

会等に外部委託できるような柔軟な仕組みとすること。

ヰ国は多面的機能支払と中山間地域等直接支払との重複実施を推進し亡し、るが、

その一方で、多面的機能支払と中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接
支払は現行の枠組みを維持するとされている。事業を重複実施する場合に、

市町村が行う耕作状況の現地確認調査や、農業者が行う事務手続き等につい

て一本化・簡素化を図り、市町村や農業者が取り組みやすい制度とすること。

*中山間地域等直接支払は来年度から第4期対策が始まるが、過疎化・高齢化

の進行に伴い、 5年間の農地維持活動を続けるのが困難となり、協定農用地

全体の遡及返還に不安を感じて活動を諦める集落があるので、耕作放棄地が

発生した場合、該当農用地のみの遡及返還で済むよう要件緩和を図り、農業

者が取り組みやすい制度とすること。

本県の取組状況(平成 25年度実績見込)

活動組織数 取組面積 (ha) 交付金額(千円)

農地・水保全管理支払交付金

共同活動支援 388 ~，m 299，852 

向上活動支援 439 10，502 420， 764 

中山間地域等直接支払交付金 690 8，081 1，137，949 

環境保全型農業直接支払交付金 100'11 231 17，026 

※農地・水保全管理支払交付金は木県農業振興地域の 3割をカバーしており、地域一全体で

農業井j胞設の保全管理を行う重要施策として定着している。

※I中iド"1μ山Lr間i地臨ωj城攻等[由白
不不利Ijな中11山J斗l問t農是業を干叶Iる重要施策として定着しているO

※0"I "r1' :\~ (jjせて、木県民業振興i也j戒の 5割をカバーしている。

iJ.)環境保全型段業直後支払交付金の場合は組織ではなく、農業者等をカウン卜したもの。
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25 中山間地域の実情に即した基盤整備事業の創設について

《提案・要望の内容》

0 平地地域に比較して生産条件が不利な中山間地域での農地集積の加速化を

図るため、地元負担の少ない中山間地域の実情に即した基盤整備事業を創設

すること。

<参考>

1 鳥取県はヰくからほ場整備に取り組んでおり、まとまった未整備田がないため、農地集

積を伴う基盤整備としては、農業基盤整備促進事業(定額助成)による畦畔撤去など簡易

な整備が主体となる。

2 平坦地域では、畦畔撤主など簡易な整備が既存の定額助成の範囲内で施工可能である一

方、中山問地域では切盛土量が大きく平坦士山に比べ工事費が害11高となることから、定額助

成の範囲では収まらす、事業推進が困難な状況にある。

3 鳥取県は、既存の定額助成制度(畦畔撤去)により平坦地では農地集積の事例があるも

のの、中山問地域では切盛土量が大きく工事費が害11高で、既存の定領助成額では農家負担

額が大きいため、これまで事業の実施例はないロ

4 農地中間管理事業の実効性を高め、中山間地域での農地集積を円滑に進めるためには、

切盛土量を考慮した唾昨撤主なども対象に、既存の定額助成単価を引き上げ、中山間地域

の実情に即した基盤整備事業を創設し、農家負担の軽減を図る必要がある。

[簡易な整備の概算工事費と定額助成額] 単位。千円/10a 

地形区分 工事費 既存定額助成額 地元負担

平坦地 7 6 。
100 

中山間地 262 1 6 2 

※中心経常体に集約化(而的集約)する!当地については、定額助成Jji.{i1liが2削加算
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26 魚介類における農薬残留基準の早急な設定について

《提案・要望の内容》

0 ポジティブリスト制度導入に伴う農薬の残留農薬基準の見直しにあたり、特に

魚介類に対する農薬残留基準値に早急な対応が必要であり、水田はもとより畑地

での使用頻度の高い農薬についても積極的に農薬残留基準値の設定を進めるこ

と。

0 特に、シジミの産地である東郷池周辺において使用頻度が高い次の農薬につい
ては、魚介類における農薬残留基準値の設定を早急に進めること。

<農薬>
C Y A P (シアノホス)、プロチオホス、 ダイアジノン、クロルピリホス、

シメトリン、 トリシクラゾール

ト※魚介類の決裂残留基準には多くの場合、 手Ir基準が適IIJされるが、 仲人n主力2述i川され|

! るlir!り、 1-1 摂取~l待id に!照らして人の他岐にli5特を及ぼ「ものではない場合でも U:\1ldf I 
L 停止等が繰り返され、今後ともシジミの漁業者に多大な彩替を与えることが懸念される。)

<参考>
1 経緯等
※平成 18年 12月に京郷池のシジミにおいて 律法準を超える除草斉IJ (クミノレロン)の成分の妓

闘が判明し、リスク評価等を早急に実施していただいた結果、平成 19{1".8月に魚介類の残存f基
準が設定され、日か凡問のtU荷自粛の後、操業向聞となった。

※また、平成 201，1".7月 17日には、 1ド基準を超える殺虫剤(グイアジノン)が検山され、シジ

ミへの残留怖が一律基準値以下に低下するまでの 44日間、 F再{びH出l荷自詩粛5を余1俊止なくされる三司車h
に至つた。

※農業生J王者ーが適切な農薬の使用、飛散防 11: 主 l 策に努めているにもかかわらず、降Hi~;宇の自然現象

により畑地からもシジミの生息寸る湖沼等にiオ[/_L¥する恐れがあるG

※なお、とれまで鳥取県、が魚介類における残留基1(11([1[の設定を要望していた殺関市IJ (クレソキシム

メチノレ)については、リスク許制1I等を実施していただいた結果、平成 25年 5月に魚介煩の残留

基準が設定された。

2 基準値設定の手順

0ポジ子ィブリスト
制度導入前

残留基準が設
定dれている
もの

※基準値超過で
販売等を禁止

残留基準が設
定されていな
いもの

※残留していて
も販売禁止等
の規制なし

。現在0:基準値設定
(ポジティブリスト制度導入後)

ヰ令 ( そのまま ) 市 残留基準
(従来の基準〕

半日;語)中直)
申{間諜~~;M}市
キ{慢をf前知れ附
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27 木質バイオマス発電所への燃料供給に係る支援制度の創設について

《提案・要望の内容》

0木質バイオマス発電の導入を促進するため、平成27年4月から未利用材の搬

出体制が整うまでの問、搬出に必要な経費に対する新たな支援制度を創設する

こと。

<参考>

。鳥取県坑港mにおいて、県内初の_"j，f:'Tバイオマス発電所の卒業化を昨年 5月に決定し、平成 27年

4月の稼働にI{IJけ、施設!佐伯や燃料供給体的11の構築に'Fl民が辿:脱して取り納んでいるところο

。木1ftバイオマス発!泣IJrは低賃料の安定的なIJ¥1-1となることから、森林政官iiの))11i率化に火いに寄与「

るとととなり、 lV、内のJ休業関係者は熱いj~ll~í'を討せているところであるが、木質バイオマス燃料の

効率的な供給に必要な体制(搬出機械、十本|人H州司、割引i技術等)は必ずしも|一分とは百い難く、抱

えるi課題が多いのが実態。

。現伝、森林位。iij川i車イヒ・林業J厚生t，~金の「木質バイオマスエネノレギー導入促進支援(水質ノ、イオマ

ス調達等支媛)Jを活用し、発信所稼働前の燃料用原木の生!主 .iili倣.Wi木について、水質ノミイオマ

ス協議会構成員への支ぽを行っているところであるが、斗j該法金による支援は、|ι成 26年度までと

なる。

《木県における水質ノ、イオマスfJfilj土等支mの実施状況))

支援|主分 補助対象者 事業体数 補助金制(千円)

燃料川原本供給支援
素材生産者 14 93，200 

(定傾2，000円/rrl) 

燃料よ11原木Hl木支援
認定 I:-))Oの経営者

(定傾1，000PJ/rrl)
6 56，000 

iJ 認定土場とは、木質ノ〈イオマス協議会が認定した燃料用原木のストックヤードをし、う。

。発電所の嫁{動に当たり、燃料となる原水やチップを継続的かっ安定的に供給する休前lをr，¥f築するこ

とが最大の課題であり、、|ι成 27 {I度以降の支J互について山fWI及び発屯事業者から事業継続の要望

が強し、。

。今後、搬出機械や路網整備をはじめとするインフラ終術、収集・搬出に係る技術の向 tなど、安定

的な供給体:11
'
1が構築てーさるまでのJVI↑!日(発電所稼働から 3年rlr1;f';¥度を惣定)、燃料の安定住二給の'1、支

えを行うための継続的な制度の創設が必要不可欠。
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28 造林公社に対する支援措置の拡充について

《提案・要望の内容》

0県が造林公社に行う利子補給や無利子貸付への支援に対する特別交付税措置につ

いて、継続及び拡充を行うこと。

0相続等により森林所有者に異動があった場合、所有者に代わって造林公社が登記

の手続きを行うことができるようにするとともに、その際に必要となる経費に対

する国庫補助制度を創設すること。

<参考>

l 特別交付税措置の継続及び拡充について

造林公社に対する支援に関しては、これまでも県が造林公社に対し利子補給や無利子貸

付を行う場合の利子負担分について、特別交付税措置(県負担の1/2)がなされているが、

県の財政負担を軽減する観点、から、当該支援措置について、継続及び拡充をお願いしたい。

[最近 5カ年の特別交付税措[月額(試算)I (11よ位 百万円)

1-l21 ]-[22 11 2 3 I-j 2 4 上125

利子補給分 64 6 1 5 9 5 5 5 3 

無利子ー貸付分 260 1 86 1 88 1 5日 1 3 7 

;) 2 4 247 247 213 1 90 

2 登記手続きに係る補助制度の創設について

鳥取県及び造林公社では、平成 25年 2月に「財団法人鳥取県造林公社経営改革プラン

(H2 5~9 6年度)J及び「財団法人鳥取県造林公社第 1期経営改善計画 (H2 5~ 

34年度)Jを作成し、経営改善に取り組んでいる。

[経営の目標]

くメI'-}jx9 6年度までに最終損失額をゼロにする

く〉第 1期'11 (平成:10年度頃)に県借入金をゼロにする

く〉第 1期中(平成 32年度頃)にヰ1年度黒字化(県償還金の計上)を図る

本計画の目標を達成するため、平成 25年度から搬出間伐に積極的に取り組んでいるが、

今後、更に施業を推進していくに当たり、相続や所有権の移転時に登記が適正に行われて

いないことが原因で分収契約の相手と実際の森林所有者が異なる事態が発生し、搬出間伐

等の実施に支障が及ぶことが懸念される。(参考:造林公社の総契約数1，860件)

このため、相続等により土地所有者に具動があった場合に、造林公社が登記手続きを代行

することを可能とするとともに、当該手続きに必要な経費の支援措置の創設が必要。
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29 日韓暫定水域及び我が国排他的経済水域における漁業秩序の確立
並びに新日韓漁業協定関連基金の拡大について

《提案・要望の内容》

0日韓両国政府の責任において積極的に両国間協議の進展を図り、竹島の

領土問題の解決により排他的経済水域の境界線の画定に全力を挙げるこ

と。

0境界線が固定するまでの問、暫定水域内での漁業秩序および資源管理方策を早

急に確立すること。併せて、漁場交代利用及び海底清掃について、民間での合

意事項が履行されていない現状を踏まえ、国の責任において調整すること。

0新協定締結後 14年経過した現在もなお、暫定水域の設定による漁場喪失

や韓国漁船の投棄漁具等による漁場荒廃により厳しい経営を強いられる

漁業者に対し、基金予算を拡大し、地域で計画的に使え、弾力的に運用で

き、かつ地域の知恵や創意工夫が生かされる抜本的な漁業経営救済対策を

講じること。

<参考>

0暫定水域内での漁場交代利用及び海底消婦については、日韓民間漁業者間で協議を重ねて

いるが、韓国側の合意不履行等により、今後ι大きな進展が望めず、本県漁業団体は民間

主導による交渉は既に限界と認識している。

0国は、これまでも影響緩和に向けた支援措置を講じてきたが、皆定水域内での韓国

漁船の漁場独占や違反操業・投棄漁具は一向に改善されず、漁業者はいまなお厳し

し、経営を強いられている。

※独立行政法人水産総合研究センターは、暫定水域内は中目当漁獲圧が高く、 90mm以上

のズワイガニが EEZ内に比べ極端に少ないと報告。韓国漁船問題を早期に解決

しない限り資源状況はますます厳しい。

0このため、漁業者からは基金拡大と併せ、地域が計画的に使え、弾力的に運用守きる、

抜本的な漁業経営救済対策が求められているが、平成25年度補正予算による50億円の

基金化においては、支援メニューの大きな拡充はなく、要望の趣旨に応えるものとはなっ

ていない。

<基金予算の拡大により行いたい沖合底びき網など暫定水域の多大な影響を受ける漁業者等

に対する具体的な救済策>

-代船建造支援策

・漁船の省エネ化

.漁法の転換

・漁獲物の高付加価値化など
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30 フロンティア漁場整備事業の事業費確保及び実施地区の拡充について

《提案・要望の内容》

0フロンティア漁場整備事業について、十分な事業費の確保及び実施地区の拡充

を図ること。

※①国におかれては、日本海西部地区(兵庫・鳥取・島根沖)におけるズワイガニ、

アカガレイ資源の回復を目的に保護育成礁の整備を行う、フロンティア漁場整備

事業を直轄事業として平成 19年度から実施されているところ。既に完成した箇

所では、漁業者から「資源の保護につながっている。J等の高い評価が寄せられて

いる。更なる資源の確保や増大につなげるため、日本海西部海域における全箇所

の早期完成。さらに、次期計画の早期事業化。

②隠11皮海峡地区におけるマイワシ等の資源増大を目的とした湧昇流漁場(島根

沖)の早期完成。さらに、地元関係者から要望の5郎、鳥取沖における湧昇流漁

場の早期事業化。

<参考>

Oフロンティア漁場整備事業

〈凡例〉

「ー一一一一政令指定淘暖

"務ーーーーーーー目・2雷定水制限
圃 "減箇断・聖母中箇所州国5現在』

圃 衆堕鋼箇所

[13ア [135 

隠岐海峡地区
湯昇のメ"ヱズム . .. 
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部・九州酉海減の資源の増大聖
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漁港内に堆積した土砂の凌漂に対する国の支援制度について31 

《提案・要望の内容》

0漁港内堆積土砂によるサンドリサイクルについて、支援制度を創設すること。

※日本海側の海岸は、その大部分が砂浜海岸で形成されており、波浪等の影

響で海浜が侵食され、その土砂が漁港内に堆積し漁船の出漁等、漁業に支

障が生じている。

人々に親しまれる海岸環境を創出し、白砂青松の海岸を保全するサンドリ

サイクルのためj創業土砂を養浜等に有効利用する場合は、継続的に補助事

業で実施出来る等の支援制度の創設が必要G

<参考>

Oサンドリサイクルに対する国の支援制度の創設について

J東港管理者によるサンドリサイクルの実施事餌|

養浜位笹。
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0今後、沿岸漂砂の不均衡の改善を図る必要

がある。
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32 原子力発電所周辺地域における防災対策の強化について

《提案・要望の内容》

【原子力防災対策の強化について】

0原子力発電所の安全確保は絶対的なものではなく、万が一の事故に対する防災対策
の強化が重要であり、国の責任で強化に取り組むこと。

0緊急時防護措置準備区域 (Up Z) の原子力防災体制初期投資として、原子力環境
センター (EMC) 等を平成 2 7年度までに確実に整備できるよう、国において必
要な財源を措置すること。

0平成26年度当初予算の執行に当たっては、当県における二次被ばく医療の中心と
なるホールボディ力ウンタ一等の緊急整備ができるよう配慮すること。

0原子力防災対策を実施するうえで必要となる人件費についても、国が負担すること。

O原子力災害時における屋内退避施設の確保のため、医療・社会福祉施設の放射線防
護対策事業について、引き続き国交付金による予算措置を行うこと。

<参考>
※鳥取県境から島根原子力発電所までの距離は最短で約 17km。

UPZ (30km圏内)では境港市と米子市の一部が対象となる。
r図土地埋院承12平 14alJ:情'"号

/ ¥
 

¥
¥
¥
 

¥
 

"ルm

正L56HJ〉
/へぐ正

島根原発の防災対策費(初期投資}の必要額
O島根原発の防災対諸費(初期損資〉に対する国安付金の必要額は概算で約四億円'

-緊急に原子力防災体制の整備が必要。 (H2S.......H27年度目3カ年聾備〕
H25年度 H26年度
事業費 所要額

防リン誼グ資ポ惜ス材ト(可搬聖モニタ 21 1 54 113 
1 1台)整晴、 可倣型モニタリングポストh 肱 原子力環境セン合一(仮 l 378 普及啓発、防虫訓練等 射線E十ijll器、防語服寄 維持管理費等 称)整備に係る機器

危機管理体制聖惜等 33 95 出維持管理置は別途
(TV会調システム等) 圃 圃 唱咽，咽・・+・・+・..... ・a・ 128 世備維持費等 出同上

原子力発電 盟国王匡壷量量等〔スクリー 500 155 施設等緊急 ンゲーホルボディカウン ホールボディ力ウンヲ ホールボディカウンタ時安全対策 圭2台寺) (鳥取大学附属病院] 〈県立中央病院) 663 
交付金 8 

医慌機閣用除設資機材

緊定人ヨ急・間ウ祖骨素l1槌1斉く材1)医備〕療蓄研等修(U等PZ、7安万 安定ヨウ素膏'1聞係
35 13 

医療用放射闘;IIIJ定機器 48 

4、昔十 787 317 

モニタリングポスト・シス子 233 

ム.i.llIJ:lE:揖器整備、環境担 '逼己主I):;る長二話年号白.1 233 
料分析等聖惜 ためのシステム改修

放射線監視 原子力盟墳セン4Z (仮称〕 18 193 238 等交付金 -・・・・・ 4・・ 酔+・整盛笠 地質問査、基本設計・実施 建築工事着工、放射能 環境センター竣工、放射 449 

設計 の分析機器を順次整備 能分析機器を順次整備
小倉十 251 193 238 682 

合計 3か年で盟理旦必要司 1，038 51 1，899 

く~蒐越監盟盤i仁ヤ士三三〉
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33 周辺地域の意見に基づいた原子力発電所の運用について

《提案・要望の内容》

【再稼働に向けての国の対応について】
0再稼働の判断に当たっては、地域の安全を第一義とし、立地県のみならず周辺地
域の意見を聴き、意見を踏まえて行うこと。また、新規制基準や新たな知見によ
り厳格に審査を行い、安全対策の進ちよく状況等も精査し、国が責任を持って判
断し、国民に説明し理解を得ること。

【中国電力の周辺地域における対応について】
0中国電力に対し、安全協定の立地自治体と同等の内容への必要な見直しを迅速に

行うよう指導するとともに、再稼働に向けての一連の手続きに際し、立地自治体
と同等に対応するよう指導すること。

【新規制基準適合性審査について】
0宍道断層の活断層評価をはじめ、地震・津波について、最新の知見を反映し、改

めて確認を行うとともに、島根原子力発電所2号機に係るフィルタベントなどの
新規制基準の適合性確認審査を厳正に行うこと。また、その結果について、鳥取
県、米子市及び境港市並びに地域住民へ丁寧かつ充分に説明を行うこと。

【汚染水対策について】
0島根原子力発電所において、汚染水対策を適切に実施させること(事故時の地下

水への対応、放射能汚染水の回収、処理、貯蔵及び流出防止策等)。また、国に
おいてもその内容を精査し、丁寧かつ十分に説明するとともに、汚染水対策につ
いては法的にも担保するように措置すること。

【周辺地域の意見を反映する仕組みについて】
0原子力発電所における安全対策の確保について、周辺地域の芦が反映される法的

な仕組みを検討し、整備すること。

<参考>福島第一原子力発電所における汚染水問題への対策の概要

サブドレンによる
くみ上げ
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34 大規模災害等への対応能力向上のための

大型輸送ヘリコプターの早期配備について

《提案・要望の内容》

0大規模災害や国民保護措置の必要な事態等への対応能力を高め、

確保するため、本県に大型輸送ヘリコプター (CH-47JA)
期に配備すること。

県民の安全を

及び部隊を早

0配備に当たっては、設計や工事の予算要求、事業実施などの節目節目に、丁寧

かっ十分な地元への説明を実施すること。

<参考>

口 大型輸送ヘリコプターの早期配備の必要性

1 大規模災害時の救援活動

0大規模災害時には道路の寸断等により迅速な救援活動への支障が懸念され、平成 23年

3月の東日本大震災における救援物資の輸送や、平成 20年岩手・宮城内陸地震におけ

る孤立集落からの住民救出等の状況にかんがみても、急しゅんな地形と冬季の積雪など

の厳しい自然環境にある本県では、自衛隊の大型輸送ヘリコブク は極めて有用である。

O本県でも、消防防災ヘリコプターの導入など独自の対策を進めているが、冬季を中心に

年間約 100日間は険しい山岳に阻まれ、太平洋側の他機関からのヘリコブターによる

応援が困難な状況にあり、多くの孤立地tflxが発生寸る大規模震災時の被災者の救援や緊

急物資の輸送にとって、自衛隊の大型輸送ヘリコブターは極めて有用である。

0平成 25年 5月に中央防災会議のワーキンググループが取りまとめた「南海トラフ巨大

地震対策について(最終報告)Jにおいては、被害が比較的少ない都府県は自力で災害

対策を行うと同時に、被害の甚大な地域への支援も行うべきであることが指摘されてお

り、被害が比較的少ないと想定される本県内に自衛隊の大型輸送ヘリコプターを配備寸

ることは、日本全体で取り組む必要がある南海卜ラフ巨大地震対策として有用であるc

<自衛隊の大型輸送へリコプヲーによる住民避難の様子>
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0世界各地でテロ事件が後を絶たない中、北朝鮮は弾道ミサイルの発射実験や核実験を行

い、南北軍事境界線付近の海上で砲撃を繰り返すなど、日本を取り巻く安全保障を巡る

環境は一層厳しさを増している。

0当県は約 130キロメートルの海岸線で日本海に面しており、こうした状況の中で県民

の安全を確保するためには、大型輸送ヘリコブターによる迅速な対応が可能な体制を整

えておく必要がある。
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原子力発電所周辺地域における防災対策の強化について35 

《提案・要望の内容》

【原子力防災対策の強化について】
0輸送手段や運転者の確保など、 UPZ内の住民がすみやかに避難できる仕組みを
構築すること。

【災害時要援護者の広域的な避難体制の整備】
0要援護者の避難のための特別な移動手段及び搬送に付き添う医療従事者等の確保に

ついて、国が関与して方針を示すとともに、体制を整備すること。

0広域福祉避難所について、固において、速やかな人材派遣、機材・物資調達の仕組
みを構築するとともに、最終の避難先となる社会福祉施設等を、速やかに確保する
具体策を講じること。

【被ばく医療体制の整備】
0国が責任をもって安定ヨウ素剤投与の手順や基準を示すこと。

0安定ヨウ素剤について、乳幼児用シロップ剤の早期製品化などを製薬メーカーに働
きかけること。
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【広域の放射性物質拡散に備えた休制整備等]
0プルーム通過時の被ぱくを避けるための防護措置を実施する地域 (pP A) につい

て、その具体的な範囲や防護措置の内容を示すとともに、必要な財政措置を講じる
こと。

0拡散シミュレーションについては、地形や被ばく線量等を考慮した円滑な住民避難
を確保する防災ツールとして有効に活用できる手法を開発し、これに基づく予測結
果を提供すること。

0島根原子力発電所に係る SPEEDI等の信頼性向上を図り具体的な活用方法を明
示するとともに、 UPZ内においても、事態の規模、時間的な推移等に応じて、予
防的防護措置を講ずるための指標を明示すること。

(航空機モニタリング、海上モニタリング含む。)の実施
災害時の具体的な連絡調整の方法や実施体制を明示する
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0県域を越える広域避難が必要になった場合に備え、輸送手段や避難先の確保等に係
る調整の具体的な仕組みを構築すること。
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【専門性の高い防災関係職員の教育研修休制の確立】
0原子力発電所に係る安全対策及び原子力防災対策に従事する地方公共団体職員の教

育研修休制を確立し、受講の機会を提供すること。
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<参考>
※鳥取県境から島根原子力発電所までの距献は最短で約 17 k mo 

UPZ (30km圏内)では境港市と米子市の一部が対象となる。
〆国土地理開発赤E 平14ft-彼第'"号

島根原発の防災対策費(初期投資}の必要額
O島根原発の防災対策費{初期投資}に 対 す る 国 寄 付 金 の 必 要 額 は 概 算 で 約 四 憶 円1

ー緊急に原子力防災体制の整備が必要 。 (H25.......H27年度の3カ年整備] 〈単位百万円)

H27年度年度 H26年度
園田支援策 事業内容 一「皿

所要額 所要額
言十

防リン護グ宜ポ槌ス材ト(可脂型モニタ 211 54 113 
1 1台)聖備、 可.，型壬土台リングポスト、拙 原子力環境セン.-(仮 378 

普及瞥発、防虫訓鞭等 射綿百十;~IJ器、防E軍服寄 維持管理置等 称〕整備に係る機器

危機管理体制整惰等 33 95 ※維持管理費は別途
(TV会誼システム等) 128 

設備維持費等 ※向上

原子力発 電
植 I走〈医療事害古車等(スクリー 500 155 

施設等緊 急
ーング、ホールボディカウン ホルボディ力ウン. ホールボディカウン合時安全対策 宣2台寺) (鳥取大学附属病院〕 〈県立中朱病院〉 663 

交付金 8 
医療機関用除接資機材

緊急祖国〈医療研陪等、安 35 13 

定ヨウ素責'1備蓄等(UPZ7万'安定ヨウ素斉'1関係 医f軍用放射線測定機器
48 

人ー問斉'1機材)

'1、音f 787 317 11311，217 

モムニ・現タ'1定リン措グ器ポ聖ス備ト、ーシステ
233 

理墳E式 主三面J:-ゲデ-タ統合占 I 233 
料分析等整備 ためのシス子ム改修

放射線監視
原子力車壇セン舎 [仮称】 18 193 238 

等支付 金 ・・
449 援蹟笠 地質問査、基本設計，実施

建築析工機事箭器をエ順‘紋次射整能備
環境センヲー強工、放射

~;a十 の分 能分析機器をl順次整備

小倉十 251 193 238 682 

合計 3か年で工亘理E必要当 1.038 1 ~_5_ 1，899 

ぐ三霊童堕堕適齢識ア君主〉
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36 周辺地域の意見に基づいた原子力発電所の運用について

《提案・要望の内容》

【高経年化した島根原子力発電所 1号機の安全対策について】
0島根原子力発電所 1号機について、高経年化を考慮した安全対策が確保されるよ

う厳正な審査、運用等を行うこと。

<参考>島根原子力発電所の現状

島根原子力発電所の現状

区分 1号機 2号機 3号機

営業運転開始
昭和49年3月 平成元年2月 平成24年3月(当初予

(定期検査中) (定期検査中) 定)(建設中)

声EE 気 出 力 46万KW 82万KW 137.3万KW

原 子 炉 育長 式
j弗騰水型 j弗騰水型 改良沸騰水型

(BWR) (BWR) (ABWR) 

燃料集合体数 400体 560体 872体

告IJ 経H 4幸 本 数 97本 137本 205本

主 防 j皮 壁 完了済(15m)

な フィjレタイ寸ベント 検討中 平成26年度上期完了予定
対

難燃性ケーブル 検討中 対応済 対応済
応、

状 免 震重要棟 平成26年度上期完了予定

況 第 2 制御室 検討中
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37 津波対策に係る財政支援について

《提案・要望の内容》

0津波対策推進事業費補助金は、東海・東南海・南海地震等の防災対策推進地域等
が対象とされて太平洋側の地域だけに財政支援が行われるが、国の日本海側波源
モデルの設定に先立って本県が行った津波浸水想定では、本県でも、最大7メー
トル以上の津波が発生することから、平成 24年度からその対策に取り組んでい
る。
県や市町村における津波対策を強力に推進するため、本県を含む日本海側地域も
財政支援の対象とすること。

<参考>
・本県の津波浸水想定(平成 23年度の見直し後、最大津波高 7. 59メートル(大山町)) 

圃圃『岳町富山下主担唖垣也吋露軍議事長信司垣正由民主l旨1尚ーー

巳~~L~通三三コ
術1滋 辰夫波 .大意思高

市町羽毛 費量豊時鋼 到逮時縄 00 6.0 10. 市町村名

(分} 〈分} (m) 

局取市 81 174 5τe 鳥取市

栄子市 111 20S 4.72 米子市

鳩港市 112 194 323 漫選市

苦笑町 π 150 3.37 者!I1!1J

過搬用 87 174 S田 粗製涙IJ

，t袋町 91 田 1 4田 北栄町

夢浦町 9S 167 5.53 拶浦町

大山町 96 166 7田 間 犬山町

日吉津村 113 204 3.99 Bi5渇酎

-津波対策に関する主な取組み

く市町村>

[CD~~tl~~77])1 

鮪1渡 息大混
軍大0意0覆5ES0 1 到達商問 到達脅鋼 市町将名

(分〉 (分〉 (m) 

5 14 6.27 陣 鹿取市

拍 210 1.19 米子市

45 123 1.79 

e." 回国園2 

繍港市

4 11 5.22 岩美町

8 14 4.57 溜縦浜町

12 50 1.54 北栄町

19 .4 1.77 事鴻 IJ
24 .S 1.27 大山町

42 133 0.99 8i5:薄明

底辺平田
."滋 a島大浪

.大6量0.波粛忌o， 罰適時伺 重瞳時網

{分} (剖 (m) 

19 田 124 

12 四 1.'" 
盟 37 129 

42 55 1血

13 38 0.64 

7 13 2.62 

国国陸園宮
s 13 3.17 
4 10 3.3 

13 盟 1.14 

0津波ハザードマップの作成・・・全沿岸市町村が作成し、住民に配布済み
→住民の安全な避難のために、ハザードと避難路を組み合わせた防災マップの作成が

必要
。海抜表示板の設置・・-全沿岸市町村で設置。合計約1， 1 70箇所(市町村設置分)
O住民を対象とした津波研芸会、講演会の開催
。鳥取大学と連携した津波対策(琴浦町、大山町)・・・講演会、海抜測量、住民への

アンケート、地域でのワークショップによる避難路の検証、航空写真を用いたハザー
ドマップの作成 等

0津波避難訓練の実施・・・全沿岸市町村で実施
。津波避難ピルの指定等

子て五了=ー
<県>
O鳥取県津波対策市町村支援交付金による市町村の対策支援 (H24~H26、交付率 1/2)
O鳥取県津波避難ビル指定ガイドラインの制定 等
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航空自衛隊美保基地等の大規模災害支援拠点化について38 

《提案・要望の内容》

0東日本大震災の教訓として、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害時に

は、一元的に支援物資を被災地に輸送・提供できる体制を確保することが重要な課

題であることから、次のような施策によって、航空自衛隊美保基地または近隣地域

を大規模災害支援拠点として整備すること。

圃緊急支援物資・資機材を備蓄し、必要な人員を配備すること

など-地方自治体 M 民間企業を含めた調達・管理・供給体制の構築を図ること

《参考》

東日本大震災に対する防衛省・自衛隊の活動状況
救援物資輸送スキームの概要

( "1")戊23'F 9月 防衛行 災75応急対策に11付一る検討会 (!:r~ ~3 回)資料)

麗輔
重宝守守F伊昌明

-民生支援のため、生活物資の輸送の基本的なスキームを構築
・全国の自衛隊駐屯地などに物資を集積し、自衛隊が避雛所まで繍送

AUT 

rr
噌
骨
骨
明
、

年前

-F4S 

グ
己
、

県
集
積
所

岩
手
・
宮
城
・
福
島
県
の
空
港

亡二〉

一吋」
J

日l
輸送対車
2. 147 t 

各
県
の
駐
屯
地
等

AUW山

町
岨
働
血
相
パ

J;、四 4 野量、品、_，-ロふ占

救援物資が東北の拠
点航空基地を経由し、
県集積所へ鏑送

各県の救握物資が鎗
送拠点の自衛隊銃空
基地に集積され、東
北へ空路で繍送

が
衡
繍

資
自
集

物
各
に

援
国
等

教
会
地

の
の
屯

内
元
駐

県
地
隊

自
衛
隊
航
空
基
地

地方自治体・民間企業を合めた調達・

管耳n.輸送・供給体iI11Jの桝築
緊急支援物資・資機材の飾帯

[提案・要望]航空自衛隊美保基地または近隣地域を大規模災害拠点として整備
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39 消防団に対する財政措置の充実について

《提案闘要望の内容》

0消防団員の処遇改善を推進するため、普通交付税の単位費用の算定
における消防団員数の基準を実態に合わせて見直すなど、消防団に
係る財政措置の充実を図ること。

※昨年 12月 13日に「消防団を中核とした地域防災カの充実強化に関寸る法律」が

公布され、消防団員の処遇改善が法律に明記されたこと等を踏まえ、総務省消防庁

からは消防団員の年間報酬額等が地方交付税単価よりも低い市町村について、年間

報酬額等の引き上げを求められているが、本県の試算では、消防団員数の実態に見

合った地方交付税措置がされてし、ない状況にある。

※また、現状の財政措置のままでは、市町村は、国が示寸 「消防力の整備指針」に準

じた十分な消防団員の確保を進めることも困難となっている。

<参考>

1 普通交付税の算定上の団員数と実人員数

普通交付税の単位費用(平成 25年度)は、標準団体 (10万人規模)で消防団

員数 563人を基準に算定されているが、当該基準による消防団員数は、本県の実

態に合っていないU 

交 付鵠詰百団員数 県内(Hの実人)員数
25.4.1 実団員人数員数を上が試回算る値市町の村

3， 3 14人 5， 125人 1 7市町村/全 19市町村

(注)炉、試算値は、人IJX 5日日(傑工作団体の同員数)~ 100，∞o (標準出休人口)で抗出

2 消防力整備指針に基づく消防団員数

木県の消防団員数は、消防庁が示す「消防力の整備指針」に基づく基準団員数を

大きく下回っており、高齢化が進む中、大規模災害時の対応等に不安を抱えている。

基準団員数
県内(Hの25実.4人.1員)数 充足 率

10， 051人 5， 125人 5 1. 0 ~も

(注)基準団員数は、平成24年皮消防施設整備計岡実態調査における市町村からの報告数値

3 木県市町村の条例定数の推移

消防団は、住民の安心・安全確保に欠くことのできない存在であり、地域防災力

の要であるが、平成に入ってからも大幅な定数削減となっており、財政措置の充実

がなければ定数増加は厳しい状況。

H3. 4. 1 H8. 4.1 H14. 4.1 H22.4目 1 H25. 4.1 

5， 962人 I5， 860人 I5， 634人 I5， 439人 I5， 453人
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40 航空自衛隊美保基地における

次期輸送機への機種変更について

《提案・要望の内容》

0自衛隊美保基地における次期輸送機C-2への機種変更に当たっては、自衛隊航空

機の飛行に関する安全対策を確実に実施すること。[ 一… 件 (仰H…Iロω配山2お23.11川 l日l

オ木ドM~沖、 t玖次夫欠:J坤則q引l愉j法去1，注民 C-2 へUω州J汁{機憐f秘!重E 変更を f承寸寸一る引|際探、 地元市 (米子干市li'坑;港{些主釘「市H問)0の)，要止望も{)~附f陥合主え、 「自悼け

防柑W航iC空1機温の2苫5史、ゴ余可i淫主行に万?合hをj矧0明lげ寸一ことj など 5項口について特F段支の円配己1陪白を求めた_)

0現在究明中の不具合の原因等については、地元(米子市及び境港市)住民が不安を

感じないよう、本県並びに両市及び地元住民に対し説明会を行うなど、適時に十分

かつT寧に説明すること。

<参考>

1 C-2配備計画

平成26年度 1機

2 7年度 3機

28年度 2 I.幾

2 9年度以降 2機

合計 8t幾

2 不具合の内容

平成 26年1月7日、地上試験機に対し、設計時に想定した荷重の約 1. 2倍の圧力を機内

に加圧した際、貨物扉、後部胴体等に損壊が発生したもの。

なお、中国四国防衛局からは、強度不足が判明した条件下(高度) むの飛行試験は行ってい

ない旨の報告を受けている。

3 Cー 1との機体諸元比較

C--iとの C-2 C-1 

全幅 約 44m 約31m

全長 約44m 約 29m

金 高 約 14m 約 10m

基本離陸重量 約 120t 約39t 

最大積厳量 約30t 約 8t 

航続距離
約6唱 500km 約 1.700km
(12 t積載時) (2，6 t検政時)

C-l 
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41 位致問題の完全解決について

《提案・要望の内容》

0北朝鮮による位致被害者に関する再調査が実施されることになったが、引き続

き全力を尽くして松本京子さんをはじめとする位致被害者全員の帰国を、一刻

も早く実現すること。

0北朝鮮による再調査の進捗に応じて生存者に関する情報等の共有を図るなど、

地元自治体との連携を密に行い、帰国後の生活再建に当たっては、位致被害者

及びその御家族に寄り添い、実情に応じた支援を講じることができるよう、固

においても手厚い支援を行うとともに、制度改正等が必要な場合には柔軟に対

応すること。

<参考>

[政府認定位致被害者]
まつもときょうこ ~圃圃圃

①松本京 rさん(米干r[-j/]:¥身、当時29歳) : I昭和S2(1977)チ1"10月21日、自宅 D'、E・
近くの編み物教室lこ|向かったまま行方不明。 r--圃

・・・'弓 ・・・・
※平成 18(2006)年 11 J'J 20日、政府がJ立致被害者と認定。..e-司

(全国で 17人目、県内初)

[特定失除者<+立致の可能性が指摘されている人)1※特定失隊者問題訓査会の公表による
勺るいちみずこ

②古都端子さん(日南町出身、当時47歳) 昭和，52(1977)年 11月 14日、普段

着で出かけたまま行方不明。自宅には旅行の切符やポケベノレも買いたまま。

※平成 19千1'6月、特定失服者問題調査会は、調査の結果「技致の可能性が

高し、」と半Ij断。

，、
....~:‘ .. 

平成19年8月、米子詐察署ーに告発状(所本国外移送目的略取誘拐罪)を提出。

や<Gとみやす

③矢合富康さん(米子市/1:¥身、当時36歳) :昭和63(1988)年8月2日、一人で

出漁して行方不明 c 精密工作機械製作の元エンシニア。

※平成19年6月、特定失跡者問題調査会は、調査の結果「桂致の可能性が

高し、Jと判断。

平成19年 10月、米子警察署に告発状(所在国外移送目的!略取誘拐罪)を提出。

④上田英司さん(伯者町出身、当時20歳) 昭和44(1969)年 11月4日、「京都

に行ってくる」と東京の下宿家主に言ったまま行方不明。荷物は紙袋一つ。

[位致の可能性を排除できない事案に係る方]※鳥取県令察本部の公表による
きまちはやと

⑤木目l勇人さん(大山町/:1:.¥身、当時20歳) :昭和50(1975)年8月25日、京都府

宇治市の F宿先を出て以降、行方不明。
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42 社会福祉法人に対する指導監督権限の強化について

《提案，要望の内容》

0社会福祉法人に対する所轄庁の指導監督は、「措置から契約へ」の流れの中で
現在は福祉にも企業経営的観点が導入されるようになっているにも関わらず、
従前からの前時代的な性善説に立った制度設計のままであり、これが全国で社
会福祉法人による不祥事が頻発する現在の状況につながっている。このため、

次の事項を含め、早急に抜本的な制度改革を行うこと。

1 社会福祉法人に対して財務会計画での実質的な監査を行うための具体的な監
査基準を整備すること。また、そのために必要となる専門人材の確保等の体制
整備について十分な財政措置を行うこと。

2 社会福祉法人に対する所轄庁の指導監査権限に一定の強制力を付与するた
め、社会福祉法の改正により、監査での隠蔽、妨害に対する罰則を整備するこ

と。

3 改善命令等の行政処分の要件を明確にするとともに、具体的な発動基準につ

いてのガイドラインを策定すること。

[引|会仰には一…蔽…一る訓削IJωW川IJ~川附泊が仰1汗里
の実効'i"刊"1が法自似的oにt相日{保呆されていなしい、οtE31協同組合法貨&99条の4、銀行法第53条等には|
I民主Eでの隠蔽、妨誌に対する罰IIIJが終備されている。 I

※干|会福十Ii:Itîi~55条第 2 頃の行政処分(改苦命令)の要件がlillw的で不明確である。)

<参考 1> 各種法人に対する監査・検査の比較

対象法人の形態 社会福祉法人 公益法人 農業協同組合 銀行

公益社団法人及び公
根拠法令 社会福祉法 益財団法人の認定等 農業協同組合法 銀行法

に関する法律

監査・検査の妨害・
思避に対する罰則

罰則の有無 × 。 。 。
園田‘圃圃圃圃・・曙晶 晶園田‘圃 圃司圃可・ a 4・・・....暗号圃a ‘圃圃 圃圃圃

.50万円以下の過 .50万円以下の冨 1年以下の懲役又はl

車ヰ 金 300万円以下の罰金

具体的な罰則 • 1年以下の懲役、
又は300万円以下の
型1金

<参考2> 鳥取県における指導監督体制の整備の状況

時期 組織体制iの整備の内符

平成22年1片 社会格付法人の不適正な会計処理の発党を踏まえ、係長級の職員を1名指員した。

平成22年4月 法人指導欧査専門員として会μI-iこ粘通した者(公認会言|土6名)を非常勤で配置し
たの翌年度には法律の専門語之(弁護士2名)を上自民した。

平成23{jド7月 福祉保健課内に法人監査を中心とする縞祉指導支援室を創設した。

平成21年4月 監査業務により特化寸るため、法人施設指導室に改組した。
さらに法人指導監在員(主H行Ofl等の非常勤l隊員)をよ門員した。 (1名ー.，2名)

平1i)G25生ド6月 施設除夜の会計面の強化を阿るため、さらに法人指噂監究員(~H行 Ofl等の非常勤職
員)を増員した。 (2盗→5名)

<参考3> 行政処分の発動基準に関する鳥取県の取組

平成 25年3月に『社会福祉法人指導監査における行政処分発動基準等に関するガイドラ

インj を作成し、改善措置命令などの行政処分を出す際の基準を例示し、具体化した。
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43 手話言語法(仮称)の制定について

《提案・要望の内容》

0手話言語法(仮称)をはじめ障がい者のコミュニケーションを保障する法律

を制定すること。

※I丸に、|は害者基本法においぐ子話が言語であることは明確に依泣付けられているが、青

戸言語中心の現代社会をろう者が暮らしやすい社会へと変革する推進力としては不|分

である。

※鳥取県においては、平成 25年 10)1に「鳥取県手話言話条例」を制定。その後、北海

道石狩市、北海道新得I!IT、六車!!?、松阪市においても同様の条例がi!lIJ定されたほか、手話

言百訂話i白H法去剖f可制i川刊定を求める立見占書今が多くのI地也jんJ

(仮利称、;)制定に向けたI前U'泊q芽が表れてきている。

※手話言活法(仮科、)のihlJ定に当たっては、子話の重し、日記y.'を時まえつつ、ろう者、手話

通訳者、事業者、行政機r~;J等の意見を聴きながら検討することが必要である。

※音声や文字表記等による意思疎通が囚烈[な障がい者は、これらに代えて、子話、。!日日、

点字、触覚等を使用して意思疎通を図るが、このような附がい判刊について、社会の

旦l'併や配応、はイ分とは言えないのが実態の

※情報アクセス及びコミュニウーションの保障は、附がい者が社会参加する lーでの基燃と

なるものであり、法整備が必要である。

※鳥取県においては、「鳥取県子話言語条例」の市IJitにより手話のl¥)(組を前進させるととも

に、これをさらに広げ、情報アクセス及びコミュニターションにi到する支援についても

取組を強化しているところ。

<参 考本 県の取組>

1.鳥取県手話言語条例の制定

。平成25年10月、鳥取県議会において「鳥取県手話言語条

伊IJJが全会致で可決・成立。

。手話を言語として正面から認めた条例は全国初。

。可決日にはその瞬間に立ち会おうと、全国から 100人近い

ろう者・関係者が!県議会に集結。

2. 1 C Tを活用した遠隔手話通訳サーヒoスモデ、/レ事業

Oタブレッ卜型端末のテレビ電話機能を通じ、手話通訳者

(手話通訳センターに市'駐)が而I而越しにろう者と聞こえる人との手話通訳を行い、ろう者と聞こ

える人のコミュニケーションをガポー卜する仕組みG

O!!i'<内 20名のろう者をモニターとして、ニース調査も兼ねてモデル的に実施。

O本事業で使用するタブレット型端末には購入費助成制度を設定。 (9自|助成)

O鳥取方式は窓口設世型だけではなく、ろう者が持っている端末からもセンターへアクセス可能。
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44 持続可能な介護保険制度の構築について

《提案・要望の内容》

0介護保険制度が国の制度設計によるものであることを踏まえ、持続可能な制度に

向け、地方負担に十分配慮しつつ、以下について対策を講ずること。

1 低所得者対策として地方に新たな公費負担を求める改正が行われたが、制度

設計者である国の責任において、適切な財政負担を行うこと。

※、l'成27{_ド皮からのtH6 !~I介護保I検事業支w計画Tにおける保険料は、 f第『有~ fd矧り切|いdの)5，42ω01ド刊1可l/J汀7 [:一… )一カ川川…………らM山山…一一さ品叫叫…ら以比山lに口こ斗2

県、 F市|行寸Ii川iリ川lりI村の公T費T負担もH地E白1川川|ωカが、続いており、 j地他方σの〕負担は|限(以以』界半に来ている I

2 要支援者への介護サービスの市町村事業への移行や地域密着型通所介護の創

設等の方針が示されているが、介護保険費用総額の縮減には殆どつながらない

見込みであり、より抜本的な見直しを検討すること。

※市町村事業への移行等により、制L皮i主主lど:が複剖祁L化してI市1打-Jl日川11川!円l村や「巾iil阿円←村Ji包l止1犯文J綬互セン夕一のZ事lf 下( 一U…す 方 介i謎E山一保鰍附険附叩賀畑用……l

3 お泊まりデデ、イサ一ビス問題など、現に発生している制度運営上の課題に対し、
固において適切な対応を講ずること。

0認知症の早期発見や診療体制を充実させるために、地域型認知症疾患医療センタ

ーのパックアップ、連携及び認知症を診断できる医師の確保、育成が強く求めら

れていることから、基幹型認知症疾患医療センターを新規に認めること。

※lV、内設置状況地域型認知I症決忠医療センタ~4 r~1Î所(平成 2 1主|三4月 1[:I~) 

c (料11)波辺病院 (仁附

<参考本県の状況>

1.介護保険料基本月額の推移

! I 2， 891Pl I c;> I 3，638Pl I c;> ~豆日。巳~c;>~記|
2 デイサービス事業所における宿泊サービス実施状況(平成25年12月時点)

事業所数 | 実施あり | 実施率

302 6 7 22. 2 %  
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45 認知症高齢者等の行方不明に係る対策について

《提案・要望の内容》

0認知症高齢者の行方不明について、都道府県域を超えた問題でもあり、行方不明

者に係る迅速な情報の共有化など、全国的な対応を講ずること。

0俳但した認知症高齢者等を早期に発見するため、地域で守る環境づくりや広域連

携の取組に対する支援を行うこと。また、介護給付のうち福祉用具貸与の対象機

器に、捜索活動に効果的なG問機器を追加すること。

※現行の対象機器 認知症老人俳佃感知機器
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※上記のうち未解決のもの 2件(平成24年1件、平成26年I件)

-認知症高齢者ご近所応援団結成支援事業

認知症高齢者が俳f回した場合の迅速な捜索や、認知症によりさまざまなトラブ、ル(詐欺、迷惑行

為)に巻き込まれたり起こしたりすることを防止寸るため、市町村の支援体制(ネットワーク)の設置及

びその取組に対し支援

<1市町村当たり補助限度額> 300千円(定額)、 10市町村

認知症高齢ギ苧戸時掻団結成支援事業のネットワークイと竺 <主な支援対象事業>

・情報伝達湘づくり

・捜索を助ける物品(目印)

等の交付

.GPS機器、俳佃センサー

一 等の貸付、購入経'l.ii:の音11
情報提供ーー」‘ f;:_訳、

一守て三;Lf支援

出 情報提供 E豆三写ヨ・ 定期間G問機器を貸し出

_'f，/ 叩レートを把

ーク推進連絡会議を設立
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46 子ども・子育て支援新制度などの少子化対策の充実について

《提案・要望の内容》
0 子ども園子育て支援新制度の開始が平成 27年4月 1日に正式決定されたが、円滑

な制度の開始に向けて、次の点を要望する。

①子ども・子育て支援新制度の目的である幼児教育、保育、子育て支援の量的拡充
と質の改善が共に実現されるために必要となる総額を確保すること。

Hj 担;~の円処が立たず、 ['['{の改 :~'J が比送られた事項のうち、特に以下のf1'(日を要望する。

. 1依児の保育士凪聞の改善 (6: 1二今 5 : 1) ※当以では、半成 14 {ドから 4.5 1の力[1配を支援

打、立幼fii囚・保育所主;・認定こども [~Bの職員給与改詩(十 5 %)※十 3%に留まる見込み。

. i必以後児屯クラブの;千Y勤職員の処遇改irf-
※当県では、平成 26 年Jムから }i対 11後 LUf丘指導員の r~i怖を!iiつ者の給与改訴に対して支J亙

※保~{._I 及び放課後児童クラブ指導員の給 'j 改7ヰ及び処J出改普は、保育 τ|二等の人材不足。〕解消に直接

効果があり、 il;的拡充の尖現にも不可欠である。

②現時点においても制度の内容が不確定なため、県・市町村の準備作業も遅れを解
消できる目処が立っていない。政省令等を早急に固め、県・市町村に周知すると
ともに、固においても事業者や保護者等に向けて適切な広報及び情報提供を行う
こと。

③先般示された公定価格は仮単価であり、事業者や保護者の不安の声が届いている。
また、公定価格は市町村の保育料の設定に大きく影響するため、単価の早期確定
を行うこと。
さらに、消費増税満年度化前に生じる財源不足により、県・市町村が負担するこ
ととなる部分については、交付税等による財源措置を適切に行うこと。

0 各地域が、出会いから妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援を地域の実情に応
じて実施できるよう、地域少子化対策強化交付金を継続的な事業として確立すると
ともに、交付額の拡大と柔軟な制度運用を行うこと。

[柔牧でなし、採択ぷ準]

①賂i;f;イベン卜など出会いにつながる事業は対象外

本交付金では、地方公共団体が少子化対策として最も行いたい出会いの機会づくりを日的と

した"J工業は対象外となっている。

②事業の先駆性

他の自治体で効果の/1¥ている事業について災Jilliしたくとも I他の自治体の事業にならった当

該自治体では初の取絞りというだけでは先駆的とは判断されず、地域の独自吋を加えたもので

ない場合、採択の可能性が低い。

<参考>
1 新制度における「量的拡充」と「質の改善」

区分 I 1五百草天二天I五了寸石
量的拡充 I 4， 068億円
質の改善 6， 505億円

計 I 1兆 573億円

7兆円ベース (B)
4， 0681!円

3， 003億円
7， 0711意円

差号[ (B) ー (A)

0億円
ム3， 502億円
ム3， 5021意円
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< r質の改善」において先送り候補となっている主な項目>

0職員配置の改善
←]  

年齢 現状 目標 備考

0歳児 3: 1 3: 1 

1歳児
6: 1 

5: 1 先送り(鳥取県ではH14から単県で 4.5: 1を実施)

2歳児 6: 1 

3歳児 20: 1 15: 1 実施(鳥取県ではH25から単県で 15:1を実施)

4歳児
30: 1 

5歳児

Oその他

項目

職員給与の改善

延長保育の充実

25: 1 

放課後児童クラブの充実

先送り

目 標

+5%  

延長保育基本分の給付化

常勤職員の処遇改善

2 地域少子化対策強化交付金(平成 25年度補正予算)

実施見込

+3%(2%先送り)

先送り

先送り

結婚、妊娠・出産、子育ての一貫した「切れ目のない支援j を行うことを目的に、地域の

実情に応じたニーズに対応する地域独自の先駆的な取組を行う地方公共団体を支援する。

※補助率・ 10/10・交付上限都道府県 4000万円、市区町村 800万円

( 1) 1次募集事業に係る採択状況

1次募集事業での採択塁手は、当県全体で 42%、市町村に至っては、 13%と厳しいもの

となっている。

(( 1次募集事業の鳥取県の採択状況)) (単位 円)

区分 当初申請額 内示額 採択半

県 40，000，000 28，970，000 72~也

市町村 42，988，564 5，595，000 13% 

計 82，988，564 34，565，000 42与も

( 2 )子育て同盟での要望

地域少子化対策強化交付金の継続・拡大等については、子育て同盟としても、加盟

1 1県の総意の最重点事項として要望寸る。

※ 子育て同盟

少子化問題に危機感を持ち、子育て支援施策に意欲寸]に取り組む 10県(宮城県、長野

県、三重県、鳥取県、岡山県、広島県、徳品県、高知県、佐賀県、宮崎県)による「子育

て同盟J (発起人鳥取県知事)が平成 25年 4月 9日に発足。平成 26年 5月 31日開催の

「子育て同盟サミット 111ながの」で山口県が新たに加盟。
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47 持続可能な国民健康保険制度の構築について

《提案・要望の内容》

0国民健康保険の都道府県単位化の検討の前提として、地方の意見を十分に聴き

ながら、真に持続可能な制度となるよう国保の財政上の構造問題の解決策を示し

た上で、保険料負担の被用者保険との格差解消などの観点で制度設計を明らかに

すること。

※同保制度の基盤強化に関する|主|と地方の事務レベルのワーキンググノレーブでは、市出合者

や低所得者が多く医療ÿ'(7)川;むが保険料収入がtL込めないという国f~~の財政 tの仙造!日I Jm

に去、lする知事会fJ!lIの要請に対し、|主lは解決策を示しておらず、このまま Cは白と地方が合

意に至らないまま、 11、奈/日間会に上程されることになりかねない。

<参考>

O 各保険者の比較(全国値)

---------------力11入者数

65歳以上割合

一人当たり

保険料負担率

市IIIN'J凶保

，l，520万人

(年金生活者、

非正f}t労働者、

自蛍業等)

H19 

71ラ604

3 l. 4% 

9. 9 ~也

H20 

72，073 

協会けんぽ

3， 488万人

4. 7% 

7. 2今b

H21 

71，265 

健保組合

2， 950万人

H22 

72，295 

2. 5% 

6. 0早も

Jtltf*江介

9 I 9万人

l. 6% 

4. 9~也

443，154 I 296ラ428I 305，035 I 317，975 I 329，073 I 338，265 
(注)平成20ft'4月からの後期高齢者医療制度開始に伴い、 75歳以上の国保加入者が同制度へ移

行し、 I時的に 1人当たり医療費が減少している。
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48 薬剤師の確保について

《提案・要望の内容》

0国は、在宅医療の支援や医療チームの一員として、薬剤師の役割を拡大し需要

を喚起してきた一方で、薬学部6年制化や近年の新規免許取得者数の激減によ

り薬剤師不足が深刻となっており、この構造的な問題の解決を図ること。

※平成 22、23年3月の薬剤師団主主試験てーは、薬学官fl6年iIill化の影響で含格者が平年よ

り大幅減。 6年If，ll化後も合栴者数も激減し、 26年3J1の試験では 7，312人(合格帯

6 O. 8 %)の合稿者であった。

※当初、 6 +1二制化以前lこ二了'惣された合格者数(1万 1千人)よりもかなり少ない状況であ

り、特に山|岳地方には薬学部がないため、県外にi1主~:;::し県外で就職「る者も多いことから、

似性的に不足l惑が強かった状況がさらに態化しといる。

<参考>

O近年の国家試験の受験者数及び合格者数(全国)

----------
受験者 合格者 メロkt1会甘守訪二ラ

24年 9， 785人 8，641人 88.3% 

2 5年 11，288人 8，929人 79.1% 

26年 12，019人 7， 312ノ、 60.8% 

0鳥取県で実施した需要状況調査

/ 採用希望人数

薬局 病院・診療所 言十

24年 1月 117人 28人 145人

25年10月 171人 57人 228人

増 i成 十日人 +29人 +83人

(注)調査施設数:24年1月調査 272施設/368施設(回答率73.9%)

25年10月調査 264施設/366施設(回答率72.1 %) 

0鳥取県の主な薬剤師確保対策

県と鳥取県薬剤師会が連携し次の取組を実施

①大学の草創哉ガイダンスへの参加

24年度 5大学、 25年度 :4大学、 26年度 2大学 (26年5月時点)

②薬学部生のインターンシップ受け入れ

25年度に大阪薬科大学と協定を締結し学生 2名を受け入れ。 26年度も実施予定。

③来就業者登録、復職支援フoログラムによる実習
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49 インターネット上における人権侵害の防止について

《提案・要望の内容》

0インターネット上での差別的書き込み等に適切に対応するため、プロパイダ責

任制限法の見直しなど実効性ある措置を早急に講じること。

※"f'.)J)G 1 4午に施行されたフ巧ロパイダ京任:I:IJI波法では、インターネットで他人の将汗Ij侵害が

あったときに、プ口パイグやガイト符 ~11!者等関係者に士、l して佼'~~~:'ÌI 'i ~WÆの送信防 [[.w'簡を論

じることなどの白主的な対応を促すに[[まり、送信情報の常 11品位十~ol義務もなく、被害者

救済には限界がある。

※特に、行政;丈f11ーや条例情報今?を引用したインターネット上の人椛佼?i干のご'Jj:*が航行して

おり、現行のプロバイダ支任i[;IJliJH去の見[1立しなど実~)J'I;I あるJUi聞が求められる。

<参考>

0総務省資料「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法

律の図解j より抜粋

プロパイダ等の責任の明確化の概要

/一一~

特定電気通信役務提供者
削除の申出 〔ブロパイダ寺〕

~\~且!
情報の書込み 指

2
姐
¥

違法情報の

以下の①、②の場合でなければ、
重畳主」

①他人の権利が侵害されていること
を告叶っていたとき

②違法情報の存在を知っており、他
人の権利が侵害されていることを知
ることができたと認めるに足りる相当
の理由があるとき

/ ". 

以下の①、@の場合は、いずれも
宣証主L

①他人の権利が侵害されていると
信じるに足りる相当の理由があっ
たとき

②権利を侵害されたとする者から
違法情報の削除の申出があった
ことを発信者に連絡し、 7日以内
に反論がない場合

画函E 直面¥1'

0鳥取県内での人権侵害事案

インターネットのGoogleマップに、「鳥取県内の!日l和地医施設(被差別部法)Jの表題で、県内

市町の設置管理条例等を引用し、同和地区に関係する施設の所在地を同和地区としてd鳥取県内の

地図に貼り付けている。

鳥取地方法務局、即、・関係 rlilllT、解放同EZl 県主li~.'j' が、プロバイ夕、に削除要請を行ったが削除さ

れていない。
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50 人権救済制度の確立について

《提案・要望の内容》

0人権が侵害された場合における被害者の救済を迅速・円滑に行うため、様々な

人権にかかわる不当な差別その他の人権侵害事案に対応した実効性のある救済

制度を、早急に確立すること。

※当LRにおいては、人権が尊:rnされる社会の実現を日指して、平成8年に全同に先駆け

「鳥取県人権尊重の社会づくり条例J(以干「条例j という。)を制定し、「鳥取県人権

施策基本)j主IJによって人権意識の高揚と各種施策の併進に積極的に取組んでいる。

※特に平成 21年4JJからは、全I司で初めて人権相談を県の取組みとして条例で定め、千千

組専門家の支援と関係1杉並|手!の足II携による「人権尊重の社会づくり相談ネットワークj

(T記参照)を構築して、人権相談の解決に総合的に取り組んでいるところ。

※しかしながら、同1'nl問題.:k'i't・子ども・尚齢者・障がい者等の人権侵告の卒業が多く

発生しており、 l-:-.~'己の相談ネットワークを桝築して問題の解決を促進するなど人権の抹

殺を阿るための対策に取り組んでいるものの、捜査権や独立した4主流機11"1の設!とJ権限が

ないなどの諜題も生じている。

<参考>

1 相談窓口

人権尊重の社会づくり相談ネットワークの運用状況

(平成 21年度から平成 25年度まで)

① 当lRの東部、 '1"部及び西部地域の相談窓口に相談員が;れ注(各 2'I'， ) 

② 法律、 I~~Z床心理等の専門家を相談員 (:1 8名)として委嘱し、必裂に応じて専門相談を尖施

2 j'll談件数

① 受付機関別 ②相談形態別

1121 1122 H23 1124 1125 1I21 1122 1123 1124 1125 

東部(木庁) 120 106 105 180 183 面接 111 122 185 159 168 

仁ド 音ri 36 33 36 72 107 司ドE王1: ニロムごi!i二 145 164 161 282 302 

西部 108 157 223 226 226 封書等 8 10 18 37 46 

百| 261 296 364 478 516 264 296 364 478 516 

3 分野別相談内符 (※相談内容により複数の分野に言|上)

同和 外国人 障がい 子ども 女性 高齢者 公務員に 労働者 疾病 その{也

問題 よるもの

H21 6 6 51 13 25 30 47 39 11 69 300 

1122 10 3 101 日 15 14 83 27 32 50 344 

H23 6 14 129 19 36 47 69 40 30 63 453 

1124 10 5 159 74 50 28 108 50 98 54 636 

H25 7 6 187 111 29 22 135 35 90 67 689 
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51 生活保護制度と生活困窮者支擢施策の充実について

《提案幽要望の内容》

0自立に向けたきめ細かい支援や生活保護制度の適正実施が図られるよう、福祉

事務所の人員配置基準の見直しを行うとともに、持続可能で、実効性のある運

営ができるよう、国において確実な財政措置を講じること。

0生活保護基準の検証にあたっては、今後も地方の実態を十分考慮し、級地区分

の見直しゃ夏季加算の創設等lについて検討を行うこと。

0セーフテイネット支援対策等事業費補助金について、昨年度と同様全額国庫補

助の対象とすること。

I以※今年皮からf布村州:11市li山H助]率の引き下げや祈柿l助対象釧示経王討1

| 切肋J 子余Î):主はL布お桁制【，川;'1泊;;:制，1ζ4事l作L可ωi必務;主7抑m所i~均が2口λ性佐打I川百保而訟!Q fl市山制HI川jl川lリl皮のJ江泌l白主 l正l正二，人胞や斐援謎有の自、立'if促足i進i些E以今等?に I肺向古向l け 1た己 I取臥り f府刺J牡l?みメ | 

l をより 府促i進i並主していくために m.::~:な川政法flZである。 J

0生活困窮者自立支援法の施行にあたっては、対象者が多く見込まれなし、小規模

な福祉事務所設置自治体においても持続可能で実効ある運営ができるよう、対

応実績に関わらず、体制整備・維持に必要な国庫負担金が確実に受けられるよ

うな仕組みを講ずること。また、住宅確保給付金や学習支援事業等について、

法施行後も引き続き地方自治体の財政負担が生じないようにすること。

l※鳥取県では町村部においても福相事務所設置が進んごおり、住民に身近な市町村 -c-~:{呆|

| 護者の支J長を実施しているが、財政iit肢の小さいrlllll了村における生活保訟の適l下実施や|

l 生活出lulJ者ーのための新たな相談体制の盤的には、同の確実な財政抽出が必要。 J

<参考>

1 鳥取県における市町村福祉事務所の設置状況

市・町村の別 市町村数 設置状況 被保護世帯数 (H26.3月)

市 4 4 

町村 15 1 3 O~ 30世帯。 3か所

31~ 50世帯 :4か所

51~ 80世帯 3か所

8l ~120世帯: ;3か所

2 生活困窮者自立支援法の施行 (27年 4月)に向けた鳥取県の取組状況

平成 25年 11月から鳥取県社会福祉協議会に委託し、鳥取県東部地区を対象地域と

して、生活困窮者に対する相談支媛事業等についてモデル事業を実施。平成 27年4月

からの福祉事務所設置市町村における円滑な実施を支援しているが、町村部においては

生活困窮者からの相談件数が少ない状況コ

<モデル事業による支援状況(1-125.11. 25~1-I 26. 3. 31) > 
新規相談者数 l 市町村別

(実人員) I鳥取市|岩美町|若桜町|智頭町

69人 I 53人 I 2人| なし| なし

※上記の 1市4町は全て福祉事務所設置自治体
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52 障害者総合支援法の施行について

《提案・要望の内容》

o r地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるため

の関係法律の整備に関する法律」において、法施行後3年を目処に検討を行う

こととされた事項については、都道府県、市町村、当事者団体等と十分意見交

換しながら、計画的関段階的な制度設計を行い、具体的な工程表を示すこと。

その際、地方公共団体が安定的に事業実施ができるよう必要な財源措置を講ず

ること。

[B口州新一一一一一激駅伽〈なf…………乱肘を招泊………な加山………し川山一一よυ川川う刈刈目配己地
つ、当事者・地方自治体等の意見を|分に反映した lーで、県民が耳f!fiJlioしやすい安定した|

i!jl]LLtとすることが必要。 I

<参考>

-j型守党3子一(竺竺竺主土PL主目里子作男_L_j

常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援

その他の障害福祉サービスの在り方

障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方

障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の

利用促進の在り方

手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思

疎通支援を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方

精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を

講ずることとされている。
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53 地域の実情に応じた障害福祉サービスの充実について

《提案・要望の内容》

0医療的ケアが必要な重度の障がい児者、重症心身障がい児者、強度行動障がい

者などが必要なサービスを受けられるよう適正な報酬を設定すること。

〔一一村に手 J~坪1平正い支援を必必、嬰とするが、泊正なコ出酬が設定されていない(加算額が不卜分)
ため、 λ|三I;r;介護、短期入所、グループョホ←ムなどのザーピスが不足している。

0障がい者の地域移行、必要なサービスの提供、社会参加を進めるための施設整

備について、必要な財源措置を講ずること。

[山一一lとな る 一 一 一 る … JMJ
れを進めるためには積極的に施設を整備する必要がある。 I

※その{也、 lj活介護、台gJ~1入所~j~. の施設す再備や老朽化した施設の修緋・改修等も必史υ l 

0報酬改定等に伴う障害者自立支援給付支払システムの改修に要する経費を固に

おいて全額負担すること。

〔ドい川刺州州州川H山制州山H司削jlJLft凶!皮克
※平成 24年度までF阿附f市f害者白、立〉支;媛君立対I策陥陥;11時l咋寺r特j例基金特}目矧別51川lリl以土対十;策有?事i業として国 10/1 0 

の補助率で実施されていたもの Cあり、闘による支媛が必要。。

0市町村が地域生活支援事業に積極的に取り組めるよう、必要な財源措置を講ず

ること。

〔… 岬吋吋一皮釦帥)JfTHI市刊打川11…l
83. 9 %であり、 必要な財訓街似4点lがh碓T在H保呆されない中で、 「市「行iIド町iリ町i町I中村jは新たな司事L3業長の実Jj施j庖苗を l 
E配i.f滞B路皆し Fて亡し、る。 J

<参考本県の取組>

重度の障がい児者が必要なサービスを受けられるよう、報酬(加算)が十分でない部分を単県で助成

事業 内 容

重痕心身府立がし、児者等日'1'
生活介護、放課後等デイ卒業所で重原心身2と障6のが当差い初額児予分者算を等単2の県5支，で援1助9を3成行干う場支援事業 合に]: 1相当の支援員が配世できるよう報酬

(H 円)
重症心身障がし、児者等短期 短期入所事業所で重症心身附がい児者等の支援を行う場合に1:1相当の
入所利用支援事業 支援員が配置できるよう報酬との差額分を単県H2で6助当成初

( 予算 4.921千円)
重症心身障がい児者等グノレ グノレ プホ ムで重症心身附がい児者等の支援を行う生活支援員を配置
ープホーム夜間生活支援民 する場合lこ1: 1相当の支援員が配位できるよう報酬との差領分を 県で助
配置事業 成 (1施設2名まで)

(H26当初予算 7，092千円)
重症心身障がし、児者等利Jfj 11¥;症心身|咋がい児者等を受け入れる生活介護、グノレ ブホ ム、短期入
施設基盤強備事業

所、放課後等デイ事業所の施設盤備についてH2度16県I当で動初助障予成が算い: 
(H263tJJT~:7 ， 996千円)

強j主11動障がい者新規支援 防fAl者支援施設、グノレプホムで新たに強 者の支援を行
和li助事業 う場合lこ1:1相当の文反員が配置できるよう報酬との差額分を単即、で助成 | 

(H26当初予算 7，722千円)
重度障がい児者医療塑ショ 凶l或ごとに医療型、ンョ トスフーイとして年間を通し亡各1床を単県で常時雄
ートステイ整備等事業 保

(H26当初予算 67，898千円)
重度障がい者地域りハピリテ 重度障がい者が利用し Lいる生活介護事業所に単LRで理学療法士、作業
ーション促進モデノレ事業 療法士等を派泣 | 

(H26当初予算 3，906千円)
重症心身障がい児者等受入 1点目*後等デイ、生活介諮1]1業所で指定基1jii以上に看護師を配置する場合
事業所看護師配置事業 1::ヰi県でWJIJX: 

(H26当初予算 6，645千円)
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54 児童自立支援施設及び自立援助ホームの体制の強化について

《提案・要望の内容》

0児童自立支援施設において、中卒後の年長児等対応が難しい児童への支援を十

分に行うことができるよう、職員配置基準を 3 1となるよう早急に見直すこ

と。

0児童自立支援施設における就労支援の充実を図るため、施設の設備及び運営に

関する基準において、就労場所の開拓や実習先との調整等を行う専任職員の配

置を明確に位置づけること。
r一一

※ ~I 行やぐ犯行為を繰り返す["1=1 2>;こ児童の支援については、本来、児fíl 自主支援施設 E実施

す八きであるが、体制lが終っておらず、全国的にも中卒児童の受入は少ないのが現状で

ある。このような"1"水児訟には、高校進学ではなく、就職を希望する児武もいること

から就労支f夏休ilill の終的が必主~:-c ある。

0自立援助ホームにおけるきめ細かな生活・就労支援を行うため、実態に即した

人員体制の拡充を図ること。

「※自立援助ホームは、木来、就労'し白立寸る意思のある児泣が利用する施設であるが、家

庭での養育が困難で、巾学校半業後進学や就職することなく、 ~I一行やぐ犯行為等を繰り

返す児註や、なかなか就労に結びつかなかったり、就労が長続きしない児ffi:が多数利間

決定されている。

※これらの児童にもきめ市11かな就労・生活支援を行う必要があるが、現在の職員配[泣基準

では十分な指導に至らず、結果として未就労のままであったり、不適切な交友関係を村

¥ーち続け、犯罪に係わる児童も発生している。
ノ

<参考>

1 鳥取県の状況

( 1 )児童自立支援施設における中卒児童支援の現状及び課題

巾卒児誌に対する学習支援については、塾講師による高校進学に向けた授業の実施により、一

定の成果が得られているが、就労支援については、施設内での職業指導が基本であり、職場実習

などの施設外での立、1Ft;ができておらず、支援体制の充実が必要。

( 2 )自立援助ホーム (3施設)に対する支援

平成 26年度から「自立援助ホーム体制機能強化事業補助金」を創設し、国の職員配世基準を

超えて職員を配置した場合、その経費を助成している。

2 児童自立支援施設の職員配置基準(国基準)

S55~H23 

5 1 

日 24~現在

4. 5 : 1 

※本県では 3 1を実施中

「社会的養護の課題と将来像j の日襟水準 (H40年代)

3 1 
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55 DV被害者支援の充実と DV加害者更生プログラムの作成について

《提案・要望の内容》

QDV被害者支援について、国が十分な財政措置も含めて対策を講じるとともに、

DVの未然防止及び再発防止のため、国において DV加害者更生に向けたプロ

グラムを作成し、実施に係る財政措置を創設すること。

※DV被~~~:者支援に当たっては、悶の財政措置のみでは不卜分な部分について、県の単独
中業としてMi白に支援を行っているところであるc

※[) V !)W~l~:者対策については、 DVIVj止法において r14'1及びi也万公共凶体は力11得者の更生
のための指導方法に|到する前五研究の推進j が規定されているだけで、具体的な対策は
ォ、されぐいなし、。

※諸外l主lでは、裁判所による法的な強i!il[力により加害者に何らかのプログラムを受けさせ
ている例も見られ、わが国においても加害者史生については、同のtr，1[皮として検討して
いくことが必要である。

<参考>
1 )，'J 11又県の])vt波止者支援事業(県単独事;I~)

リ V被告者支;0一附保設中のD V被告者の同伴児f立の学科支媛

援施策 o -11寺保諮'-1"の1JV被告者が保護命令の，II，'Eてを行う 11:)I[の助成

0-[1古保護所ミ

民間支援団体 Oシェノレタ一家賃の助成

支援!庖策 。スタッフ養成の研修会開111'経11:や県外研修の受読経費の助成

01JV被告者等の同行、代行、相談対応に要した終貨の助成

2 諸外Jl'jの1JV加害者更生施策の例

OJFU;;円又は保護処分として、裁判所の命令により力11害者史生プログラムの受請が科せられて

いる。(イギリス、韓岡、アメリカ)

O加害者更生プログラムを叉前しないなど命令に違反したり、非協))的であったりした場合

には、より Jltい処分に変更することを可能としている。(幹回)

3 鳥取l収の11'<*孔状{見
ODV!.川')1川11γ，詳ピ

ODV!加)1川Il~古1干今者1泊位日古話市刑j相|目3冗『談先 Z事F業 (y県了共L与単i1狙独d山l 干平一成 1 8 年 1 0 月~) 

・実施日時.毎月第 3金H龍日 午後日 H寺，l0分~午後 8[1吉 30分

・相談電話 1 回 k~~ (専用回線)

-相談休制 研修を終了した相談員による対応

・相談実績(平成 26年 3月末現在)

H 2 :l年度 5件 H24年度 目十1 H 2 5年JJr 2件

【鳥取県における DV相談件数及び一時保護件数の推移】

D"相韻件数

(件) DV欄詰件数

12∞「 一 時保護件数

1000 

8日日

600 

400 

200 

。
H21 H22 H23 H24 

一時保護件数

(件)

100 

80 

60 

40 

1口、 ov梧談件数

一時保護件数。
H25 
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がん対策の推進について56 

《提案・要望の内容》

0 がんの死亡率を下げるためには、県民全てを対象としたがん検診の実施状況等

の把握が不可欠であり、医療保険者など職域からの報告を制度化し、現状を把

握するための体制を整備すること。

※木県では、がん対策推進計画において、がん検診受診:::fを50%以上にすることを日標に掲
げているところであるが、 lR全体の受診率を但擬するためには事業主や医療保険者など、
職j戒におけるがん検診のxJi包状況の把振が必史!となるc

※しかし、職域におけるがん検診の実紡については、自治体に報告する仕組みがなく、県が
正確にWJmできるのは、市1111村が実施したがん検診の実施状況のみとなっている。

<参考>

(課題)

職場で実施されたが

ん検診の実績が含ま

れていないため、県

全体の正確な受診状

況は把握できない。

0 鳥取県のがん検診受診率

lJ尚 平成Z峨がん検診受診率
目 {市町村がん検診分のみ)

~，{) 

目標 50%達成ライン

J

h

l

 

:。

_l(l 

0

0

 

2

1

 

叫

yr
…J
4
 

iiv 
(課題)

3年に一度実施され

る全国調査。抽出調

査であるため、県全

体の正確な受診状況

は把握できない。

" 

7F一一一一一一
平成22年度がん検診受診率

印 (医民生活基礎讃査:3年Iこ1度の抽出調査)

r汁

し一一

子宮がん
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川 lJll
l二.J l_J し

目標50%達成ライン

34，6 

50 

30 

。

20 

10 

40 



57 難病対策について

《提案・要望の内容》

0新制度に基づき国が負担する費用について、その所要額を確保し、地方の負担が

増大しないようにすること。

0難病患者の支援を一刻も早く実施するため、指定難病の指定を、公平・公

正に行うとともに、可能なかぎり速やかに行うこと。

0日光暴露等により症状が悪化し、日常生活が大きく制限されるポルフィリ

ン症患者の療養生活を支援するため、一刻も早く指定難病とし、医療費助

成の対象とするとともに、治療方法の確立に向けたさらなる研究を推進させる

こと。

<参考>

【ポルフィリン症について】

0遺伝子異常に何らかの誘因(ストレス、薬物、妊娠、日光暴露)が加わり、代謝酵素のー

部が欠損して起きる疾患で、「急性ボノレブィリン症」と「皮膚ボルフィリン症j に大別さ

れる。

O皮膚ボルブイリン症は、太陽の光を浴びることで症状が悪化する病気であり、患者の経済

的・精神的な負担は計り知れないものとなっている。

0平成 24 年度~2 5年度まで難治性疾患克服研究事業(指定研究)に位置づけられたが、

難病疾患 (130疾患)には指定されてし、ない。

0医療費に対する公費助成制度(特定疾患治療研究事業)も対象外となっている。

O症例数 1920年~2008年の 8 9年間に、 898症例の報告 く上記報告より〉

0上記の指定研究では、根本的治療はなく、誘発的因子(ストレス、薬物、妊娠、日光暴露)

の回避及び対処療法が基本。

→ 急性ポルフィリン症の治療薬として「ヒトヘミン」が認可されたが、高価(1箱

約 40万円)である上、これは皮膚ボルフィリン症には効果が少ないとさ;hてし、

る。
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58 脳脊髄液減少症治療の医療保険への早期適用等について

《提案・要望の内容》

0脳脊髄液減少症治療に有効なブラッド、パッチ治療を阜期に医療保険の対象とする

こと。あわせて、脳脊髄液減少症に関する正しい情報を関係機関に周知すること。

)悩脊髄液減少症は、交通事故などが原因で発症するケースが多いといわれているが、交通

事故を扱う件祭やt~t1H保険会社等、関係機関の耳[1併が十分でないことにより、忠者が保険

金を受け取れないなど、不利な扱いを受けることがないよう、凶がI日j係機関に立jし適切な

指導を行う必裂がある。

-患者木人のJIlli伐を注射し、 JIlL似凝固で髄液の漏れた場出戸をふさぐ「ブラッドパッチ療法j

が有効とされるが、治療q'w']3 0万円(検査治療・入院ずれ込み)、軽快率は 1Iロ!の治療で

がJ30 %、複数回のパッチで 60%~70% と言われており、忠者の負仰が大きい。

<参考>

0県内の「脳脊髄液減少症」診断・治療可能な医療機関等(平成26年 2月末現在)

硬膜外自家血，主入(ブラ‘ノドパッチ)療法による泊掠

詰断体制
硬膜外自家血j主入(ブラッド

医療機関名 パッチ)療法による治療体制
治j草案組(最近1年間)

体制の有無 診療科名 体制の有無 症例の 症例数
有無

鳥取生協病院 有 脳神経外科 有 。

県立中央病院
有

脳神経外科(紹介のみ〕
。

(検査のみ〕

県立厚生病院 有 脳神経外科 。

鳥取大学医学部附属病院 有
神経内科

有 。
いたみ緩和ケア科

合計 有=4病院 有=2病院
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59 地方の裁量による医療機関の増床許可について

《提案・要望の内容》

0医療計画の基準病床数を超える病床の設置については、医療法上の特例病床で

対応することとなっているが、都道府県の喫緊の課題に対応できるよう、医療

機関が新増設することが必要な病床については、地域の実情に応じて都道府県

の裁量により決定できるようにすること。

※全同知事会においても、 「はi手i主務イ宇付言サlけ.村Lイ付寸けの凡匝直[しにf係系るj提巴案」 として2基i主E凶可叩{
都道11府I訂守り』県共による犯独l正自lの加i倣欧戚忌可f能巨化をJ0)2案していたが、 同が特例病床の協議に同志寸一る際

のW{~~、事項を示したことのみにとどまった(平成 25 年 4 月 24 1，1 付 J'ι'1 労働行~;;:政局

指導I課長通知1)。

※ 例として、鳥取!?、においても州出!り|付干医療センターのNJCUの病床利用手が高く、

今後日円床の検討をする場合、 Ic記迫力lで語、された特例病床の留意~J;:rl:(によると、鳥取県

内の/1-¥生数では特例病床の迎用が難しし、相、況。

※地域の3;:1，古に比;じたl主流体制をli'Ui{!iけ一るためにも必虫jな病床数を地方自治休が決定でき

る取りJ泣いが必要。

0特定の病床等の特例の事務の取り扱いについて(平成 25年 4月 24日厚生労働省医政局

指導課長通知)

特例病床算定の留意事項(補足) 2，④ 

NICUや GCUの増床にあたっては、原則として、都道府県内の増床後のそれぞれの

総数が以下の数を超えないようにする。

NICU:総出生数(都道府県内)/10，000人 X30床

(鳥取県の状況)

総出生数4，771人 (H2 4) /1  0， 0 0 0人X30床 =14， 3床

県内の既存NICU病床数 1 8床 > 14， 3床

l 鳥取県の周産期医療の現状

国医療圏※10001 旦翌型型
一つノL 一一δ・

[二 ~(0
地域周産期

母子医療センター

県立中央病院

l LJ|西 部医療圏※M∞|

炉内イ"-~__jf/J)\
片足 イ 総 合 周 産 期

母子医療センター

鳥取大学医学部

! 1付属病院

NICU 12床

病床利用率 70.6%

¥f NICU 6床

病床利用率 84.7%

「
i
j

(注1)※印は平成25年度の分娩件数の概数
(注2)病床利用率は平成24年度の平均

-76 -



60 医療人材の確保対策の推進について

《提案・要望の内容》

0地域での深刻な医療人材不足の状況を踏まえ、医師総数の確保、地域間・診療
科聞の偏在是正等の医師の安定的確保に向けた取組を充実させるとともに、看
護師の処遇改善、職場環境整備のための施策を充実させ、離職防止の促進を図
ること。

1 医師数の地域偏在を解消するための施策を充実させること。

2 産科、小児科、救急科、精神科、腎臓内科などの特定診療科に医師を誘導
する措置を充実させること。

3 診療報酬の見直し等により、各医療機関が看護師の夜勤回数制限や労働時
間短縮など労働環境の改善、処遇の改善を行えるようにすること。

4 訪問看護事業等における看護師の確保を図るための診療報酬の見直し及び
看護師の処遇改善を行うこと。

※全国的には医師数は地えており、初期臨床研修制皮が医師i不足を招いたものではなし、と
の意見もあるが、木県では制度導入の平成 16年度以降償ばい状態で、若手医師が県外に

流H:¥c
※透析患者が平成 18年皮と比較して 1.3併に増えており、それに対応できるよう医師
の養成が必要。
※急速に高齢化が進展し医療技術が進歩する中、看護師の需~はますます明大。木県の

rN'i 7次者殺職員需給見通しJでは国と同隊、看護町li不足が深刻(平成 27年f住吉H11'[

需要数8，832人 供給数日， 594人=238人(不足))。毎年150人哨)JIIしているが、需嬰に供
給が追いつかず、養成校2佼の新設への支援を決定したが、依然不足が続く見込み。
※長時間勤務や夜勤の負担が大きいことは、医療安全にも影響する上、者百草川の附íJ~般の
原因にもなっている。

※中小病院を始め、訪問看護等居宅サービス事業分野の看護日i[ili"{1保は非常に困難な状況。

<参考>
1 医師数の推移 2 年代別医師数

130 

120 

110 

H8を100とした場合

ノー〆 111

:::J 500 
129 

1101).--一 --ー全国

100+ 一一一一一一一
鳥取県

0-1 0 

H8 H10H12H14H16H18H20H22H24 

4 看護職員数の推移

鳥取県の看護職員の就業者数

10，000 

8，000 
京I
業 6，000
者
数 4，000

2.000 

。
H16 H18 H20 H22 

.， .、
• • 1111酬H2口

、王寺、 H22 

~ H24 

20{そ30{t40{{; 50ft 601"吃 701，801，-

1-・看護職員

就業者数
1，000 

800 =看謹師
人 就業者数

600ロ

。
ー+ー人口10万人対400万

就業看護師数
女千

(鳥取県)200 

一+一人口10万人対。
就業看護師数

H24 (全国)
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3 県内の透析患者数の推移

1500 

1400 

140 
1300 

1200 

1100 
1068 

1000 

。ヤヤW戸内吟符吟的ド
H16H17H18H19H20H21H22H23H24H 

5 看護職員の離職理由

妊娠・出産 30.0% 

結婚 28.4% 

勤務時聞が長い、超過勤務
2l. 9% 

子育て 2l. 7出

夜勤の負担が大きい
17.8目

(2007. 3 日本看護協会調べ)



61 医業類似行為の明確化について

《提案，要望の内容》

0医業類似行為の明確化、及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔

道整復師でなければ業として行えない範囲を明確化すること。

0あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師以外の者が、業と

して行う医業類似行為によって生ずる健康被害から、国民の安全を守るため、

民間療法に関する広告規制などの必要な対応を行うこと。

※近年、あんPt、マッザージ等と|司じように人の皮!内に触れ、もみ、さするなどの行為を

行う、リブレクソロジーやカイロプラクティックなどいわゆる民間療法が沼1方n。
※民間1療法につい亡は、 15;業Tf!似1J 為を行っ ζ いるにもかかわらず、免許 ilj[Jlit-\~施術所の

刷出にWIする規定がなく、丘;i11についても特別の規制はない。

<参考>

0鳥取県内の施術所の状況(平成 25年度末)

[施術所就業者数] 449人

[施術所就業者の資格状況]

区 分 総数

あん摩マッサージ指圧師 337 

はり師 290 

きゅう師 262 

来道整復師 5 2 

[施術所数]

区 分 施術所数

あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 96 

はり及びきゅうを行う施術所 66 

あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 146 

上記の 3分類以外のあはきの施術所 1 8 

柔道整復を行う施術所 50 

0手技による医業類似行為を受け、健康被害が生じたとされている事案で施術所の開設届が出されて

いないと思われる事案の件数 (H19.4~H25. 7) 

全国 330件(うち、鳥取県は4件)

※上記件数は、厚生労働省医政局|妄ヰr~mが独立わ政法人国民生活せンターから情報提供を受けて集

計したもの。

ー 78-



62 岡山大学病院三朝医療センターの存続と新たな発展について
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f ※岡山大学病院三刊!医1/;(センターの存続について、岡山大学が検討された結果、平成 23、

年 12月19日に岡山大学の役員会が開催され、次の 3点を基本方針とする同111大学病
院三ザl医療センターの将来に闘する委員会からの提言を原案どおり受け入れることが正
式に承認された。
1 三特l医療センターの医療機能については、入院忠者の受入れ先純保など体制を整備
して平成 24'1三4月1日を目途に入院機能を休止するが、地域の3郎、要望を踏まえ、
三朝医療センターとして組織を存続させ、外来診療をn:lii続「る。

2 医療機能を補完するため、鳥取県中部医師会に支媛をJ}l[請し、隣依する三朝間L泉柄

|涜との連防を進める。
3 地球物質科学研究センターにおける地球物質科学の研究を医療分野と融合させ、研

究機能の充実・発展を推進し、もって地域への貢献を区単4 J 

<参考>

1 岡山大学病院三朝医療センターの概要
診療科名 内科
職員の体制(実人員数。括弧内は常勤の人数。)

職 種 ~平成24年3月31日 平成24年4月1日~ 平成25年4月1日~
医師 6名( 4名) 4名( 3名) * 3名( 2名)
看護職 2 5名 (21名) 9名( B名) 9名( 8名)
看護助手 3名( 3名) 0名( 0名) 0名( 0名)
その他医療職 1 1名 (11名) 6名( 6名) 6名( 5名)
事務員 1 4名( 7名) 1 0名( 4名) 1 0名( 4名)
その他技術職 6名( 3名) 1名( 1名) 1名( l名)

64名 (49名) 3 0名 (22名) 29名 (20名)
中平成24年8月1日から3名 (2名)の体制

2 岡山大学地球物質科学研究センターの概要
昭和 60年 4月に岡山大学温泉研究所を全国共同利用施設として地球内部研究センタ

ーに改組転換し、固体地球研究センター(平成 7年4月~平成 17年 3月)を経て、平成
1 7年 4月より現在の地球物質科学研究センターとして運営されている。また平成 19 
年4月より、本センターを母体として岡山大学大学院自然科学研究科地球物質科学専攻
が設置され、世界を先導できる次世代研究者育成を目的とした大学院教育を、より積極
的に行うための環境整備が進んでいる。

3 岡山大学病院三朝医療センターの存続に関する検討の経緯
平成23年 6月20日 岡山大学病院の内部検討委員会において、三朝医療センターを早

急、に縮小・廃止すべきと結論。
7月26日 岡山大学、鳥取県、三朝町、鳥取県中部医師会をメンバーとする

第 1固将来に関する委員会開催。
12月6日 第 2回将来に関する委員会閣催。委員会の意見を 3点の基本方針

として提言をとりまとめた。
12月19日 岡山大学の理事会が開催され、委員会からの提言を原案どおり受

け入れることを正式に承認、

平成24年4月 1日 ~ 入院機能を休止し、外来のみで診療継続。
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63 特別医療費の助成に伴う国庫負担金の減額措置の見直しについて

《提案，要望の内容》

0市町村の特別医療費助成による国民健康保険療養給付費等に係る国庫負担金の

減額措置を見直すこと。

※各，1，1111村では身体附がし、者、知的附古川、者、ひとり釈家応、乳幼児等に対し、医)1;1に係

る負机金の 部を助成し、所得が低い方等が受診しやすい環境の整備を 1，，1っている。

※これに対して、悶では、 l也)i公共同体が独自の制度により療養授に係る ;~H)負担金をi!ili

減している場合、 /1、定内|合どおりの場合と比較して医療費が附加するとの則凶から、同

氏健康保険記長義給付']'1等に係る同時負担金を減額交付しているc

※しかし、 t~î:JJIJ じ互依ÿ'lの助成は、乳幼児を始め生活弱者等、真に医僚を必裂とする者が、

医療を交けやすくするための制度であり、不必要な受診の機会を附やすものではない。

〈参考〉

特別医療費助成を実施した場合の国庫負担金の算定方式

国庫負担金

特別医療費助成を

していない場合

自己負担

国庫負担

保険者負担

特別医療費助成をした

国庫負担

保険者負担 保険者負担

=費用額×保険給付率×負担率
仁〉 国一一×臨×保険給一E率

(70/100) (32/100) 

(70/100) (32/100) [瞬間一…一…1・重度心身障害者等(自己負担なし)O. 8427 -0. 8804 I 
凶その他 0.8790-0.9931 J 

平成 24年度地方単独事業実施による国民健康保険療養給付費等負担金影響額

(単位千円)

身体・知的障害者 |ひとり親家庭| 小児 | 特定疾患 l精神障害者| 計

110，672 I 11，870u主旦1I 415 I 25，096 I 171，394 
※療養給付費等負担金にかかる影響額については、県調整交付金において 1/4を補填
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64 学校施設の耐震化の促進及び防災機能の向上について

《提案闘要望の内容》

[私立・公立共通]

O学校設置者が整備計画どおりにすべての耐震化事業(天井等の非構造部材対策

を含む)を実施することができるよう、十分な予算を確保するとともに、耐震

化補助事業の充実・改善を図ること。

[私立学校施設整備費補助金及び私立幼稚園施設繋備費補助金の拡充]

耐震改修・改築の国庫補助率を公立学校並みとされたい。

-耐震補強工事については、補助率を 2/3へ引上げ。

*現行 1 s値 O. 3未満・ 1/2、 1s値 O. 3~O. 7 1/3 

・耐震改築工事については、補助率を 1/2とするとともに、補助対象は構造耐震

指標 (ls値)だけでなく、耐力度点数のように築年数等も加えた制度と寸ること。

0学校施設の避難場所としての機能を高めるため、防災機能強化のための補助制

度を充実させるとともに、現在、屋外防災施設の整備のみが対象となっている

高等学校について、対象工事の拡充を行うこと。

0非構造部材の耐震対策について、学校設置者による点検がスムーズに実施でき

るよう、明確な基準及び点検方法を示すこと。

[公立のみ]

O地方公共団体の負担を軽減するため、公立学校施設の耐震・防災対策に関する

地方財政措置を継続するとともに、実情に沿った補助単価とすること。

0公立学校施設の耐震化事業については、工期の遅れや学校の統廃合に係る調整

に伴い、やむを得ず平成 28年度以降に完了がずれ込む場合も見込まれること

から、国庫補助率の嵩上げ措置を平成 28年度以降も延長すること。

<参考>

【鳥取県内学校の耐震化率】

区 分 公立小中学校 県立両等学校 私立学校(H25.4. 1現在)

(H26. 4. 1現在) (H26. 4. 1現在) 高等学校 幼稚園

鳥取県 87. 0 % 92. 7% 67. 3 % 69. 2 % 

(635棟/730棟) (203棟/219棟) (37棟/55棟) (27棟/39棟)

全国 92. 5%  9 O. 0%  77. 8%  77. 8 % 

※私立学校の前年度耐震化率の公表は H26年 11月頃
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65 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた
スポーツ振興の取組への支援について

《提案，要望の内容》

0東京オリンピック・パラリンピック開催は、日本国民に夢と希望を与えるも
のであり、特に未来を担う子どもたちがオリンピック・パラリンピックを体
感できるよう、スポーツ振興に意欲的に取り組んでいる地方に対して、キャ
ンプ地誘致等への積極的な支援を行うこと。

O本県のスポーツ施設をパラリンピックナショナルトレーニングセンター競技
別強化拠点に位置づけること。

【各スポーツ競技の国肉外トップチームのキャンプ地誘致等への支援】

①海外トップチームのキャンプj也誘致に向けた活動や必要な施設整備への支援

②[:1木代表選子。〉育成強化のために開fI'r:される競技大会や合宿が行われる拠点施設の

指定及び必要な胞設f皇制r1への支緩

【競技力向上の取組への支援】

|埠がい者スポーツの選手の強化、 J旨J草者の指導力riiJl、指導体:r;IJの充実など、競技)J[古l

|のI政制強化への支援

<参考>

鳥取県における取組等

02020年オリンピック・パラリンピック競技大会を支援する決議

平成 25年 10月8日に、鳥取県議会において議員提出議案第2号 r2 0 2 0年オリンピック・パラリン

ピック競技大会を支ほする決議j を可決

0推進体制の充実

学校体育以外のスポーツ関係を教育委員会から知事部局に移告し、あわせて院がし、者スホーツの競技力向

ι牟監ムニ孟iL(文化観光スポーツ局スホーツ課の設問)

-木県の行政とスポーツ mJ係団体のトップを集めた I .I，;~jl1jz県スポーツ戦略会議 1 を設世し、この中で、防が

い者スポーツの強化についても検討

0競技力・指導力の向上

・院がい者スポーツの競技力rfd上に県単独で予算を旅保 (13，5'15千円)

• ytーが独自に公費を投入して強化選手指定を行ってし、るのは、他の都道府県にはない鳥取県独自の取組

Oトレーニング拠点誘致に向けた調査研究

隙がし、者スポーツのナショナノレ卜レ←ニングセンター競技別強化J処点的誘致に向けた調査研究に県単独で

予算歩確保(1.000千円)

0境港公共マリーナの日本オリンピック委員会 (JOC)競技別強化センター認定

ビ リング競技の園内拠点施設

・和歌山マリ←ナ(文部科学省認定ナショ「ノレトレーニングセンター競技日I[強化拠点施設)

唐津ヨットハ←パー及び柴山新港 (JOC認定競技別強化センター)

・境港公共マりーナを含む4カ所(平成 26年 3月 19 H 認定)

→艇庫、チャーター艇の時入など環境整備 (155，951千円)

C世界レベルの大会開催に伴うキャンプ地誘致の主な実績

本一J金
2002年1-=1i:lil共催サッカーワーノレドカップ

2007年世界陸上主区本会

く鳥取市営サッカ一場(とりぎんバードスタジアム) > 

チーム国

エクアドノレ

ジャマイカ

会場

品l[j(市営サッカ一場

品取県立布勢総合巡回J公園

観客収容人数 16，033人、ナイター設備 1，500ノレタスを誇る、中同地方で"11，-、 Jりーグのスタジアム

基準をクリアしたザッカー専用スタジアム

く鳥取県立布勢総合運動公悶(コカ・コーラウエストスポーツパーク鳥取)>

広域の総合運動公闘として、高度な施設機能を確保の上、県民のスポ←ツ レクリヱーンヨン活動の

振興を図る中l実的施設

陸 k競技場は過去のオリンピック会場で使われているr向速レーン(スーパ-x)を使用、このほか公

悶内に天然芝の競技施設を被数保有
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66 ジオパーク活動の取組への支援について

《提案・要望の内容》

Oユネスコの正式プ口グラム化を積極的に推進すること。

0圏内におけるジオパーク活動を推進するため、国において一体的な推進体制を
整えること。

0学校教育や社会教育でのジオパーク活用を進めるとともに、各地のジオパーク
と連携してジオパーク自体の普及啓発と国内加盟地域の国内外への PRを行う
こと。

0山陰海岸ジオパークの世界再認定審査受検に当たっては、人的支援や案内機能
の充実を固においても積極的に進めること。

0山陰海岸ジオパークの魅力をさらに発信するための施設整備等について、重点
的な予算の確保など積極的に取り組むこと。

-ユネスコにおいて、ジオパー夕日，[YJを「支提プログラムjから rjl式プログラム」とすること

についての検討が進められているところ。

-教育、観光、産業振興、環廿1Mなどのジオパークにr~;J-9る4幅広し寸子政分野を統t~-9る省庁がなく、
国としての 体的な.fl悦l体制が望まれている。

-園内タトにおし、て、ジオパークの知名度はまだまだ低く、同レベルでのPRや、午校教育での

ジオパークのlo肘(教平:舎へO)j掲H彼等)などが重要。

-科学的に貴重な地質や地形などを含む自然公|到(地質泣産)を保護し，，)1先に活用するとと

もに、教育やl也j刷版興に活かすことを目的としたジオパーク活動の取組が出内外各地で活

性化。

く日木国内のジオパーク> (H26年4月現在)

・世界ジオパーク 6 (山陰海岸、 il~J爺湖有味111 、糸魚川、烏原半島、室戸、隠庄)
・日本ジオパーク 27 
-認定を目指す地域 1 6 

合 計 49地域 (35都道府県)

・平成20年度の環境省直結事業として、鳥取砂任問物展示施設(ビジターセンター)基本

計阿策定経費が予算措置消み。

平成30年度にオープンする予定で整備が進められる。

《山陰海岸ジオパーク》
I-I22 (2010) 世界ジオパークネットワークに加盟

• H26 (2014) 8月 世界シオパークネットワークの再認、定審査受検

山陰海岸ジオパークエリア
(鳥取砂丘) (i甫富海岸)

鉱大エリア平成26年度にエリアを鉱大して世界ジオパ クネットワ クの再Il!
定審査が行われる図
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67 少人数教育推進のための教職員定数の改善について

《提案・要望の内容》

0学力向上やいじめ問題等の諸課題への的確な対応など質の高い教育を実現できる

ょう、少人数指導のための加配教職員の充実や少人数学級の拡充のための教職員

定数の改善など必要な教職員体制の整備を行うこと。

<参考>

鳥取県の状況

O平成 14年度から小学校 1・2年生で 30人以下学級、中学校 1年生で 33人以下学

級を県独自に実施。

0児童生徒の状況は、全国学力・学習状況調査等の結果によると、全体的にはおおむね

良好だが、近年学ぶ意欲の低下や学力の二極化(傾向)、不登校児童生徒の増加など

の課題が顕在化。

ニ今 基本的生活習慣の定着や学ぶ意欲の向上等を図るため、少人数指導や全学年での

少人数学級の実施によるきめ細やかな対応が必要。

0このような状況を踏まえ、「新・公立義務教育諸学校教職員定数百十画(案)Jを先行実

施するかたちで、市町村と協力して、平成 24年度から単県費による小中学校の全学

年で少人数学級を実施。

小学校 1、2年生 30〆、以下学級

3~6年生 3 5人以下学級

中学校 1年生 3丸、以下学級

2、3年生 3 5人以下学級
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68 r総額裁量制」の柔軟な運用について

《提案'要望の内容》

0総額裁量制について、更なる運用の柔軟化を進め、地方自治体が必要としてい

る次の職種について、義務教育費国庫負担金の対象職員に加えること。

特別支援学校 |看護師、介助職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、司書

<参考>

[鳥取県の状況]

0法律や国の施策の方向性及び学校現場のニーズに基づき、教諭だけではなく様々

な職種の教職員を配置。

0 部職種については、義務教育費国庫負担金の対象職員となっていないため、県及

び市町村単独で所要の経費を負担。
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69 特別支援教育の就学奨励に要する経費の財源措置について

《提案・要望の内容》

0特別支援教育就学奨励費補助金について、必要な経費の 2分の 1が配分される

ょう予算を確保すること。

<参考>

。特別支J是年校への就学 )~ft>>J にfl'Jする法律等の規定に t，~っき、 4，!d]IJ 支援'}校又は小~Jλ校1干しく

は巾'/'1立のW'tl;lj支係学級へ就学する幼児、児詮及び生徒の保護者等の経済的負犯を軽減する

ため、 I}，Iがその経引の 古1¥を負担又は判If切Jしている。

。補助金は「子第のf品開内において、その給~Yÿω2 分の 1 の似を fllíU)Jする」とされているが、

国から111111 r1"[に交付される補助金は、必斐な経費の 2分の 1相当絃iの 7;1;11程度しか円己分され

ない状況にある。

【近年の補助金配分率】

(市町村分)

平成 23年度

平成 24年度

平成 25年度

(県分)

平Ji.比 23年)_i

平成 24年度

平成 25年度

必要な経~'J:の

1/2 1担当額(円)

7， 150，000 

7，876，000 

8，203，000 

必要な経費の

1/2 1'11当額(円)

7，678，790 

8，099，649 

8，607，000 

-86同

補助金額 C1'1 ) 配分主主 C%)

5，017，000 70， 6 

5， '138， 000 69， 0 

5，822，000 71. 0 

補助金額(円) 配分ネ C%)

6，347，295 82， 7 

8，099，649 100 

7，848，000 91. 2 



70 特別支援教育の充実について

《提案・要望の内容》

0特別支援学校における、障害者就労支援コーディネーターや、発達障がい教育

拠点に配置する通級担当職員について、固による財政措置を行うこと。

0小・中学校におけるいわゆる通級指導の対応に係る更なる加配措置を行うこと。

O特別な支援を要する児童生徒が、障がいによる困難さを克服し、学習を効果的

に進めるために ICT機器等を整備する場合に、国による財政措置を行うこと。

O高等学校において、専門性のある支援員配置のための財源措置など、発達障が

いのある生徒に対する支援を充実させること。

0医療的ケアを必要とする小中学校の児童生徒に対応するため看護師等を配置す

る市町村に対し、国による財政措置を行うこと。

<参考>

【鳥取県の状況]

。木県では、東・中・西部弁凶j戒に発達附がし、教育拠点を設け、障害による適応の困難性が

著しい児玉L生徒への指導、支緩を行っている。また、各閤域に通級指導教室を設耐し、

通級指導教室の単独設置が難しい川]村に在符する児童生徒への指導、支援を行っている。

O発達隙がいと診断された児fi1.・生徒在j弱者数の地加により、小・ rlr学校に設i泣する通級指導

教室に対するニーズの高まりを踏まえて、平成 26年度の方n両日を要史したが)111配増はなし。

Oタブレッ卜端末に取り込んださまざまなソフトを活用することで、障がいのある児童生徒

の学習上や生活上の出l難が克服され、学宵j意欲が向上するなどの効果が hがっており、木

県でも平成 25年度から機お整備を実施している。

0全国的に高等学校進学者の約 2%が支援を必要とする状況の中、鳥取県においても発達附

がいのある高校生が地加傾向しており、抜本的な対策が必要である。

発注障がいと診断された当県高校生の数(1-[16 21人→I-I25 247人)

。当県の小中学校には医療的ケアを必要とする児童生生徒が 6人(小学校4人・中学校 2人)

在籍している。(平成 25年度)
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発達障がいと言言診断された幼1尼 調 児 童 ・ 生 徒 在 籍 者 数

(司IjjI(;25生1'9月 1日著書壬E)

551 

H12H13H14ト11SH16H17H18H19H20H21H22H23H24H25

ー+ー小学校

一・一中学校

高等学校

~定力孝佳匡司ー

保育所

出平成2' 年度より広汎性艶i主陣がし、白話断を呈lナた幼児盟主Ù:~三桂をさきめてし、る
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71 奨学金債権回収に要する経費の財源措置

《提案・要望の内容》

0回収額に応じて国庫へ返還することとなる奨学金の返還金において、県が単

独で費用負担して専任職員の雇用や債権回収会社等へ業務委託を行った場合

など、要した経費について、国も応分の負担を行うこと。

<参考>

O{責権回収の県単独の取組
Ujil立千円)

取組事業 開始時期 事業費(平成24年度)

専任職員の配置(職員1名、非常勤3名) 平成20年度 15，305 

債権回収会社への回収業務委託 平成21年度 500 

言十 15，805 A 

0未納奨学金の状況
(JY'位千円)

未納額の区分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

地主、I財特法経過措置事業 285， 791 268，259 258，227 246，251 

両等学校等奨学金事業 23，451 35，611 50，302 62，346 

L _  
ぷ仁泳1三ロ1一 309，242 303，870 308，529 310，597 

※債権回収への取組強化により、未納額の急増が抑制されている。

0回収経費の状況
(単位千円)

奨学金の区分
奨平学成金24回年収度額 う返ち還国額庫 うち県収入 国庫返還寄l合

i也対財特法経過措置事業 109，729 73， 153 36，576 回収額の2/3

高等学校等奨学金事業※ 12，945 6，473 6，472 回収額の1/2

合計 122，674 79，626 43，048 B 
※国庫返還に該当する日 14~16 の貸与分のみを計上

県単独債権回収事業費に充当後の残額 27，243千円 (B-A)

<回収後のイメージ>

国収入 県収入

国庫返還(回収額の65%) 回収経費

(同13%)

県の純収入

(同22%)
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72 小中学校の統廃合に係る財政支援について

《提案・要望の内容》

0小・中学校の統廃合を行う市町村に対する、学校施設の有効活用、機能の充実、特色有る

学校整備や、スクールパス購入・運行に係る経費への補助制度を拡充すること。

く拡充すべき内容>

・統廃合に伴う学校施設の有効活用、機能の充実、特色有る学校整備に対する補助制度の

創設

・スクールパス購入費に対する補助率嵩上げ、運行経費に対する補助制度の創設

<参考>

(鳥取県の状況)

児童生徒数の減少、中山間地域の過疎化等に伴い、本県小・中学校数においても統廃合が

進んでおり、今後も過疎地域を中心とした学校統廃合が想定される。
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73 私立中学校に対する就学支援金制度の創設について

《提案・要望の内容》

0義務教育段階にある私立中学校の生徒に対しても、国において就学支援金を支

給するよう制度化すること。

※「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に闘する法律」

が成立し、平成 22年 4JJ 1日から施行υ

※この法律により、平成 22:[三度から、公立高等学校のJ受業料を徴収しないこととすると

ともに、私立高等学校等の生徒に対する就学支援金の支給が始まり、教育の機会均等

という観点、で教育に係る国1'{'負担のあり方が大きく YL障されたところ。

※しかしながら、私立小・中学校については、このような措i泣がなされなかったことから、

保護者の負担が続減されないままの状態となっている。

※本米、教育を受ける椛利は平等にあるべきであり、 I4マf向今日モ校も含めてJ受業料の1!l~{Ú

イヒあるいは軽減措世が導入され、高等学校においても凶授による負担が棋市となった

今、制度の幣合を!g!るとともに、教育条{，!の自主目・ I向上、修学上の経済負担の料械な

ζιL~劃凶一帯差の解消を凶るためにも、義務教育である私立小・中学校にも軽減nVI世

が導入されるべき。

※とりわけ、私立中高 針校では、同じ学校内において、中小生は保殺者の負十日が従来の

ままである 方、両校生には就学支援金が支給されることとなり、制度上の不終合が

ある。

<参考>

1 中学・高校における国の保護者負担軽減措置

区分

私立

公立

小学校

軽減なし

授業料無償

中学校

軽減なし

授業料無償

高等学校

就学支援金

就学支援金

2 鳥取県の状況

平成22年度より、家庭の状汎にかかわらず、全ての中学生が安心して勉学に打ち込める環境

を作るため、国の就学支援金相当額を独自に私立中学校へ交付(学校設置者が代埋受領)。

平成26年度の国の制度改正に併せ、加算制度を拡充(固と同ーの金額を支給)。

[参考]国の高等学校等就学支援金制度の概要

平成22年度より、私立高等学校及び私立専修学校(高等課程)に通学する生徒に刻し、

公立の高等学校の授業料相当額(年額 118，800円)を支給。所得に応じ力11算ifjlJ/支有り。

平成26年入学生からは所得制限を設けた上、 !J日算制度を拡充。

(低所得世帯の加算を上積みし、中所得世帯まで加算対象となった)

<特X26情感臥企人の主孫自額>

l 年収(相当) 1 250万円未満 1250~350万円未満 1350~590万円未満 1 590~910万円未満
円
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一
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年237，600円

(118，800円)

年178，200円

(59， 400円)

年118，800円
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74 三徳山の世界遺産登録に向けた支援について

《提案・要望の内容》

0世界遺産暫定リストを拡充し、三徳山の追加登録を行うこと。

0三徳山の世界遺産登録に向けた調査 E 研究に対し、固として積極的に財政支援

を行うこと。

※三徳山は、三{ム寺と国宝三仏年奥院「投入量;~J にいたる行者一道の道保にある懸 jLの建j告l

物1洋、信{i[lの逃刷、が数多く残る小鹿渓、それらを取り巻く原性的な自然環境からなる信

仰の山であり、幾多の変遷をへて、今も H木の山岳信仰の)J1型を伝えている。また、七回

の名勝及び史跡に指定されており、投入J~( をはじめとした 1111勾の建造物昨及び、二位、寺

所有の仏像や調鋭などは同重要文化財にも指定されている。

※行県では、制定リスト入りに向け、調査・研究が午ljに坑裂であるとも，i:lifi:つけ、地元三朝Il!f

と共に、考古''j':(I']調杏や自然環境訓在など、多角的Y注視点からの訓査・研究に取りf叫んでし、

るところ。

<参考>
Oこれまでの三徳山の世界遺産登録に向けた取組

H13{fl立

1111年度~

1116主手3月

HI8{H支

Hl9年度

三中川町が世界遺産登録を日指す連動を開始

調査研究、情報発信等の取Mlを推進

三徳山tt上界泣民登録Jili動推進協議会の設立

rm山1300年祭の開催、三徳山御幸1-J列を50flーぶりに復活

凶(文化庁)に世界泣g'ii.1j!J_f定 覧表記;1主提案読を提LUしたが、継続税査との回答

国(文化庁)に世界並立区間定 覧表記iI在提案者を同提出

三徳山三位、 j/l入堂の保存・保設ヰ13誌を開始

1120年度 1119年度に再提出した提案書について皆定覧表の迫加記載とならず

自然環境調査を開始

日21年度 鳥取大'"f:との合同シンポジウム、三i:~jlI!Tによる発J協調査及び弘[IJ1n~調査、地元住民等

による文化資産学宵会等の実施

1122年度 シンポジウムの開催、発J開及び他生調査、地元住民等による文化資産学習会の実施、

行者道保存修理の検討

1123~25年度 シンボ、ンウムの開催、発招及び他生調査、地元住民三;による文化資院学習会の実施、

行者道保存修盟事業 (23~27年度)

H25年度 平成26年3Jll9FIに三徳山及び周辺地域が大1'1隠岐同立公闘へ編入

(国主役入堂) (名勝小鹿渓) (重文木造蹴ヨー権現立像)
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75 r関西ワールドマスターズゲームズ 2021Jへの支援について

《提案 E 要望の内容》

o r関西ワールドマスターズゲームズ 2021Jを国家的プロジェクトと位置づけ、

新たな補助制度の創設も含め、準備段階から円滑な大会運営に至る必要な財政

支援を行うこと。

0本年 9月には組織委員会を設立する予定であるが、国や全国的なスポーツ団体、

各種競技団体等の協力・支援は不可欠である。ついては、国や関係団体の組織

委員会への参画と大会開催への積極的な協力・支援を行うこと。

0ワールドマスターズゲームズは、スポーツ競技大会であるとともに、スポーツ

ツーリズムを通じたインバウンドの拡大にも資するものであることから、 「関

西ワールドマスターズゲームズ 2021Jの開催に向けた積極的な広報活動を展開

し、圏内外における機運の醸成に努めること。

《参考》

。関西ワーノレドマスタースゲームズ 2021Iこr(iJけた全体スウジューノレ

ムノじ、 {本 競技i!J巨営 広 幸fi

2013年度 IMGA査察

開催基本合意書調印

2014任皮 組織委員会設立 (9月) 大会開催JK本桝!l¥(9月) PRイベン ラグビー

開催地契約締結(12月) ト、シンポ WCUP、京

ジウム、キ 万-(オリンピ
大会開催基本方針策定 γンベー ック・ノfラ

2015年度 競技種目原案決定 ンの主4)i苗 リンピック

~ 競技会場決定
と連携した

マスタース

2016年度 関ilH也実行委員会設立 スポーツム

ーブメン卜
競技別某本方針策定 の推進

2017年度 IMGAに大会開催基本

方針提山

2018年度

2019年度

2020年度 プレ大会開催

2021年度 関西川G2021開俗
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76 ソフトパワーの活用による地域振興の取組支援について

《提案・要望の内容》

0まんが・アニメをテーマとしたイベントの実施や国内外へのまんが関アニメを

活用した情報発信、関連分野の人材育成のほか、コンテンツ産業の振興など、

クールジャパン施策に連動して地域が行うソフトパワーを活用した取組に対

し、国レベルでの積極的かつ継続的な支援を行うこと。

※鳥取県は、平成 24 年に「まんが王同とっとり」を建問し、 f[k[[深まんがt~!lJ、「国際マ

ンガサミット鳥取大会Jの閃lli¥を契機に、まんがやアニメを活J[[して地域を活性化す

る以和lを進めているところ。

(これらに刻して地J点発・文化芸術創造発信イニ、ンアチブ事業補助金

1124294百万円、 1-1254:3百)J円を支緩いただいたが、

1-126は不採択。)

※まんが・アニメ及びそのげ'Ji'E分野l土、1<J1光振興をはじめ人材育成や産業J!'i興などのI(，iで

も非叫に効果的な地域版興策のツーノレであり、県としては、これらのllY.出lを紺'統して

拡充、発展さぜていきたいと考えている。このような地域のJ[j(府lに刻しては、[，，[レ八

ノレでの支援が不可欠O

<参考>

0平成 26年度「まんが王国発ソフトパワー事業」の主な取組(鳥取県)

開「青山剛昌キヤラクヲーコナン×キッド×ヤイバ神話の国の秘宝伝」の開催

「名探偵コナンI週刊少年サンデ 連載 20周年を記念して、鳥取県出身の青山間l昌先生の作品

のキャラク告ーを使用した「宝探しゲーム」を開催し、圏内外に情報発信するとともに、県内周

遊を促進する。

-高知県との情報発信交流事業

平成25年3月に締結した「有効通商条約』に基づき、高知県「まんが王国・土佐」を連携して、

首都圏での「まんが王国会議」の開催、まんが甲子園交流試合の実施等を行う。

0地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事業の採択状況(文化庁)

年度 予算額(百万円) 応募件数 採択件数

24 3， 150 9 1 89 

2 5 2， 872 127 126 

2 6 2， 460 194 115 

※地域のニーズに予算措置が追いついていない。

※平成 26年度、本県関係では、「まんが王国発ソフトパワー事業」は不採択となったが、「と

っとりアートスター卜推進事業J(1， 334千円)、「アーテイストりゾートとっとり芸術

祭J(18， 202千円)は採択された。
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77 地域実態を踏まえた消費税率の引き上げについて

《提案関要望の内容》

O 今後予定されている消費増税の導入判断にあたっては、地方に

おける景気動向実態を良く点検 R 把握し、地方の意見を踏まえて

導入判断を行うこと。

O導入する際には、景気が冷え込まない対策、生活弱者対策など、

きめ細かい配慮を行うこと。

<参考>

O 地方の雇用回復は全国に遅れて発生

全国的な景気動向からの判断では、地方の実態と事離が発生

有効求人倍率の推移

1.10 

一一全国

ーー鳥取県

約 1年遅れ

1.00 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 
H17 

3月{直近)

鳥取県 0.98
全国1.07

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

0 消費増税による県内影響実態把握調査 (4/7- 5/16) 

【調査件数県内企業 126社(県商工労働部調査)】

売上げが減少している

利益が減少

一部、又はほとんど価格転嫁できていない

38件 (30%)

30f牛 (24g也)

45件 (35%)

-値上げによる客離れに対する懸念 27件(6 0 %) 
[叩で…由)

・競合他社とのコスト競争 22件 (49%)
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78 国家戦略特区制度の充実について

《提案 M 要望の内容》

0国家戦略特別区域基本方針に定める追加提案募集を実施し、大都市偏重とならない

ょう、地域産業育成の観点から鳥取県をはじめとする地方の提案の指定を積極的に

行うこと。

<参考>

【鳥取県の提案】

1 未来社会創造ディスプレイ副イノベーションプロジェクト【国際的ビジネス拠点の形成】

( 1 )概要

公i益実験の:1¥1]限を緩和する想的1][攻 :'~II，:~.~;~を基に、県内ディスプレイメーカーを小心とした新たな

ディスプレイ])日発により、国際的イノベ}ションとビジネスの拠点を形成寸る。

<鳥取県内に存在する主なディスプレイメー力 > 

争(株)ジャパンディスプレイ鳥取工場

Tド杭mヂィスプレイ IJr-j 括・生産等に|則 LPA外]-))~.から 100名必の技術占等を
民11，(1場に集約し、新製品の研究開発を実施。

・平成 26刊日月に株式|二場。今後車;]主分野にfi1l極的投資o

eシャ プ米子(株)

世界的)I'-.~n体大手のクアノレコムtIとの共同開発による「液晶をi主わない次 111:1\

(MEMS (メムス))ディスプレイJの開発を実泊。
・シャープ(株)内にヰ;Ji!( I~，J迎分野に係る新たな開発チ ムを立ち上げ。

罷重量
車載用ディスプレイ

( 2) 規制改革等の提案 MEMSディスフレイ

0道路交通法・道路法等での公道実験の制限の緩和(道路交通法第77条)

It，IHtjディスプレイメーカーが、当県内の直線s[i附のある道路を活川して Iド桜井lテ。イスプレ

イ閉経の実証災!!換を:x施する際の道路使川手続きに係る規制緩和を提案。

0研究開発税制の拡充

0企業立地を促進するため、都市計画法の規制緩和、農地法の規制緩和を提案

2 とっとり「医療機器発明」産業化特区【国際的イノベーション拠点の形成】

( 1 )概要

①産学官述伐による医療機探ノ¥レーの構築、②i位先端の技術を集積する!日界トップレベルのロ

ボット手術センターの設立、③先進的医療による国際交流拠点の形成により、出|際主1l4fト力の高い

[主僚機器産業の育成を図る。

(2 )規制改革等の提案

0ロボット手術における保険外併用療養の許可(健康保険法第 86条)

保険外併用療養を前可することにより、保険収3伎のない術式でも

患者の負担が減り、症W'jJX{の大幅な増加が凡込まれ、新たな子術機

器の開発につながる。

0外国人医療スヲッフによる特区内医療行為の規制緩和

O医療機器の研究開発促進に係る制度創設
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79 地域人づくり事業(緊急雇用創出事業)の継続実施について

《提案・要望の内容》

0平成 26年度が終期 (26年度中の着手事業は27年度末までの実施が可能)となってい

る地域 人 づ く り 事 業 ( 雇 用 拡大プロセス・処遇改善プロセス)を、 27年度 以

降も継続実施すること。

0特に地域経済の特性を生かした賃上げや正社員化等を進める「処遇改善プ口セ

ス」が 、雇用のミスマッチの 解消に向けては重要となることから、 「処遇改善

プロセ ス」についてはより重点的な支援を継続すること。

〔一一復基調一一山…05IJ:げに宇l'い一川
原用環境の不安定化が懸念される。 地方の原刑環境改善を加速する必要がある。 I

<参考>

1 有効求人倍率等の状況(平成 26年 4月)

回復法制となった経済情勢を受けて、木県の有効求人倍率は 0.99倍(、v成 26'j三4月)

と1%台、目前となったが、内訳を比ると，[社民の有効求人倍率は 0.4日倍(、|ぺ成 26年 4J'J ) 

と低迷し、 r)荏川のミスマッチ」傾向もなかなか改詳の兆しが見えない。

区分 1126. 4月 1126. 3月
前年I"J月

(H25. 4月)

有効求人{古今[4"(倍) 鳥取県 0.99 o. 98 O. 80 

(※不uiirJID盤値) jノ¥二、 国 1. 08 1. 07 0.88 

正社員の有効求人倍率(倍) 鳥取県 0.48 O. 48 0.37 

鳥取県の I居件lのミスマッチJの状況 (H26.1)J ) 

求人>求職者の職業 倍率 求人く求職者の職業 {在不

サービス職(接客・調理等) 1. 56 事務的職業 0.21 

専門・技術職(看護師等) 1. 15 運搬・清掃等職 0.57 

福祉関連職 1. 11 IT関連職 0.59 

建設・土木関連職 1. 32 生産工程(組立・修理等)職 O. 72 

(鳥取労働局提供資料による)

2 i処遇改善プロセスJを活用した県事業(人づくりによる経済成長戦略推進事業)

中小零細企業が多い本県では、地域人づくり事業の「処遇改善プロセス」を活用し、

従業員の賃金アップや正社員化が実現できる環境の整備を積極的に進めるため、鳥取県
経済再生成長戦略の戦略的分野に該当する企業が行う、従業員の処遇改善に向けた以下

の取組を支援している。

事 明l 内 容

環境・エネルギー(エコカ一、太陽光、リザイクノレ)、次世代デバイス(電機・電子

対象業積等
関連産業)、ハイオ・食品関連産業、健康・福祉サービス産業、まちなかビジネ

ス、コミュニティビジネス、観光ビジネス、民林水産資源、関連ビジネス、次世代サ

ーピス(日1'0、データセンター、コンテンツ産非J

-在職社員の処遇改善に向けた事業計画を募集し、審査・採択の上、実

支援内容 施企業に委託を行う。

1事業につき、 500万円を上限に委託。

-97 -



80 地域の成長戦略の実行における支援について

《提案・要望の内容》

0官民一体の地方産業競争力協議会において策定した地域戦略を地方が主体的に

責任をもって着実に実行するため、財政面も含めた一層の支援を行うこと。

-地域を絞り込んで選別する「地域活性化モデルケース」ではなく、地方産業

競争力協議会が主体的に取組むことができる総合的な支援制度の創設

〔一一施ーは一一時一…川
使い道を地方産業競争力協議会が選択できる総合的な粋予算を確保すること。 I

-大胆な規制緩和や税制の優遇措置、国家戦略特区制度の充実・改善等

<参考>

※地域戦略の具現化に文lする支援については、地域戦略に基づく地域活性化の先行モテ、ル的

な取組みに対し国がパッケージ支援を行う「地域活性化モデ、ノレケースJの公募が行われた

が、今のところ公募は今回 1回限りであり、今後の募集予定も未定である。その他に、地

域戦略を具現化する取組みを総合的に支援する事業は実施されていない。

※「地域活性化モデルケース」における国の支援内容は、政策対応チーム(関係省庁の課長

で構成)が計画の具体化の助言等のコンザルティングを実施、各省庁の既定予算での対応

等であり、モデルケース独自の別枠予算での実施といった財政上の支援はない。
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81 アジアを中Ij)とした地方の中小企業の海外展開支援について

《提案・要望の内容》

0経済成長が著しい東南アジア を 中 心 と し た 新 興 国 市 場 へ 、 意 欲 の あ る 地 方自治

体及び地域の中小企業が円滑 に 参 入 す る こ と が で き る よ う 、 政 府 間 レ ベ ルでの

プラットフォーム作りに取り組むこと。

[一一樹引止めには……ヰ j企業カスピーディカつ]
戦旧制oに行動する必要があり、政府間レベノレで強固 E安定した村L組みを構築して、国家レ|
ベノレの Win--Win関係に基づく環皮整備や什組みづくりに取組むことが不可欠。 I

0海外市場における需要獲得の た め 地 方 自 治 体 が 具 体 的 な プ ロ ジ ェ ク 卜 と して実

施する、 地 域 の 中 小 企 業 の 海外展開に向けた取組を支援すること。

鳥取県が進めるプロジェクト及びWJ待する文J乏のj9rJ1 
タイ士業省、とiW抄Jによる地域・技術センサス(両地域の技術集積と連|引を調査・評frlfi) 

→ (期待する支援の例) 1，I，j地域の技術者の交流支媛、資金助成

口シアとの l~iJ係強化(治海地方との経済共同プロジェク卜、|吹係官1I との経済交流)
シ (則待する支援のがiJ)ロシア似京地j或へのジェト口事務所設 WI~

<参考>
1 鳥取県と 9イ工業省との連携について

0本県では、日本とうEイ両政府が平成 23年から進める「お互い
プロジェク卜』を通じて得た情報や人脈を活用して、 !;zイ工
業省と MOU(覚書)を締結して具体的連携に取組み中。
(鳥取市において告イ工業省・裾野産業協会との連携フォー
ラム開催 (H26年 1月)など)

0平成 25年 11)'Jには、鳥取県東南アジアビューローをタイ・
バンコクに開設するとともに、タイ工業省と 'IJ小企業ω述携

促進にI1¥Jする ¥IOUを締結。

0，鳥取即、の電機・電子部品産業とタイの自動 rt部品産業のマッ

FV司
・←I副h 

ヲイ工業省と MOU締結CH25.11)

チングを目指して、両地域の企業における技術集積と述関に関する調査及び評価を実胞仁l'0 

県内企業 21社及びタイ国内企業 20紅が回答済(平成 26年 5)J末)であり、今後、内容の
分析・評価に取組む?予定。

。平成 26年度には、タイでの自動車関連企業との合同プロモーションイベントの開催、チャ
ーターi史就航に合わせた鳥取県経済交流1'1:1によるタイ訪問等を検討中。

2 ロシアとのネットワーク強化について

0本県は GT1 (大図伺江開発計画)に参画。現在ロシア国
内の地方政府では沿海州、ハバロフスク地方(オブザ
パ )が参画しており、物流ルート確立を中心とした北
東アジアにおける地方政府間プラットフォームとしての
機能が期待できる。

0現在は GTI地域における人的ネットワークの構築、日本
海を通じた物流推進、境港や DBS航路、壁面な観光資源
等のアピーノレなどの事業に取り組んでおり、本年 8月に
は、鳥取県米子市に GTI参加地方政府を招いて rGTIと
っとりフォーラム」を開催予定。

"明ん吊 r<./.<n4"~

_"""-"， (円ご や J-¥てよ、

\」11二-:z~__rz去、、 J~;~):~!.，;~~. 
仁'~， """.>，'-0 (_~;7_'- ← 11υ;/ 

吐、_."1'1-

-、 _____i PJr.~M~~'‘ 4 町."一、"， 

~..(_ 

GTI (大図{門江開発計画)地域

。しかし、ロシア内のジェトロ事務所は「モスクワ」と「サンタトベテノレフノレク」のみ。ロシ
アは優先的に板東開発を進めており、欧露地域のみならず、恨w:地域も諸外国からの貿易投
資が増加し経済発展が期待される地域。

0極東地域へは、木県を始めとするけ木海側.IJの地方自治体を中心に、幅広い経済分野におい亡
中小企業の進出が年々 1'i1!JrJ。また、木県には81浴とウラジオストクを結ぶ環日本海定期貨治:
船が就航していることから、この利点を活かして、経済共同プロジェクトの実施等により、
極東地域と亙志的な経済関係を格築していく予定。
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82 地域ものづくり産業等の競争力強化について

《提案圃要望の内容》

0平成 25年度補正で制度化された「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業風

サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス) Jについて、予算を拡充し継
続すること。

〔仰 は 全 即 叩 前 山 が今川費税半山川上川う設備投資意欲〕
の減退が懸念される。企業の投資を喚起ずる施策の継続は必嬰不可欠であるの | 

0小規模事業者が活用しやすい制度とするため、制度設計に地方の意見を反映でき
る仕組みとすること。

0企業の積極的な事業活動を喚起するため、設備投資に対する「収益納付ルール」

を廃止するとともに、環境・エネルギー、健康・医療、航空・宇宙に限定されて
いる成長分野に、地方の産業振興テーマ分野等を加えること。

<参考>

O中小企業・小規模事業者ものづくり司商業・サービス革新事業の拡充司継続

[本県の応募・採択状況]

*本県では 1次募集採択後(採択率38%) も申請が増えており、継続的なニーズがある。

1玄分 川和問(うら設耐頭打一一志tJ~{'I'瓦 | 採択率

l次 公務第 l次募集 I 34件 (33件) I 1 3 {'I: I 3 8. 2 % 

l生金主一室Z主室主上 46 {tt (三互企) Iー←」主主'1") 
[ r絡会営改善設備投資支援事業」予定件数1 (本県独自の設備投資支援策)

*想定以上に企業の設備投資意欲が高〈、枠拡大を予定。

「色分 I25年断旧:(経済対策) I 2百五玉石予算分 I 26年度 6月補正予算

件数 I 12件(実績 19{'i') 40件 I 140件(迫加)

0小規模事業者が活用しやすい制度に向けて

*小規模事業の応募・採択率が低いという地方の実態を考慮し、計画づくりのためのサポート
体制、採択基準等に関し、地方の意見を反映できる制度にすることが必要。

*現行、小規模事業者型〔限度額700万円〕も設定されてはいるが、設備投資が対象外の
ため、本県の場合利用はほとんどない。

[企業規模別採択/非採択企業数の分析(鳥取県内第 l次募集分) 1 (単位 社)

|主 分 ~ 1 9人 20人~
採択イP業 企業数 2 1 1 

品昨日比上ヒ 15% 85% 

非採択企業 企業数 7 1 4 

格1，比比 33% 67% 

0積極的な事業活動の喚起に向けた「収益納付ルール」の廃止と成長分野の拡大

→ 収益納付ルールの廃止
ネ木事業実施事業者から、今後の収益納付の発生について懸念する声がある。

計

1 3 

100% 

2 1 

100% 

市Ij度が f~l1!Jーする企業の革新的な取組み意欲を問害寸るとともに、設備投資のための借入会返
済に支防を来たす懸念がある。

→ 拡大を要望する成長分野の分野例

「農林水産資源関連ビジネス」、 「国際観光・海外展開(北東アジア、東南アジア)J 

[鳥取県経済再生成長戦略(平成 25年4月策定) 1 
転属的推進 l環境・エネルギ一、次世代デバイス、バイオ二百瓦関連正玄 康・福祉サーピ
分野 |ス関連産業、まちなかビジネス、コミュニティービジネス、観光ビジネス、農林

水産資源関連ビジネス、次世代サービス

横断的施策|国際物流戦略、 ICT戦略、人材育成戦略、 ASEAN戦略
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83 スポーツツーリズムに関する支援について

《提案圃要望の内容》

0本県がインバウンド対策の重点施策として取り組んでいるスポーツツーリズ

ムの基盤整備や普及、スポーツを取り入れた着地型旅行商品の開発や海外プロ

モーションに対する財政支援を行うこと。

[今後支援いただきたい事項]

①「ジ γパン・エコ・トラック j の推進

. -;;1-イクリング、ウォーキング、カヤックなど人力での移動を基木とした環境に世話しい旅行

スタイノレを県全域に広げるためのインフラ整備や、ガイド ~(~Ij)(:などの休:111[ 整備への支援

②国内外の:豆好者が訪れ、高し寸平{llIiを得ているサイクリングコース及びウォーキングコース

のゆ外への P1<や、稿 j也型旅行 l布品の開発

-人:111タウンヒノレコース(ザイクリング)

. sli郷1111)i'iJ1口|コース(ウォーキング) など

③スポーツ大会の|司際化

-国内の草分けである「全日本トライアスロン許生夫会」や「昨生・大IUSEA TO SUMMITJ 

及び新たに外同人参加枠を設けた「鳥取7 ラソン」などの国際大会の海外 PT¥

④エコツーリズムの背及及びインバウンド対応

・エコツアーガイドの養成

-海外トップ吋プロモーション

<参考>鳥取県の取組状況

-サイクリングロード、ウォーキングコースの整備

-サイクリング等の拠点施設等の整備(コンビニエンスストアと提携した休JAt所の盤側l等)

・スポーツツーリズム促進に係るインバウンド陪i品の造成、誘致促進

・各種スポーツ大会の国際化

※「ジャパン・エコ・トラック」とは

発

着

拠

点

「スイスモピリティ」と呼ばれているスイス全土をカバーする新たな旅行形態を参考に、全国 SEA
TO SUMMl T連絡協議会において提唱されたサイクリング、ウォーキング、カヤックなど人力での

整動を基本とした環境に優しい旅行スタイノレ。

、ぺき雪‘句 ‘・.--
中 ~。費〆カヤフクぬ自転車 拠
継

戸同 点
一 ー
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84 観光地魅力アップと地域ブランド力強化について

《提案・要望の内容》

0地域が有する自然や歴史文化、温泉等の観光資源を生かした魅力アップを図るた

め、観光エリアの景観整備等に対する財政支援を充実すること。

0受入体制の整備に向け、観光案内表示、無料公衆無線 LANの整備促進や多言語

対応の改善・強化に対する財政支援を充実すること。

0広域エリアで一体となって圏内外に通じる魅力ある観光地域づくりを図るため、

地域ブランドイメージの確立に向けた支援を充実すること。

【今後ご支援いただきたい事項】

. J由J或の観光資源の的き上げ、魅力アップに資する景観佐伯、改修台;';に去、Iする支援

・観光案内表示の多言語化、 lw、料公衆無線 LAN等のインフラ終的に対する支112

・地域イメージをプランデイングする専門アドパイサーの派i世

・広域エリアで数多くの魅力ある観光資源をつなぎ、ストーリ ~'I'lé ;Y)る効果的な共同プロ

モーションをする際の災施支援

<参考>

【現状及び課題】

0'1'凶地方は日本を代表「る世界文化泣}!Jiや世界ジオパーク、歴史、文化が泣かな白然と融合し、

人々を魅 f寸る数多くの観光資相ilに恵まれている。

。中国J也方の 2012年の観光入込治:数は 58. 4百万人(対前年比 10 5 %)、 20 1 3内ーの

中間i也)jの外国人延べ宿泊者数は 45. 9万人となり、対前年 22%のi??となった。 ('1'1)

Cしかしながら、人 1:1減少局面における国内観光市場の限界や、 '1'園地方の外111人宿泊数の全

凶シェア(訂j2 %程)Jt-c推移)を考@すると、観光地の魅力アップと、新たに国外の観光市

嬰をl呼び込み地域経済の活性化につなげていく新たな広域観光の岩IJI11

1、地域ブランド力の強

化を ~ìí~1 Jして進めていくことが課題。

* 1観光斤の共通基却による観光入込客統計、宿泊航行統計調布(皆定)より算出

[鳥取県の取組状況]

。魅力アップのための景観柊備等

・市1泉地の魅力向上のためれうグランドデガイン策定、施設柊備への支援

・鳥取砂丘など観光周~症の核となる観光素材を活用した観光メニュー造成への支援

O受入休制整備

自治体や観光事業者が行う、次の外国人観光訪客活動に対する支援

(例)外国語表記のホ」ムペーシやパンブレットの作成、施設等の外国語表記看収等設也、

クレジットカード対応機おや Wi-fi環境整備、消費税免税広舗開設 など

0地域ブランド力強化

広域エリアで連打5し、 f亙れた観光素材をつなぐ)ム域j司i笠ノレート(ジオパーク、まんが、花、グ

ノレメなど)の提案や共同情報発信、キャンベーンの実施
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85 広域観光の推進について

《提案 R 要望の内容》

0地方が一体となった誘客の取り組みにより新規需要を開拓し、圏内観光の活性化

を図るため、国においても、広域観光の振興策を一層強化すること。

・広域マーケテイング調査の実施に対する専門アド、パイザ一派遣等の支援

.広域エリアを取り上げたプロモーションの実施

<参考>

【現状及び課題】

O'IJ同地方は自然環境・景観にJiEまれ、伝統芸能や食文化、世界文化iEI産など全国に誇れる地域

資源が多くあるが、観光地問の辿Jjtが不|分であり、中国地方:全体の魅力のアピーノレが弱いc

したがって、地域資源をテーマごとに結びつけた広域観光ノレートの設定当により、，1'岡地方全

体の広域観光を促オ必要があるの

。rfJ同!被|折 1'1動 r11:道 rvl:;路鳥取線」、「尾道松江線」守の高速道路の終備により、東西のラインに

)111えて南|七のラインが充実し、 'l'I4;IJ出方におけるj目JjQf 1'1は絡段に同U::した仁また、このメリッ

トを活別して、関西、 '1'京、JlLI国、九州とのJilif;¥;を強化する必!廷がある。

。整備が進む自動車道と空宇佐、 ]R駅、ハスターミブノレ等の交通拠点、を結ぶ広域観光ノレート、ター

ゲット日I1(発地別、和J川交通機関月IJ等)の広域観光ノレートを複数設定し、新たな観光前riLやモ

デノレコース等をマ←ウティングに基づき同内外に促案する必~:ーがある。

【鳥取県の取組状況】

山陰線光推進協議会、 f三J取・岡山観光~携事業、凶幡・但馬・丹後観光協議会などにおいてスケーノレ

メリット活かした情報発信や共同ブ。口モーションを実施している。

【中園地方の多様な観光資源】

世界遺産"ジオパーク・支化遺産

.:t; :;1:・ 3島ポ輸事~.~.-VI"Å
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86 インバウンドの推進について

《提案・要望の内容》

0外国人観光客は、東京から大阪までのいわゆるゴールデン・ルートに集中して

いる。今後、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、地方への来訪

を促す取り組みを一層強化すること。

-地方の広域周遊観光ルートなど、地方を取り上げたプロモーションの実施

'多言語案内板、無料公衆無線 LAN等のインフラ整備に対する財政支援

<参考>

【現状及び課題]

051とアジアの続的発出に伴い'[r凶地方への外国人的l光容はlrrl))[1しているものの、全同の宿泊者数

に占める拘1ffl工、 2 ノ、一セント米7前にとどまっている。 Itl外における ιIJ 同地方の n~， )~flJ主はまだ

まだ低く、各りi~ !)~仙別立、J I，~;寸るには限界がある。

02020 irのオリンピック・パラリンピック京京大会のIJflfti:にfIiJけ、日本全体の認知11見、観光への

ニーズも日まることが予想されることから、中岡地方 休となった防報発信等を図る必要があ

る。

【鳥取県の取組状況】

。白治体や観光斗i業者が行う、Ikの外同人観光訪客:活動に対する支援

(がiJ) ・海外での商談会等へ什rrl設する|燃のプロモーションに裂する経費

-従業員対象に外凶人観光客のおもてなし研修をわうための経資

.外国首表記のホームページやパンフレットの竹成経費

・ 11包設キ;の外[f!~m-=1<記看板等戸支出経費

-クレジットカード立、l応機掃や Wi-Fi 環境終備に嬰するi降雪lt

-消費税免税山約開設に十l'う術品等腕入経狩 など

。「凶際リゾートとっとりプラン」における県の取組

受入環境笠{Ji/l
プロモーション

Jii¥1J会社前lけ 般向け

-民間の受入環境終備の取組の制整・支援 。全県的な観光資源・ 。メディアを活J日し

-空港等における観光案内 情報の PR た全!¥HfIJな観光}:ii

-外客誘致に係る各種研修会等の問的l 。旅行会社への情報 :原・情報 PR

-地域資源の掘り起こし、磨き上げ 提供 0観光展出展

地域の受入環境整備の取組の調整・支援 0}jI(1J会制招致 0 メディアJr.致

-地域内の二次交通整備の調整
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87 微小粒子状物質等、広域大気汚染に対する取組の推進について

《提案・要望の内容》

0大陸からの微小粒子状物質 (PM2.5)や黄砂等の大気汚染の影響を軽減するため、

TEMM (日中韓三カ国環境大臣会合)プロジェク卜及び黄砂対策プロジェクトの推

進や公害防止技術の提供等、中国等関係国への大気汚染の発生抑制に対して支援

を行うとともに、抜本的な対策を取るよう要請すること。

0近年、広域汚染や越境汚染が問題となっているPM2.5や光化学オキシダン卜など、

黄砂問題を含め大気汚染物質に関する実態解明調査・研究を推進すること。併せ

て、 PM2.5等の健康影響に関する知見を収集し、防護措置とともに国民に分かり

やすく情報提供すること。

0子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)により、 PM2.5の大気汚染

物質が子どもの健康や成長に与える影響を把握した上で、国民の健康維持のため

の有効な対策を講ずること。

0県が行う測定休制の整備には多額の財政負担を伴うことから、当該整備に特化し

た補助制度を創設すること。

※鳥取県におい亡も、 PM2.，5の珠境基準は達成されておらず、また、間定的な指針 11直を超え

た日もよよられている。また、光化学オキシダントの環境基準も木県は達成で、きていないが、

全国的にも同様であるととろ。

※近年、日本へのÊ~l 1ljìの飛来回数がi判加傾向にあり、鳥取県においても飛来101数は直近の

約 10'1"'問では、それまでの10年間の 2倍以上にも地力rrし、また数年前からは、近年見られ

なかった秋から冬にかけても飛来が確認されるなどの状況がある。

く参考〉

O 平成25年10月30日にロシア沿海地方(ウラジオストク市板東i<HI¥大学) で開俗I された、ロシア沿海

地方、モンゴノレ中央県、江原道、吉林省及び本県で構成される第 6回北京アジア地方政府環境保護

機関尖務者協議会において、 PM2.5について、地域共通の課題としての認識、対策実施に|白lけた情

報交換等の取組を呼びかけたところ。

o PM2.5関連測定機恭整備状況

年度 事業費(千円) li荷要

1-124 14， 750 PM2. 5iJ!lJ定装置、テレメータ吏新、日常管理委託

成分分析用機器(試料採取装也、波縮装i泣)

1-125 31， 869 PM2. 5測定装置、 SPMil!11定装置、風向風速計、局舎、テレメータ強化、

日常管理委託

I-I26 3， 240 日常管沼1委託

之「、I三ド1 49， 859 

※消耗品fS:、電気代等の維持費除く
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<微小粒子状物質、黄砂の状況>

(1)微小粒子状物質の測定状況

鳥取市におけるPM2.Sの測定結果(月ごとの値)
100 

90 

80 

70 

の

E 60 
¥ 

'" 2 5日
間

~ 40 
a. 

30 

20 

10 

l 環境基準

日平均値の最高値

口 L一一一一一J一一一~_.，__l 一一一一ームーー ム ー一一一L一一一一一一J..___.._.............-.一一一一一一」 ー」

2011日4 2011.08 2011.12 2012.04 2012.08 2012.12 2013.04 2013.08 2013.12 2014.04 

年月

0 鳥取県では、 PM2.5を平成23年度より測定しているが、過去の1時間値の最高値は、

89μg/m3を記録している。

0国の暫定的な指針値(日平均値70μg/m3)を超える値を測定した日が見られている。

(2)近年の黄砂飛来状況

司教

30 

20 

年

0 平成 12年以降、日本への黄砂の飛来回数は増加し、中圏内陸部等の砂漠化の進

行に伴い、今後も黄砂の発生回数の増加が予想される。

0 黄砂観測日には、マンガン、ニッケルといった有害重金属類が非黄砂観測日に比

ベ高濃度で検出される傾向が見られ、健康への影響が指摘されている2.5μm以下

の微小粒子が含まれることも明らかとなっている。
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88 義務者不存在の廃止鉱山の鉱害防止事業の責務について

《提案・要望の内容》

0義務者不存在の廃止鉱山の鉱害防止事業について、全て国の責任と負担におい

て実施すること。

※義務者不干fゃ在の11-1岩美鉱111に係る坑廃水処理Eは、木県が事業主体となり、 l昭和55年から岩

美町方~~害防止|協会へ委託して災施しており、坑道等から流出寸る宅金属(鉄、銅等)を合

む強固針生(pI13.1) の坑廃水について処理を行っているが、 J:iClfft水のiJfEIJ¥は、ド永久的に継続

寸るため、卒業災胞に係る経費負担が財政を圧迫する状況が続し、ているじ

※鋭、ILr事業は凶mで実施したものであり、義務者不存在の廃11鉱111における鉱害防止の責務

は、基本的に固にあるとの認識に立ち、 J:/L廃水処理も含め、鋭、'占防.11工事は全て国の責任

と負担において行うこと。また、これが実現するまでの|町、県が実施する坑廃水処理!を含

めた鋭、吉15)511:L :，Jrに係る行Ii助金については、 i也j成の実態や当，i亥処理施設の実情等を総合FI'J

に1'ljiJJiして、施設の十年がし的なiili?f.1; 1i; .1::1] ¥に支障にならないよう、人{付'11こ補助対象限度額を

設けないなど幅広く村iWJ対象として交付すること。

く参考>

O旧若美鉱111坑Ide水処理施設のj)1ノk泊坑道からの大詰出水について

・平成 25年 1月に、抗廃水処理施設の州水川坑i萱から大fiiのill水が発生し、導水路より揃れたJj[

廃水の一 df;が近{9fi可J11 (岩美J11)へ流出しtc_，
町、附は、坑}Jg水処理施設l人lの引|水よIJJ:iC道内の土砂が落盤し、恨き 11められていた白然のダムが決

接したために、大量の坑廃水がI:l~\水したものと考えられる。

-今|百|の事故を踏まえ、坑内作業員等の危害予防及び鉱脱水の出水量調整のためのI区を設けると共

に、山水した坑!長水の回収が出来るように導水路の拡l同等を行うなど、大盆のH:¥水に対応できる

対策工事を検討しているところ。

・坑廃水処l'ffi施設の持続的なi型'g管理に支障を来さないよう、当日主対策工事についても必要な経狩

の措i泣をおní~し、したい。

[排水用坑道からの1:[l7，K状訓] [処;!lf¥施設内の状況] [MJIIへの流出状況]

0旧岩美鉱山鉱害防止事業費の状況 (単位千円)

分 事業 ft
財 i関、 内 訳

区
国庫 (3/1) !fr! 、 費|

平成 23年度 70，008 50，30:1 19， 705 I 
平成 24年度 72，970 52，248 20， 722 

平成 25年度 63，560 45， 310 18，250 
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89 水道事業の耐震性向上のための支援拡大と
震災対策補助制度の新設について

《提案 a 要望の内容》

0耐震性向上のために実施している老朽管更新に対する補助基準の緩和及び補助
率の引き上げを行うこと。

0震災対策の充実、強化を図るため、応急給水用機材の整備、水道管補修材料の
備蓄に対する新たな補助制度の創設を行うこと。

※水道!血設の被告を品小限にllilえるため、ライフライン強化を 1，1指して老朽管更新を実施

しているu これらの事業には多御!の事業仰を嬰し、水道可i身、終日及び水道料金に及ぼす

!形翌年が大きいため、財政支J豆を求める。また、地民等の災担;~11寺における記、急給水には、

給ノ'J，'1' 、給水川タン夕、飲料ノ'J，袋など多くの機材や純白損した水道:~(の判1I修材料の保i誌が

必主!である。

く参考>
O基幹管路の耐震化状況(平成24年度末時点 厚生労働省調査結果より)

i手水~~;や送ノ'1<. {i~; など「基i:l:t ~~; R{i J と呼ばれる水道竹の高打~j~迎合平:は全Ij~1平均で 3 3. 5 %， I昨年度

(3 2 日%)から O. 9ポイントトー封したが、依然として低い状況。
木県においては、 24. 2%台全国で 12訴日に低い水準となってし、るυ

J 耐震滴合~t:5. (.'1'成 24年!古末) 1 

三3. 5~主
24. 2%  

0現在の交付基準(老朽管更新事業の補助制度)

①資本iji.lll1i要件 資本単価が 90円/m'以上であること。

※鳥取市の場合(試算)...6 7ILJ/m" (平成 24年度)

※米子市の場合(試l:;je)..6]. 5 JIJ/m' ('1仁成 24年度)

②水道料金要1'1': 1か月に lOm:
1

使用した場合の水道料余が、 1，1 2 3円(平成 26年度)より

も向いこと。

※鳥取市のlJ>>合 966円(平成 26年度)

※米子市の場合 1 ， 0 7 :i円(平成 26年度)

③:w冶の布IiWJ率 1/3 

(給水車)

(飲料水袋) (管の補修材料)
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90 廃棄物焼却施設改良事業等への

地方公共団体の財政負担の軽減について

《提案・要望の内容》

0焼却施設の設備改良に循環型社会形成推進交付金を活用する場合、採択に係る二

酸化炭素の削減率による補助率の優遇について、現行の設備内容等を勘案して補

助率を適用するなど、採択要件を緩和すること。

※平成 22年皮から廃楽物処Jm施設の基幹的設備改良が対象事業に追加され、補助率 1/2

が適用される採択要刊は、三l可能化炭素の削減率が 20%以|ことなっている。(通;イ?の補助

率は J/日)

※米子rjiは、平成 27年Jjtから焼却l施設の改良三j工業を計画しているが、 I児に最新の省、工才、設

。ffi等を導入していることから、削減半は約 13 (YOと試算しており、 20%以上は閃J1liとな

っている。

<参考>米子市クリーンセンターの施設概要

0供用開始:平成 14年 4月

0焼却能力 270トン/日(9 0トン x3炉)

0付帯設備:灰溶融施設(5 8トン/日)、蒸気タービン発電機 (4， 000 k W) 

0改良計画 平成 27年度から設計等を行い、平成 29年度から改良工事を実施する予定

崎
~ 

‘一 九

米子市クリーンセンター
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91 使用済家電製品の再資源化の推進について

《提案・要望の内容》

0使用済小型電子機器等の回収量を確保するためには、多くの市町村の参加が必

要となることから、初期投資費用はもとより割高となるランニングコストも含

めた市町村の財政支援等を行うとともに、有用資源を丁寧かつ確実に回収する

ため、事業者や地域の実情を踏まえた円滑な再資源化事業計画の認定に配慮す

ること。

o r特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)Jにおけるリサイクル料金はラ

不法投棄等の誘因をなくすため、製品購入時に支払う「前払い制」を導入する

こと。

0園内において家電製品等の再商品化を推進する観点から、廃家電の海外流出を

防止するため、固として自治体や関係機関と連携した水際対策の徹底を図るこ

と。

一が酬悶…回酬一収

[籾糊一一家賭和電軒の無紬叩一確閑悶認輔輸一一して…2…4咋中…一年恥刊…1叩叶O刊月 境鵬j港巷) 山

いる事案がある。

<参考>
1 使用済小型電子機器等のリサイクルに向けた検討状況

0県下 19市町村にアンケート調査実施(ト125年9月)

・実施中=今6市町

M 実施に向けて検討中=今 6市町

圃実施予定なし=今7市町村

※実施しない理由として、「小型家電の排出量が少量J、「予算的に困難」等の意見

O県町村会からは、固による財政支援等について要望が出されている。

2 家電リサイクル法の対象4品目の不法投棄台数の推移

0近年、当県の不法投棄台数は減少しているが、不要品回収業者に回っている可能性あり。

年度 I H20 I H21 I H22 I H23 I H24 

全国 I119，400台 I133，200台 I131，800台 I161，400台 I116， 500台

鳥取県 317台 I 576台 I 291台 I 286台 I 239台

3使用済家電製品の適正なリサイクルに向けた本県の取組状況

0市町村と連携して不用品回収業者への立入・指導を実施するとともに、テレビCM等により

県民への普及啓発を実施。

<県内の不用品回収業者数> <本県の子レビ CM>

区分 東部地区 中部地区

H23 7 6 

H24 4 5 

H25 3 5 

西部地区 合計

1 2 25 

1 5 24 

1 4 22 
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92 P CB廃棄物の処理推進について

《提案・要望の内容》

0法人の解散などにより処理責任者が不明となった PCB廃棄物について、地方

公共団体が保管・処理を余儀なくされた場合、処理費用を国として財政支援す

るなど確実な処理が実施される枠組みを整備すること。

[ ※競売ーーしたり一一一一
明になった場合、生活環境への影響を防ぐため地方公共団体が PCB廃棄物

を保管・処理せざるを得ない事例が生じている。

<参考県内事例>

[ヰ巾J1 J 

0平成 2;，年、日|羽田j内の泌!と鋭、111から PCB合有電気機器を発見。

0保管・処理責任について調査をれったものの、閉山からがH O年以ヒ経過してお

り、鉱業権者一の所在は不明。生活環境へのE13料を防ぐため、やむなく町が保管・

処理。

. .iド成 24年度、 IIITが高濃度 PCB機器 lfiを委託処理

十L不法投楽院楽物処涯!司工業補助金(単県)により支援(1/2)0

・低濃度PCB機器3台の保管を継続中(処理米定)

[事例 2J 
0以前、法人事業で使用されていた PCB含有電気機訴の個人保管者(元役員)

が死去(平成25年)。

-保有機器低濃度 PCGトランス 3台

。親族は相続放棄をしたと主張し、処理への協力の意思はない。

[事例 3J 
。有価物としてPCIl含有の疑いのある機器を回収した個人事業主が死去(平成24年)。

トランス 1台、コンデンサ 1台、安定探 1台 →排出者等の情報 切なし

。親族は相続放棄をしたと主張し、分析・処潔への協力の意思はない。
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表層型メタンハイドレートの調査研究について93 

《提案・要望の内容》

0鳥取県沖における表層型メタンハイドレートの調査については、計画されてい

る音波を使った地質調査に加えて、地質サンプルの取得等も実施し、埋蔵量の

詳細な把握を加速すること。

0調査に当たっては、採取による環境への影響評価手法の研究やメタンハイドレ

ートの実用化に直結する研究を進め、その際には地方における調査研究体制の
整備を促進するとともに、その技術や人材の活用を図ること。

0調査圃研究による埋蔵量把握や技術開発を経て、本格的な採掘、実用化、商業

化へと至るロードマップを策定し、その着実な進捗を図ること。

¥1 平冊目年麿
北嵩i且周辺

! 平間2S年置
l 位置よ割沖

，--園田園1・罷耳語昔、 .. 
i E v!・/i門成26年度 l ，fhV 

目|隠岐周辺 苧F

l ，-占一一JHYB za 

し

』、

、 俗、/、，
可 、"
-‘ゾ~ 

<参考>

: <今後の間査予定海域>

・平成25年 度上越j中、能登半ι西方沖
・平成26年度秋開・山形沖、隠岐周辺

・平成27年度北海道周辺等

※調査予定海域の範
囲はイメージ

※調査海域は現時点

での予定であり各種
調整により変更あり

平成フ6，7年度

世田山市沖

資源エネルギー庁 NewsReleaseに追記]
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94 再生可能エネルギーのさらなる導入促進について

《提案・要望の内容》

0固定価格買取制度における促進期間の終了後も、再生可能エネルギー発電事業

者(特定供給者)による事業への参入意欲が高まるよう、調達価格の設定に当
たっては十分に配慮すること。

0洋上風力発電等の設置促進に向け、海域利用のルールや環境影響評価手法等の
環境整備を早期に実現すること。

0電力システム改革の実施に当たっては、中山間地等においても「低廉かっ安定

的な電力供給」について配慮し、系統連系をはじめとする諸問題を国として主

体的に解決するあらゆる策を講じること。

<参考>

・電力システム改革に伴い鳥取県内で懸念される弊害の例

1 )電力自由化に伴い、需要量の多い地域のみ送配電網の整備が進み低廉な電力供給

が受けられる一方、需要量が少なくかっ点在する中山間地域では過大な負担を強
いられる。

2)鳥取県では既に一般電気事業者の営業所が集約合理化されており、中山間地域へ

の非常時の迅速な対応が課題になっている。こうした中で電力システム改革の進

展に伴い集約された営業所内の各部門が分離されると、部門間の連携や効率が著

しく悪くなり、さらに安定供給が損なわれる。
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95 次世代自動車の充電インフラ整備促進について

《提案'要望の内容》

0政府及び本県の充電インフラ整備目標を実現させるため、民間主導による整備が

一層進むように平成 27年度以降も補助制度を継続実施すること。

-平成 25年"J'J、電欠の不安を感じないインフラ終怖を日指して、「I3取りよ次世代

1'1動車充電インブラ幣制lIfビジョン」を策定。エコツーリス、ムなど環境に何日l位した/lJl

光治:受入休iI刊の投備や超小型モビリティセ}のJ斤及促進を阿ることとしているの

[インブラ終的ドl傑]※ 2020年士で

(凶) 常通充iltMii2 0 0万五E、急速充fELH日5，0001比

(.1."う117~i\) 普通充山吉~344)，!~、急速充屯探 1 8 3法

0課金システムなど充電サービスのビジネス化を目指すために必要な既設の充電設

備に対する追加のハード整備に対して、地方自治体及び民間事業者等への財政支

援を実施すること。

-充屯インフラ整備は、行政主導のアーリーステ←ジから民間半導の市場発展WJに移

行する必要があり、現在は移行!~Jである。

・民rnJレベノレで整備が進展しない要囚として、充電ザービスの無事l化がー囚となって

し、るため、課金サービスなど光屯ザーピスのビジネス化を円指す必要がある。

[鳥取県石油商業組合の声I

多くの充恒ステーションで無料で充電できる現状では、ガソリンスタンドで導入

してもビジネス性がない。ガソリンスタンドが充電廿ーピスを導入するには、献

金できる環境整備が必要。
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96 番号制度導入に係るシステム対応と費用負担について

《提案・要望の内容》

0番号制度の導入に伴い発生する関連システムの構築・改修及び維持管理等を含めた必

要な経費については、同制度が国家的な社会基盤であることを踏まえ、原則として国

が負担し、地方公共団体に新たな経費負担が生じないようにすること。

特に、国が設定した補助金の上限額と、地方公共団体の見積額に本離が生じている

ものについては、その原因を分析し、情報提供するとともに、不足額が生じる場合に

は、必要な財政措置を講じること。

0番号制度導入に必要な団体内統合宛名システムの新規整備や各種システムの改修に

地方公共団体が取り組むためには、国が整備を進める情報提供ネットワークシステ

ム、インターフェイスシステム及び中間サーバーに係る詳細情報が必要不可欠であ

り、これらの情報提供を早期に行うこと。

※薄明111)1.止の導入に十l'い、地方公共団体では情441提供ネットワークとの接続、{七J主 4 情報とのM~
付けなど火f'fi棋なシステム梢築(改修)が必要となることから体制終備には長期間を要する。

※|王|がf皇制iiするm報提供ネットワークシステム、インターフェイスシステム及び仁l'rli)ザーハーの
詳細設計が判明しないと、地方公共団体 Eは体'iIll)柊備に取り机むととがtl:11来ず、結果として、

圃が示す期限内に休制整備を完了させることが困難となることがfil:'tHされる。

<参考>番号制度導入に係るシステム椛成

\1~([(!]~ilJfi.:者~~，-::r~dJ)
~'pø~足手品

!白J
、'!i宮 1;::'寺」ユ Z丹市:::;;j~1

Jか土1向~i司7三区!
む 1司グ¥]色白

全国連携を行うための国のシステム

の作成及ぴ共向調遣を桟討中。

[課1自1 : I . 
・中間サハの詳細情報が分からないため、情報連携させるた

めの定義など、共通仕様の作成に寝込Eが出ている。

.想定事業費について固と都道府県で本離が生じている。

※鳥取県の場合

回想定事業費14.5百万円。県想定事業費88.1百万円 岬!Kii~'vCf.J .' í~捻迅m~_ョ
(想定される補助金額)、小

〆 t~=:~~持PZむ冶 ι版蜘TI((丸
一一一一一一-~' I (:r mJ';がむ辺 ~{2あ也、応m

l 各既存システムで個別二撮られている個|

I 人の番号を統合的に管理するシステム l 
マイナンJ、ーを利用できる税や福祉関

係などのシステム

l_ー 自 由 __ _ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 戸 四 回 目 ー ー ー ーーーー

115 _ 



97 地域情報通信基盤整備に対する支援の拡充について

《提案・要望の内容》

0地域住民が等しく情報通信技術がもたらす利便性を享受し、情報格差が生じる
ことがないよう、地方公共団体における光ファイパ等の地域情報通信基盤(ケ
ーブルテレビの伝送路を含む)整備に対する支援措置を拡充すること。

[ 附…E仰川一:川川の岨E
教育等の公j共七アプりケ一シヨンと合わせての1終;主ぞ備が条件となつたり、防災のためのノレー|

プ化労が条1'1となっており、 ilii雨Jiliブロードノ、ンド広燃の1史的をするだけでは補助対刻

と な らない。)

0地方公共団体が整備した地域情報通信基盤を維持するため、伝送路及びネット
ワーク機器の更新が必要となってきているが、特に事業採算性の乏しい地域に
おいては、更新のための費用負担が多大なものとなるため、負担軽減のための
新たな支援措置を講じること。

<参考>
鳥取中央有線放送株式会社(エリア 湯梨浜町、北栄町、琴浦町)の運営状況

伝送路きiの更新にはトークノレ 50億円程度の費用負t日がある 方、 lill蛍会社の利誌は年 2~3 千

万IJJf5Wl'であり、日1]の施設貸付料収入も年数百)J円程度であるため、運営に伴う利益で吏新世間を

賄うのは非現;ie!'I'cJな状況。

決算状況

平成 25年度 平成 24年度

A 売」平IJ疏(売と JJ;(イIlli) 3佑 1，400万 31J1¥J， 700万

B 販売費及び管原資 2 l'自8，800万 2位 8， 200万

C 常業利益(1¥-B) 2， 600万 3， 500万

D 当期純利益(営業外II~ fuf 、 1~~lJif!央、悦引 1~) 2， 000万 2， 600万

E 繰越利主主剰余金 2億 9， 600万 2{怠7， 600万

伝送路・機器等更新費用

工リア IPiJVJ、'/;';:刊等

2坊主~i;丘町 I-l26年度機探更新 0.45{:i]円

今後も機器更新が順次見込まれる

H30~31 年度 光ファイパ、設備・機探吏新 1 4. 7億円

北栄町 H22~25年度 光ファイパ網柊備 1 4. 2億円

(財源 平成 21 'f.度地J成情報通信基盤!笹備交付金等を利用)

今後、機器や伝送路の更新が必要となり、全面更新時は同様のYii:用が

見)入ま;Jcる。

琴浦nl] 上125~30 年度 光ファイパ網整備 1 6. 5億円

(財源合併特例依等を予定)

強備後も、機3ftや伝送路の更新が必要となり、全而更新時は同様の決

用が見込まれる。

(補足)乙ファイバの耐用主|一数は 10年だが、通常 10 数年~20 年程度利用

機~，;:の耐用年数及びメーカ一保守j~J悶は共に 5 年411度
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98 米軍機の低空飛行訓練について

( ((提案・要望の内容》

0住民からの苦情が多い地域においては、国の責任において騒音測定器を設置

し、実態の把握に当たること。

0米軍機が低空飛行訓練を行う場合には、飛行高度や飛行区域などの日米合同委

員会合意事項を遵守するよう、米軍に強く要請すること。

OMV22オスプレイの、飛行ルートを初めとする訓練の具体的内容や安全性を

含む運用に関する情報を、訓練の都度、事前に説明をすること。

<参考>

1 鳥取県内の米軍機低空飛行訓練の状況

木県では、住民等から市町村を通じて低空飛行に係る情報提供や苦情があった場合、

次の対応を取っている。

①県が外務省(北米局日米地位協定室)に、米軍に対し低空飛行訓練の中止等適切

な措置を要請することを依頼する。

②市町村から中国四国防衛局に報告し、同局が米軍に対し飛行の実態確認を行う。

また、同局が地元住民へ与える影響を最小限にとどめるよう米軍に対し、働きか

けを行う。

しかしながら、近年、目撃情報が増加するとともに、夜間や休日にも低空飛行が行わ

れるなど、一向に改善の兆しが見えてきていない。

【近年の米軍機目撃情報]

年度 目撃回数 町 キ4 見Ij

2 1 7 若桜町 7回

2 2 口戸 若桜町4回、日南町 1回

2 3 1 4 若桜町 12回、日南町 1回、鳥取市 1回

24 1 0 若桜町 6回、日南町 1回、智頭町 1回、鳥取市 1回

2 5 4 8 若桜町 27回、日南町 19回、鳥取市 1回、南部町 1回

2 MV22オスプレイの飛行訓練ルート

|オスプレイ叩低空洞行訓練の

lL(王子J?
~ 岩国益i也
手"、一プ'JvJIレト

普天間烈行勾

オスプレイの飛行訓練ルートは、 rMV - 2 2の普天間飛行

場配備及び日本での運用に関する環境レピュー最終版 (2012

年 5月)Jによると、「ピンク・ブルー・グリーン・オレンジ・

イエロー・パーブル」の 6ルートが想定されている。このほか、

中国山地周辺に「ブラウンルート j があるとされている。
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99 朝鮮半島出身の旧民間徴用者の遺骨収集について

《提案圃要望の内容》

0旧岩美鉱山における朝鮮半島出身の旧民間徴用者の遺骨を発掘し、遺族に返還

すること。

※1913千!日月 10日、鳥取大地災(淡II[6 )の発生11，1'、 11本鉱業株式会社京美鉱業所(住所

鳥取県岩美11首長;美11fT坑金)澱物Jjぱl場のi仮i是が決1:hし、 4万3子守方メートノレの鋭、il己が流

出。その|際、 I区堤凶 F にあった削鮮半正;!jl+\身の [[1 民間微片l者 1i'~I'舎と fijfêにあった荒令部落

i I宅15戸が、 一瞬にして型[!没するという大~Jl~i[止が先生。

※この'Jr故により、朝ji(i半島出身の徴用者281"，と日本人37寸!あわ世て65;j'，の尊い人命が彬iti

となった J その後、決壊i匝堤は修復され、新たに 2か!引に砂防lW堤が構築され、視点に至

っているが、今なお、 l口氏川l徴m者及び rl本人の20余名の遺体が鋭、I尼の寸lに孜されたまま

の状況 J

※国において、平成 17&[ から旧民間徴川者の泣;[~については、所在のがI報収集と実地訓査を

尖}jIliされ、仰向政府に'r，¥報提供されたところだが、今なお鉱iJe，+，に波されているiii村の発

布i及びi位校への返i主について、格別の御配慮をお仰い、するロ

<参考>

O鳥取大地震発生後現地写真

一壱'1':"

P 14JbJ/ 

朝鮮人長屋付近 現第 1県嘗ダム・供養塔付近
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100 食晶表示の適正化について

《提案 M 要望の内容》

0景品表示法において、都道府県知事に新たに付与される権限を円滑に執行するた

め、都道府県における人員確保や調査業務等に要する経費に対し、消費者行政活

性化交付金の交付対象に加えるなど、国が必要な財源措置を講ずるとともに、措

置命令を行う場合の基準を明確にすること。

0本年 3月に景品表示j去の優良誤認表示に係る食品表示について「ガイドライン」

が示されたところであるが、事例も限られており、判断基準が明確になったとは

言い難いものであることから、具体的事例を増やしてガイドラインを充実するな

ど、引き続き判断基準の明確化に努めること。

0食品表示法における食品表示基準を策定するにあたっては、消費者及び食品事業

者の声を聞き、消費者にわかりやすく、誤解を与えないために必要と認められる

事項に限ったものとし、また、事業者に対して過剰な規制とならないようにする

こと。

(過剰な規制と思われる品質表示の 例)

・みそ汁は、 「和風汁物』又は「和風汁物(みそ汁) Jと表示する事が義務付けら

れている。

※今後、 tAE立命令の権限が付与された|際、指導と命令の判断基準がないと、自治体によっ

て士、I見、が異なるおそれがある c

※平成 26年 3月 28トlに「メニュー・料理等の食品表示に係る長品表示法 iの考え方」が

公表されたが、一部の事例についての Q&Aは示されているが、三jf例数も r;l~ られており、

具体的な不当表示の判断主主準の記殺はない。

※現在、消費者庁において検討されている食品表示基準では、現行の食品衛生法と JAS

法の基準をtpに統合するのみと [1日いているが、 JA S lょに基づく品質表示基準の中には、

名称等の規定において過剰な規制と思われるものがある。
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101 警察の人的基盤の整備について

《提案・要望の内容》
O下記対策を講じるために警察官を増員すること。

'ス卜ー力一、 DV等人身安全関連事案対策
※ストーカー 'DV事案等の人身安全関連事実は、認知l段階では、被害者等にf立守が!Jilえら

れる危険性や切迫刊を正確にH':躍することが悶妹。一方で事態が急!民間し、殺人事件等重

大事件に発展するおそれが憧めて向く、 Mi害者の主liI炭等にまで危害が拡大する可能性があ

るため、被t与の予防・未然防止から対処に至るまで、迅速、的問tかつ組織的な対応が必要。

※近年、ストーカー DVの相談判数・事案刻応{'I 数は1\~1 力11傾向にある。本県内 lこ J， 'iitする

担I)i丈等に刈する他的県り察からの問一設拍問要詰等には、的確に対応しているが、木県の休

i!iIJI土Ilf6:羽ていあることから、迅速かっ的li'(liな対応を|主lるための休制強化が急j芳である。

副特殊詐欺(振り込め詐欺等)対策
※特殊詐欺は全国1'10にl曽加傾向にあり、手日はより巧妙となっている。 l主|氏、県民に人一きな

おl主117と休J長治170)低 1'-をもたらしており、ここでfH_II:めをかけない|根り、被害はますます

拡大を続け、治安水準を大きく{¥i:T-させる夏休lになりかねない。

※i出やかな 1-1陀凍結や契約者的認のJくめ等犯行ツーノレの遮|析対策と、|ι行して、他都道府県へ

の長WJlU張波夜、他県との合・共同拠査年;の広域かっ秘医刊の高い捜4ょを組織的にわうこ

とが必要。

※木県においても、被害者数、事件対応ともif)加しているが、木県、の体制は!脆弱であること

から、各研広報E村富市動、関係機関への指導・協力依頼笥 ~:[t続した防犯対策、認、j、11時にお

ける迅速かっ広J攻な捜査を推進するための休i!iIJ強化が急務である。

-原子力災害対策
※U P 7 (緊急防護姶置区域)が30km悶に拡大され、境港??察署及び米干件祭器 "'8;I)~ の人一音1\

分が問内となっている。

※ ιlJ根日fJ， 1/t察、鳥取県等の関係機関と足立携の j 、本日ILへのJ;\;評J巴婦、山Ij~技!旬、及び木県住民寺;

の避刻[誘導、広域交通規制、 i位難j也区の犯罪予防等の各部位察活動の迅速かっ的硝な災胞

と2{~~察署の機能移転が必要。

※緊急防護措iiiJ':区llJ(等の実態11'!t屋、ぞ?備百liilii今;の見直し、関係協I苦!との情報共有、教義訓練、

E空機材等の整備、専門知識を有する相当者の育成等の諸士、j策は、一過性あるいは断続的な

対策では到底不可能であるため、 frF察官の明員により縦続的かっ:¥¥，門的、専属的な体制強

化が急務である。

-高速道路等における交通安全対策
※鳥取県内の高速道路及び指定自動車~I;()lJ道路は、、l'-jiX元年にdE耐ilされた中国横l折自動車道

(米子長I~UJW道。 l!?、内 Rfi雌27 ， 2km) 以外は、新直利l方式の中国横[JJi 長1 [YJ車道航路鳥取線の

一部(鳥取IC~智頭IC距雌22 ， 5km)及び無料の 1'1[YJ京市川道路で榊成(総延伸距陥69，3km) 

され、尚速道路交通??察隊長以下28人休*IJで対応。

※米子自動車道以外は道路の規栴が低く、ネクスコ凶iCl本の活動がないため、交通事故のほ

か、落下物や車両の故障等にも対応するなど、尚いリスクの中、業務を遂行。

※西部、京音1¥分自主隊は、約80km離れているため相互補完ができない止況にあり、同時多発的、

あるいは大規杭交通事故が発生した際に、現場|臨場の遅延や事案対応が困難な場合が懸念

されるが、本県の休市IJは脆弱であることから、広域交通の安全をO'(i'i吊するためには、迅速

かっ適正な初動去、l応等を行うための休制強化が急務 Cある。
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<参考>

0ストー力-.DV事案等人身安全関連事案対策の体制強化
[ストー力一・ D V相談状況】 【ス卜ー力一・ DV対応状況】

H25 H 2.+ H23: H 22 H21 

スト力

DV 

" 

ストーカー

DV 

0特殊詐欺対策の体制強化
【特殊詐欺発生状況】 【特殊詐欺検挙状況】
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【特殊詐欺被害額状況】

0広域交通安全対策の体制強化
【高速道路及び指定自動車専用道路の整備状況】

平成23年を100として指数で表記

0原子力発電所準立地県としての体制確立
【島根原子力発電所周辺図】

※ 

Tヲ

直零

赤色，目・高速道路

紫色…指定自動車専用道路
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鳥取県地域防災計画(平成24度修正)に基づく

u P Z (30km圏)内人口約73，000人




